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例̂
 

一a
一•
本a
は、
平
成
二ニ
年
八
月
八
日
に
砂
防
会
館
(

束
京
都
千
代
田
区
平
河
町
)

で
開
催
す
る
「鞠
智
城
朿
京
シ
ン
ポ
ジ 

ゥ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
るn
朿
ア
ジ
ア
の
屮
の
古
代
鞠
智
城
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中、
熊
本
県
*

装
飾
古
坻 

鮪
職
員
(

矢
野
裕
介
参
事
)

が
報
告
す
る
「掏
智
城
の
調
査
成
果
」
の
参
考
資
料
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る。

な
お、
当
日
の
全
体
プ
ロ
グ
ラ
ム
は、
次
の
と
お
り
で
あ
る。

越
調
講
演

笹
山
HB
生
氏
(

東
京
大
学
名
誉
教
授
)

「日
本
古
代
史
と
鞠
筲
城
」 

五
百
旗
頭
茛
氏
(

防
衛
大
学
校
学
校
艮
)

「粜
ア
ジ
ア
国
際
閲
係
の
中
の
11]
村
江
の
戦
い
」

報
告矢

野
裕
介
(

熊
本
県
立
装
飾
古
«
館
参
小
)

「鞠
£
!

城
の
調
杏
成
果
」

I西
谷
正
氏
(

九
州
歴
史
資
料
館
畏、
九
州
大
学
名
样
教
授
)

「朝
鮮
半
岛
か
ら
見
た
鞠
智
城
」

鈴
木
靖
民
氏
(

國
學
院
大
學
教
授
)

「七
世
紀
日
木
の
国
家
形
成
と
東
ア
ジ
ア
〜
鞠
智
城
造
営
の
赀
语
〜
」

佐
藤
偏
氏
(

贞
«
大
学
大
学
院
教
授
)

「占
代
鞠
！,.,
城
と
朿
ア
ジ
ア
」

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

三，

本
3
は、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
鞠
智
城
跡
の
調
杏
研
究
と
成
果
.

課
題
等
の
概
略
を
示
す
た
め、
次
の
四
つ
の
帘 

で
祸
成
し
て
い
る。

丨
：物
朽
城
跡
が
成
り
立
つ
て
い
る
背
拔
が
理
解
で
き
る
よ
う、
そ
の
地
理
的
な
位
§
3
や
地
形
的
な
環
境、
歴
史
的
背
误 

な
ど
の
概
略
を
取
り
ま
と
め
た。

n
 :

江
戸
期
か
ら
今
日
ま
で、
鞠
智
城
の
調
杳
研
究
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
の 

か
(

調
査
研
究
史
)

が
理
解
で
き
る
よ
う、
江
戸
期
.

明
治
期
の
研
究、
昭
和
前
半
期
(

〜
昭
和
三
三
年
頃
)

の 

調
査
研
究、
昭
和
四
ニ年
に
始
ま
る
熊
本
県
教
育
委
5
会
の
学
術
綢
查
等
'

坂
本
経
堯
の
研
究
か
ら
今
日
の
研
究 

ま
で
行
わ
れ
て
き
た
諸
議
論
な
ど
の
概
略
を
取
り
ま
と
め
た。 

m:

昭
和
四
ニ
年
に
始
ま
る
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
学
術
調
查
等
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
が
理
解
で
き
る
よ



ぅ、
調
35
次
順
に
そ
の
概
要
を
取
り
ま
と
め
た。

IV
:

こ
れ
ま
で
熊
本
県
教
育
委
員
会
が
行
っ
て
き
た
調
査
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て、
現
状
で
提
示
で
き
る
範
囲
の
考
察 

を
行
い、
现
時
点
で
の
所
見
を
取
り
ま
と
め
た。

な
お、
こ
こ
で
提
示
す
る
内
容
に
つ
い
て
は、
熊
本
原
教
育
委
員
会
が
提
示
す
る
正
式
な
見
解
に
係
る
検
討
途
次
の 

も
の
で
あ
る
の
で、
今
後
' 

文
化
庁
や
鞠
智
城
跡
保
存
整
備
検
討
委a
会、
有
識
者
と
の
議
論
の
中
で
修
正
す
る
こ 

と
が
あ
る。

ま
た、
卷
末
に
は
「引
用
参
考
文
献
.

閲
係
年
表
」
と
し
て
「引
用
参
考
文
献
」
「古
代
山
城
等
関
係
年
表
(

鞠
1!,?
城 

を
中
心
と
し
て
)j

「_
智
城
周
辺
関
係
年
表
」
を
掲
趿
し
た。

四，
本
错
の
執_
は、
熊
本
県
教
育
庁
文
化
課、
熊
本
晤
立
装
飾
古
塡
館、
同
分
館
歴
史
公
圍
鞠
智
城
.

温
故
创
生
館
が
行
っ
た。 

五
•

編
集
は
' 

熊
本
県
.

熊
本
県
教
育
委M
会
が
行
っ
た。
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地
理
的
環
境

鞠
智
城
跡
が
あ
る
九
州
は、
日
本
列 

島
の
西
端
に
位
置
し
て
い
る

(
第一 

図
)。

そ
こ
は、
東
ア
ジ
ア
の
中
に
あ 

って、
朝
鮮
半
島
や
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸 

に
近
接
す
る
位
置

(
第
一
図

)
にあ 

り、
古
来
か
ら
対
外
交
渉
の
窓
口
と
し 

て
長
く
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た。
「九 

州」
の
名
前
の
由
来
は
西
海
道
の
ぅ
ち

らく
ぜん

 
ち
く
ご

 
ひ
ぜ
ん

 
ひ
ご

 
ぶ
ぜ
ん

筑
前
•

筑
後
•

肥
前
•

肥
後
•

豊
前
. 

豊
亂
•

日
#
•

大
隅
•

薩
摩
の
九
国
を 

総
称
し
た
も
の
で、

も

と

も

と

九
州
に 

対
馬
国

•
春
岐
国

•
奄
美
群
島

•
琉 

硬
諸
島
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た。

こ
の
九
州

(
第
二
図

)
で
あ
る
が、 

中
央
に
は
九
州
山
地
が
広
が
り、
その 

北
隣
り
に
は
東
西
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト

3

第1図東アジアの中の鞠智城



第2図鞠智城の地理的位置

4



ル、
南
北
ニ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
世
界
最
大
級
の
カ
ル
デ
ラ
を
持
つ
阿
蘇
が
横
た
わ
っ
て
い
て、
そ
れ
が
九
州 

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
地
形
を
表
し
て
い
る。
そ
ん
な
九
州
で
あ
る
が、
地
形
的
に
は
大
き
く
北
部
山
地

(

福
岡
県
•

佐 

賀
県
及
び
長
崎
県
北
半

)
•

中
部
火
山

(

大
分
県
•

熊
本
県
北
半

)
•

中
部
山
地

(

宮
崎
県
•

熊
本
県
南
半

)
•

南
部
火
山

(

鹿 

児
島
県

)
の
四
つ
の
地
域
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る。
特
に、
火
山
島
で
あ
る
九
州
に
あ
っ
て
は、
中
部
火
山
地
域 

と
南
部
火
山
地
域
は、
九
州
の
地
形
を
何
ら
か
の
形
で
決
定
づ
け
た
火
山
地
帯
で
も
あ
る。
そ
こ
は、
火
山
噴
火
を
通 

し
て、
人
々
の
畏
敬
の
念
を
集
め
る
地
域
で
も
あ
る。
鞠
智
城
跡
は、
こ
れ
ら
の
地
域
の
中
で
中
部
火
山
地
域
に
位
置 

し、
こ
の
阿
蘇
山
に
源
を
発
す
る
菊
池
川
の
流
域
に
当
た
っ
て
い
る。

三
七
〜
ニ
六
万
年
前
以
来、
四
回
の
大
噴
火
を
繰
り
返
し
な
が
ら、
そ
の
姿
を
変
え
て
き
た
活
火
山
「阿
蘇」
は、 

巨
大
な
カ
ル
デ
ラ
式
火
山
で
あ
る。
そ
の
容
姿
は、
現
在
噴
煙
を
上
げ
て
い
る
中
央
火
口
丘、
そ
の
南
と
北
に
広
が
る 

肥
沃
な
低
地、
そ
し
て
そ
の
中
央
火
口
丘
と
低
地
を
巡
る
外
輪
山
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る。

阿
蘇
の
外
輪
山
は、
熊
本
県
は
も
と
よ
り、
宮
崎
県
や
大
分
県
に
も
ま
た
が
る
広
大
な
丘
陵
で
も
あ
る。
そ
の
外
輪 

山
か
ら
幾
筋
も
延
び
る
尾
根
線
は、
し
だ
い
に
傾
斜
を
緩
く
し
な
が
ら、
あ
る
も
の
は
高
原
地
帯
へ
移
行
し、
あ
る
も 

の
は
平
地
部
の
台
地
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く。
そ
し
て、
こ
ぅ
し
た
外
輪
山
に
源
を
発
し、
幾
筋
も
の
河
川
が
放
射
状 

に
延
び
て
海
へ
注
ぎ
込
ん
で
い
る。
そ
の
中
の
一
つ
に
菊
池
川
が
あ
る。

菊
池
川
は、
阿
蘇
外
輪
山
の
尾
ノ
岳

(
一〇
四
 

ー
メ
ー
ト
ル

)
に
源
を
発
す
る
河
川
で
あ
る。

上
流
域
部。
水
源
を
起
点
に
阿
蘇
の
原
野
を
下
り
始
め
れ
ば、ま
ず
景
勝
地
で
著
名
な
菊
池
渓
谷
に
至
る。
そ
し
て、 

そ
こ
を
流
れ
下
る
と、
流
れ
を
急
激
に
緩
く
し
な
が
ら、
平
野
部
に
至
る。
そ
こ
は、
全
国
ブ
ラ
ン
ド
米
と
し
て
も
名 

高
い
菊
池
米
が
作
ら
れ
る
穀
倉
地
帯
で
あ
る。
こ
こ
が
中
流
域
の
始
ま
り
で
あ
る。

5



中
流
域
部
は、菊
池
市
か
ら
山
鹿
市
に
か
け
て
広
が
る、面
積
約
七
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
「菊
鹿
盆
地」
で
あ
る。 

ま
た、
周
囲
に
は、
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
を
基
盤
と
す
る
台
地
や
丘
陵
地
が
広
が
り、
広
大
な
畑
地
帯
が
広
が
っ
て
い
る。 

例
え
ば、
菊
鹿
盆
地
の
南
側
に
広
が
る
「菊
池
台
地」、
北
側
の
「台
台
地」、
「御
宇
田
台
地」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る。

中
流
域
を
過
ぎ
る
と、
次
に
は
低
い
山
魂
や
台
地
が
川
に
迫
り、
そ
れ
を
縫
う
よ
う
に
蛇
行
し
た
流
れ
と
な
る。
海 

は
も
う
す
ぐ
そ
こ。
「玉
名
平
野」
へ
至
る
と、
そ
う
し
た
閉
塞
し
た
状
況
を
払
拭
す
る
か
の
よ
う
に
広
大
な
穀
倉
地 

帯
が
広
が
り、
大
き
く
展
望
が
開
け
る
景
観
と
な
る。
そ
し
て、
菊
池
川
は、
源
よ
り
流
れ
下
っ
て、
よ
う
や
く
有
明 

海
へ
と
注
ぎ
込
む。
そ
の
長
さ
六

 
一
•

ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル。
そ
の
過
程
で
迫
間
川

•
内
田
川
•

合
志
川
•

岩
野
川
な
ど 

の
大
小
六
五
本
の
支
流
が
流
れ
込
む。
そ
の
流
域
面
積
は、
実
に
九
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ん
で
い
る。

次
に、
鞠
智
城
跡
周
辺
に
目
を
向
け
て
み
よ
う。

鞠
智
城
跡
の
あ
る
山
鹿
市
菊
鹿
町

•
菊
池
市
木
野
は、
北
側
と
東
側
に
標
高
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
地
が
そ
び 

え、
西
側
に
低
い
山
地
が
広
が
り、
さ
ら
に
南
へ
向
か
う
に
し
た
が
っ
て、
し
だ
い
に
低
く
平
坦
に
な
っ
て
菊
鹿
盆
地 

に
至
る
と
い
う
地
形
展
開
で
あ
る。
そ
し
て、
内
田
川
水
系
の
浸
食
作
用
が
谷
や
台
地
を
作
り
出
し、
起
伏
に
富
ん
だ 

地
形
と
な
っ
て
い
る。

鞠
智
城
跡
は、
菊
池
川
の
河
口
か
ら
直
線
距
離
で
北
東
方
向
に
約
ニ
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
菊
池
川
中
流
域
に 

位
置
す
る。

そ

こ

は
、

菊
池
川
の
北
岸
に
当
た
る
標
高
七
〇
〜
八
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
台
台
地
の
基
部、
標
高
一
〇
〇 

〜
一
六
八
メ
ー
ト
ル
の
山
鹿
市
菊
鹿
町
米
原
の
米
原
台
地
で
あ
る。
北
は
福
岡
県
と
の
県
境
に
連
な
る
山
々

(

主
峰、 

八
方
ヶ
岳

)
を
望
み、
南
は
菊
池
川
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
肥
沃
な
土
壌
を
持
つ
平
地

(

菊
鹿
盆
地

)
が
広
が
る。
南の 

菊
鹿
盆
地
か
ら
の
比
高
差
は
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と、
同
時
期
に
築
城
さ
れ
た
と
さ
れ
る
大
野
城
跡、
基
肄
城
跡
が

6



四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
に
築
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
低
い
立
地
と
なつ
て
おり、
鞠
智
城
跡の
地
形
的
特徴
とい 

える。城
域
は、
山
鹿
市
菊
鹿
町
米
原
の
長
者
原
地
区
を
中
心
に、
南
を
堀
切
集
落
の
後
背
に
そ
び
え
る
阿
蘇
溶
結
凝
灰 

岩
の
歡
紈、
そ
こ
か
ら
北
西
方
向
に
延
び
る
低
山
の
尾
根
を
伝
ぃ、
西
を
初
田
川
流
域
の
小
盆
地、
北
か
ら
東
に
か 

け
て
は
支
流
米
原
川
の
浸
食
谷
に
よ
り
区
切
る

ラ
イ
ン
で、

東
西
幅
約
一

.

六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
南
北
幅
約

 

一
*

ニキ 

ロ
メ
ー
ト
ル
の
範

囲
に
わ
た
つ
て
い 

る。
そ
の
周
囲
の 

総
延
長
は
約
五

. 

八
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト 

ル
で、
総
面
積
は 

約
一
二
〇
へ
クタ 

丨

ル

で
あ
る。

(
第 

三
図
)。

地
盤
は、 

南
側
が
阿
蘇
溶
結 

凝
灰
岩
で、
西
側 

が
花
崗
岩
で
あ
る。

こ
の
広
大
な
城

/
-

Coi
-L'i
と 

^'/
”城

中
 g

管

120
|

図
i

km
 

r
第

麵

1.3
 

4

め約懸
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域
で
あ
る
が、
中
心
域
で
あ
る
内
城
地
区

(
約
五
五
へ
ク
タ
ー
ル

)
と、
自
然
地
形
を
取
り
込
ん
だ
外
縁
地
区

(
約 

六
五
へ
ク
タ
ー
ル

)
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る。

内
城
地
区
は、
南
の
崖
線
の
中
途
か
ら
北
に
分
岐
し、
池
ノ
尾
で
城
内
を
流
れ
る
塩
井
川
の
浸
食
谷
を
渡
り、
西を 

北
に
延
び
る
灰
塚、
涼
み
ヶ
御
所、
佐
官
ど
ん
と
い
っ
た
地
名
が
残
る
低
山、
東
を
台
地
縁
の
崖
線
で
区
切
る、
周長 

約
三
•

五
キ

ロ

メ

ー

ト
ル
の
ラ
イ
ン
が
あ
る。
現
在、
こ
の
ラ
イ
ン
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
範
囲
を
真
の
城
域
と
認
識
さ 

れ
て
い
る。
そ
の
地
形
的
展
開
は、
東
が
標
高
一
四
五
メ
ー
ト
ル
程
度
の
台
地
縁、
西
を
台
地
か
ら
北
に
向
か
っ
て 

派
生
す
る
標
高
一
五
〇
〜
一七〇

メ

ー

ト
ル
の
山
尾
根、
南
が
台
地
か
ら
西
に
向
か
っ
て
派
生
す
る
標
高
一
二
〇〜 

一三〇
メ

ー

ト
ル
前
後
の
山
尾
根
で
あ
る。

一方、
研
究
史
的
に
は、
さ
ら
に
拡
大
し
た
城
域
の
認
識
が
あ
る。
そ
れ
が、
後
述
す
る
坂
本
経
堯
の
認
識
で
あ
る。 

城
域
の
南
西
隅
に
当
た
る
塩
井
川
と
の
合
流
地
点
「大
門」
付
近
か
ら
初
田
川
を
跨
い
で
対
岸
の
丘
陵
に
渡
り、
北に 

延
び
る
低
山
の
尾
根
を
伝
い
な
が
ら
木
野
城
跡
を
経
て、
金
頭
の
連
山

(
最
高
標
高
ニ
ー
一

•
八
メ
ー
ト
ル

)
に至
る 

ラ
イ
ン
で
あ

る
。

ニ歴史的環境

鞠
智
城
跡
が
あ
る
地
域
に
は、
先
土
器
時
代
以
来
の
遺
跡
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る。
本
書
で
は、
紙
数
も
限
ら
れ 

て
い
る
こ

と

か

ら
、

特
に
古
墳
時
代
と
古
代
を
中
心
に
概
観
す
る

こ

と

と

す
る。

(I

) 
古
墳
時
代

古
墳
時
代
の
遺
跡
で
は、
特
に
古
墳
の
数
が
多
く、
し
か
も
内
容
が
豊
富
で
あ
る

(

第
四
図
)。
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御
宇
田
台
地
の
末
端
か
ら
鹿
本
の
平
地
部
へ
と
続
く
丘
陵
に
は
津
袋
古
墳
群
が
あ
り、
茶
臼
塚、
小
町
塚、
大
塚、 

平
原
塚、
五
社
宮、
頂
塚、
朱
塚
な
ど
の
古
墳
が
集
中
し
て
築
か
れ
て
い
る。
ま
た、
内
田
川
を
挾
ん
で
の
対
岸
に
も、 

小
規
模
で
は
あ
る
が、
数
多
く
の
古
墳

(
円
墳
)

が
築
か
れ
て
い
る。
古
墳
の
他
に
は
箱
式
石
棺
や
横
穴
群
も
点
在
し 

て
お
り、
古
墳
時
代
に
お
い
て
は、
こ
の
一
帯
が
墓
を
造
る
区
域
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

菊
池
川
流
域
の
古
墳
時
代
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て、
多
数
の
装
飾
古
墳
が
あ
る。
鞠
智
城
跡
の
南、
袈
裟
尾
の
丘 

陵
上
に
は
袈
裟
尾
高
塚
古
墳
が
あ
る。
石
室
内
に
線
刻
で
矢
を
納
め
る
較
や
三
角
文
が
描
か
れ
て
い
る。
鹿
本
に
は、 

石
室
内
に
赤
や
自
で
彩
色
さ
れ
た
装
飾
文
様
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
御
霊
塚
第
二
号
古
墳
が
あ
る。

木
柑
子
高
塚
古
墳

•
木
相
子
フ
タ
ツ
カ
サ
ン
古
墳
は、
菊
鹿
盆
地
を
挟
ん
で
対
岸
の
花
房
台
地
の
端
部
に
あ
る。
こ 

こ
で
は、
人
物
や
祭
祀
の
道
具
を
か
た
ど
っ
た
石
製
表
飾

(
石
人
•

石
馬
)

が
見
つ
か
っ
て
い
る。
ま
た、
この
ニつ 

は
前
方
後
円
墳
と
見
ら
れ、
し
か
も、
菊
池
川
流
域
の
中
で
は
も
っ
と
も
新
し
い
時
期
の
前
方
後
円
墳
で、
六
世
紀
中 

頃
と
さ
れ
て
い
る。

鞠
智
城
跡
に
近
い
と
こ
ろ
で
は、
湯
の
ロ
横
穴
群、
瀬
戸
ロ
横
穴
群
と
い
っ
た
合
計
ニ
〇
〇
基
を
超
え
る
規
模
の
横 

穴
群
が
存
在
す
る。
こ
の
他、
一
群
ご
と
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が、
迫
横
穴
群、
ヒ
ジ

ユ
ウ

谷
横
穴
群、
堀切 

横
穴
群、
山
田
横
穴
群、
大
幷
樋

.
大
井
樋
谷
横
穴
群
と
い
っ
た
小
規
模
の
横
穴
群
も
周
辺
に
分
布
し
て
い
る。

(
ニ
)

古代

菊
池
川
上
流
域
に
は、
山
鹿
市
鹿
本
町
の
御
宇
田
遺
跡
群、
菊
池
市
七
城
町
の
上
鶴
頭
遺
跡

•
ぅ
て
な
遺
跡

. 

十
蓮
寺
跡、
菊
池
市
の
西
寺
遺
跡
な
ど
の
遺
跡
が
あ
る

(

第
五
図
)。

御
宇
田
遺
跡
群
は、
第
五
図
で
は
表
示
で
き
て
い
な
い
が、
鞠
智
城
跡
の
西
方、
内
田
川
を
挟
ん
で
の
対
岸
の
御
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(
一
九
八
五

)
年
〜
六
一
年
に
か
け
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た。
発
掘
調
査 

妙
見
第

n
区、
妙
見
第

m
区
の
五
つ
の
調
査
区
に
分
け
て
行
わ
れ
た。
この 

ハ
五
間
の
庇
付
き
建
物、
三
間

x

四
間
の
建
物、
ニ
間

X
四
間
の
建
物
な
ど

宇
田
台
地
上
に
立
地
す
る。
昭
和
六
〇 

は、
西
久
保、
虎
ヶ
迫、
妙
見
第

I
区、 

中
で
妙
見
第

区̂
の
調
査
で
は、
三
間

> 

の
掘
立
柱
建
物
群

(
八
世
紀
〜
九
世 

紀
)

が
中
央
広
場
を
挟
ん
で
規
則
的 

に
配
列
さ
れ
て
検
出
さ
れ
た。
ま
た、 

遺
物
で
も、
石
製
巡
方、
円
面
硯
な

U 

ど
の
官
衙
的
色
彩
の
強
い
出
土
品
や、

”

さん
さい

 
え
つ
し
ゆ
ぅ
よ
ぅ
せ
い
じ

 
り
ょ
く
ゆ
ぅ
と
ぅ
き

三
彩、
越
州
窯
青
磁、
緑
釉
陶
器
な 

ど
の
貴
重
な
貿
易
陶
磁
器
な
ど
が 

出
土
し
て
い
る。
調
査
を
担
当
し
た

2 

野
田
拓
治
は、
建
物
配
置
や
出
土
遺

 

=

 

物
か
ら
妙
見
第

n
区
周
辺
を
官
衙
跡 

(
山
鹿
郡
家

)
に
比
定
し
た。

上
鶴
頭
遺
跡
は、
菊
池
川
左
岸、 

標
高
七
〇
〜
ー
〇
〇

m
の
洪
積
台
地

1 

(
通
称、花
房
台
地

)
上
に
立
地
す
る

。

U 

翰
智
城
跡
と
の
位
置
関
係
で
は、
菊
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池
川
を
挟
ん
で
そ
の
南
側
対
岸
に
位
置
し
て
い
る。
昭
和
五
七

(
一
九八
ニ

)
年
に
調
査
が
行
わ
れ、
三
〇メ 

四
方
の
中
央
広
場
を
囲
む
よ
う
に
一
六
棟
の
庇
付
き
大 

型
建
物
跡
(

九
世
紀
前
半

)
が
検
出
さ
れ
た。
遺
物
で
も、

「正」
「西
正」
等
の
ニ
〇
数
点
の
墨
書
土
器
が
出
土
し 

て
い
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
官
衙
関
連
の
適
跡
で
は
な 

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

う
て
な
遺
跡
は、
標
高
七
〇
〜
八
〇

m
の
台
台
地
の 

西
側
端
部
に
立
地
す
る。
三
度
の
調
査
が
行
わ
れ
て
お 

り、
七
ッ
枝

I
区
.
n

区、
大
原

I
区
.
n

区
.

瓜区 

の
五
つ
の
調
査
区
か
ら
な
る。
そ
の
う
ち、
注
目
さ
れ 

る
の
は
七
ッ
枝

n
区
か
ら
検
出
さ
れ
た
掘
立
柱
建
物
群 

(
八
世
紀
後
半
〜
九
世
紀
前
半

)
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
建 

物
群
に
つ
い
て
は
規
則
的
な
配
置
が
見
ら
れ
た。
また 

出
土
遺
物
も
三
彩
片、
銅
椀
片、
墨
書
土
器
が
出
土
し 

て
い
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
官
衙
関
連
施
設
に
比
定
さ 

れ
て
い
る。

十
蓮
寺
跡
は、
うて
な遺跡の
一一

•
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル 

東
方
に
位
置
し、
台
台
地
の
南
側
斜
面
近
く
に
あ
る。

丨トル
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「い
ぼ
た
ら
ひ」
と
も
「い
ぼ
だ
な
さ
ん」
と
も
呼
ば
れ
る 

塔
心
礎
石
が
残
り、
一
八
世
紀
後
半
に
編
籙
さ
れ
た
『肥
後
国 

誌』
に
は
「近
傍
ノ
畑
ヲ
掘
レ
ハ
布
目
瓦
ノ
欠
多
ク
出
ル」
と 

記
さ
れ
て
い
る
ょ
ぅ
に、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で 

あ
る。
そ
の
た
め
に、
大
正
期
に
下
林
繁
夫
が
現
地
踏
査
し
た 

り、
戦
後
早
く
に
松
本
雅
明
が
現
地
踏
査
し
た
り、
坂
本
経
堯 

が
開
田
事
業
に
伴
っ
て
昭
和
四
〇

(
一
九
六
五

)
年
に
発
掘
調 

査
を
行
っ
た
り
し
た。
そ
の
中
で、
軒
丸
瓦
二
種

•
軒
平
瓦
ニ 

種
が
発
見
さ
れ
て
い
る。
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
中
期
の
鴻
臚
館

式
瓦
の
系
統
の
瓦
で
あ
る。
松
本
は、
こ
の
十
蓮
寺
を、
菊
池
郡
家
に
付
属
す
る
菊
池
郡
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
推 

測
し
た。
ま
た、
そ
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
は、
古
代
肥
後
国
の
他
の
郡
寺
と
同
様
に、
東
に
三
重
塔、
西
に
金
堂、 

北
に
講
堂
を
持
つ
法
起
寺
式
と
想
定
さ
れ
て
い
る。

西
寺
遺
跡
は、十
蓮
寺
跡
の

 

一
•

五
キ

ロ

メ

ー

ト
ル
南
方
に
位
置
し、菊
鹿
盆
地
に
立
地
す
る。
松
本
雅
明
に
ょ
れ
ば、 

か
つ
て
遺
構
と
し
て
北
側
と
西
側
に
土
塁
が
残
っ
て
い
た
と
い
ぅ。
北
側
の
土
塁
は、
長
さ
が
一
〇
〇
〜
一三〇メー 

ト
ル
で、
幅
が
五
〜

六

メ

ー

ト
ル、
高
さ
が

 

一
•

五
メ

ー

ト
ル
の
規
模
で
あ
っ
た。
そ
れ
が
北
西
隅
で
西
に
直
角
に
曲 

が
り、
長
さ
ニ
〇
〜
三
〇

メ

ー

ト
ル
の
土
塁
と
な
っ
て
い
た。
そ
の
内
側
に
瓦
葺
の
建
物
跡

(
八
世
紀
頃

)
が
想
定
さ 

れ
て
い
る。
ま
た、
南
西
側
三
〇
〇

メ

ー

ト
ル
程
の
南
園
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
か
ら、
多
量
の
布
目
瓦

(
八
世
紀
末
〜 

九
世
紀
初
頭

)
が
出
土
し
て
お
り、
松
本
は、
こ
れ
ら
土
塁
や
出
土
瓦
等
か
ら
こ
の
辺
一
帯
を
菊
池
郡
家

(

官
衙
)

と
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想
定
し
て
い
る。

こ
の
他、
菊
池
川
流
域
や
内
田
川
流
域
に
は、
大
規
模
な 

条
里
の
地
割
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る。
さら 

に、
鶴
嶋
俊

1
が
「車
路」
「車
町」
な
ど
の
地
名
か
ら
想
定 

し
た、
延
喜
式
以
前
の
古
代
官
道
も
こ
の
地
域
を
通
っ
て
い 

る
(

第
五
図
)。

そ
の
ル
ー
ト
は、大
水
駅
か
ら
山
鹿
郡
家

(

御 

宇
田
遺
跡
群

)
を
通
っ
て
台
台
地
に
至
り、
そ
こ
を
斜
め
に 

通
過
し
な
が
ら
菊
池
郡
家

(
西
寺
遺
跡

)
に
至
る
も
の
で
あ 

る。
さ
ら
に
そ
の
道
は、
菊
鹿
盆
地
奥
の
低
地
を
斜
断
し
な 

が
ら
花
房
台
地
に
上
り、
肥
後
国
府
方
面
と
阿
蘇
を
通
過
し 

て、
豊
前

•
日
向
の
国
府
へ
と
通
じ
る
ル
ー
ト
へ
と
分
岐
す 

る
も
の
で
あ
る。

こ
こ
で、
鞠
智
城
跡
と
十
蓮
寺
跡

•
西
寺
遺
跡
の
位
置
関 

係
に
つ
い
て
み
て
お
く。
鞠
智
城
跡
と
十
蓮
寺
跡

•
西
寺
遗
跡
の
位
置
関
係
で
第
五
図
か
ら
気
づ
く
こ
と
が
あ
る。
そ 

れ
は、
そ
れ
ら
が
南
北
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
し
か
も
十
蓮

#
跡
の
真
北
方
向
に
あ
る
の
が
鞠
智
城
跡 

の
長
者
山
地
区
で、
西
寺
遺
跡
の
真
北
方
向
に
あ
る
の
が
鞠
智
城
跡
の
長
者
原
地
区
で
あ
る。
と
て
も
興
味
深
い
位
置 

関
係
で
あ
る。

の0代
r*
9j)
 

彦
究 

俊
研 

丨嶋学 
跡
©
理 

恩
{

地 

報る一羞図

_
狀

9
の
：̂

第
a

rlfi)

~n

 —
一  

が
察 

所
考 

る
の 

い
て 

て
い 

れ
つ 

さ
に 

と
路 

薮
通 

竹
交

と
こ
ろ
で、
鞠
智
城
に
関
す
る
記
述
は、
六
国
史
の
一
つ
『日
本
三
代
実
録』
の
八
七
九

(
元
慶
三

)
年
以
降、
歴
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史
書
か
ら
消
え
る。
お
そ
ら
く、
こ
の
こ
と
は、
そ
こ
が
何
ら
か
の
役
割
を
終
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ 

う。
こ
の
後
現
れ
る
の
が、
肥
後
国
へ
下
向
し
た
と
さ
れ
る、
則
隆
を
袓
と
す
る
「藤
原
氏」
で
あ
る。
則
隆
は、

一〇
一
九
(

寛
仁
三

)
年
の
刀
伊
の
入
寇
で
戦
功
の
あ
つ
た
大
宰
権
帥
藤
原
隆
家
の
孫
に
当
た
る
と
さ
れ、
伝
承
で
は 

菊
池
市
深
川
に
あ
る
「菊
ノ
池」
に
ち
な
ん
で
菊
池
を
名
乗
る
よ
う
に
な
つ
た
と
さ
れ
る。
た
だ
し
近
年
の
研
究
で
は、 

菊
池
氏
初
代
則
隆
の
父
政
則
は
大
宰
少
弍、
対
馬
守
に
進
ん
だ
蔵
規
と
同
一
人
物
で、
則
隆
や
そ
の
子
政
隆
は
中
央
で 

肥
後
国
住
人
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た。
お
そ
ら
く、
菊
池
氏
は、
『日
本
文
徳
天
皇
実
録』
『日本 

三
代
実
録』
で
「菊
池
城
院

J
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
鞠
智
城
と
つ
な
が
り
の
深
い
一
族
で
あ
つ
た
の
だ 

ろ
う。こ

の
菊
池
氏
は、
特
に
南
北
朝
の
頃
に
は、
現
在
の
菊
池
神
社
の
近
く
に
菊
池
城

(
隈
府
城

)
な
ど
を
本
拠
と
し
て 

阿
蘇
地
方
の
阿
蘇
氏
な
ど
と
と
も
に、
九
州
一
円
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
勢
力
に
成
長
し
た。
菊
池
市
や
七
城
町
に 

は、
主
要
な
支
城
で
あ
る
十
八
外
城
の
他
に
も、
菊
池
一
族
に
関
係
す
る
城
や
陣
地
が
実
に
多
く
築
か
れ、
残つ
て
い 

る。
鞠
智
城
跡
の
西
側
外
郭
線
の
丘
陵
上
に
は
木
野
城
跡
が
あ
り、
木
野
郷
の
領
主
木
野
氏
の
居
城
と
伝
え
ら
れ
て
い 

る。
鞠
智
城
跡
か
ら
も
こ
の
時
代
に
属
す
る
遺
構
や
遺
物
が
見
つ
か
つ
て
い
る。
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n
鞠
智
城
跡
の
調
査
と
研
究





一
鞠
智
城
調
査研
究の
黎
明

(I
) 

鞠
智
城
調
査
研
究
前
史

鞠
智
城
は、
『続
日
本
紀』
六
九
八

(
文
武
ニ
)

年
五
月
の
条
に
初
め
て
記
載
さ
れ、
『日
本
三
代
実
録』
八
七
九 

(
元
慶
三
)

年
三
月
の
条
を
最
後
に
文
献
か
ら
城
名
が
消
え、
謎
に
包
ま
れ
た
古
代
山
城
で
あ
っ
た。
そ
の
た
め
に、 

江
戸
時
代
以
来、
森
本
ー
瑞

(

『肥
後
国
誌』

)
•

渋
江
か
正

(

『菊
池
風
土
記』

)
•

八
木
田
桃
水

(

『桃
元
問
答』

)
•

吉 

田
東
伍
(

『大
日
本
地
名
辞
典』

)
ら
の
学
者
に
よ
っ
て、
そ
の
比
定
地
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た。

森
本
ー
瑞
は、
『肥
後
国
誌』

(
一
七
七
ニ
(

明
和
九

)
年
)

の
中
で
深
川
説
を
否
定
し、
鞠
智
城
は
兵
庫
や
不
動
倉 

な
ど
を
持
っ
た
官
城
で
あ
る
の
で、
隙

I

府、
水
島、
米
原
の
一
帯
に
跨
る
広
大
な
地
域
を
占
め
る
と
そ
の
場
所
比
定
を 

次
の
よ
ぅ
に
行
っ
た。

(

前
略
)

按
ル
ニ
井
澤
亨
齋
ヵ
肥
後
地
志
畧
跑
江
公
正
力
菊
池
風
土
記
及
ヒ
古
城
主
考
等
ニ
皆
菊
池
始
祖 

則
隆
此
郡
來
タ
リ
深
川
村
ニ
新
ニ
城
ヲ
築
テ
菊
ノ
城
ト
名
ヶ
代
々
ノ
居
城
ト
シ
武
政
迄
居
之
卜
ア
リ
是
皆 

正
史
ニ
出
タ
ル
ヲ
不
知
ノ
誤
也
此
城
ハ

文
武
天
皇
ノ
朝
筑
前
ノ
大
野
城
肥
前
ノ
基
肄
城
ト
ー
同
ニ
修
繕
ノ
コ
ト
績
日
本
紀
二
見
へ
タ
レ
バ
城
ノ 

出
來
シ
ハ
其
以
前
ノ
事
ナ
リ
此
地
寛
濶
ニ
シ
テ
山
遠
ク
菊
池
川
ヲ
前
ニ
帯
ヒ
水
陸
ノ
便
利
ア
リ
テ
高
陽
の 

平
城
也
古
ヨ
リ
官
城
ニ
テ
異
賊
ノ
備
禦
且
兵
器
資
糧
ヲ
貯
匿
レ
ン
為
二
築
キ
シ
城
ナ
リ
城
内
ノ
不
動
倉 

十
一
宇
燒
亡
ノ
コ
ト
見
へ
タ
レ
ハ
城
郭
の
廣
大
ナ
ル
コ
ト
知
ヘ
シ
地
志
蓉
ニ
菊
池
郡
ノ
城
院
兵
庫
ト
見
へ 

テ
城
院
ハ
水
島
村
ニ
ア
リ
ト
シ
又
ハ
隈
府
妙
蓮
寺
ヨ
リ
守
山
迄
ノ
間
ヲ
云
フ
卜
ス
不
動
倉
ハ
米
原
村
ニ
ア
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リ
ト
云
三
代
實
録
ニ
ハ
城
院
ヲ
城
境
卜
ア
リ
字
書
ニ
ハ
周
垣
又
庭
舘
有
垣
牆
者
ト
註
シ
院
境
ト
モ
ニ
垣
内 

ノ
義
ニ
テ
菊
池
城
内
ノ
兵
庫
不
動
倉
ナ
リ

(

後
略
)

「菊
池
城
十
八
外
城」で
著
名
な
渋
江
公
正
は、
『菊
池
風
土
記』

(
一
七
九
四
(

寛
政
六
)

年
)

で
『日
本
文
徳
天
皇
実
録』 

の
「天
安
二
年
菊
池
郡
不
動
倉
十
一
宇
火」
の
記
事
を
米
原
村
長
者
屋
敷
に
次
の
よ
ぅ
に
比
定
し
た。

不
動
倉

一
米
原
村
内
に
在
り
文
德
實
録
日
天
安
元
年
菊
池
郡
不
動
倉
十
一
宇
火
あ
り
と
不
動
倉
は
米
穀
を
蓄
置
窮 

年
の
資
と
す
常
に
は
出
さ
ゝ
る
故
に
不
動
倉
と
號
す
る
事
延
喜
式
に
見
ゆ
不
動
倉
の
跡
今
に
至
る
迄
地 

を
穿
に
燒
米
出
る
事
夥
し
又
萬
餘
糧
を
出
す
俗
に
米
原
長
者
の
圃
子
と
呼
ふ
物
也
燒
米
も
又
長
者
の
事 

に
云
人
あ
れ
共
お
ほ
つ
か
な
し
井
澤
名
長
秀
日
酉
陽
雑
俎
に
乾
陀
國
に
昔
尸
吡
王
の
倉
庫
有
し
か
火
に 

燒
る
其
中
粳
米
焦
る
物
今
尚
存
す
と
あ
れ
は
今
の
燒
米
出
る
は
不
動
倉
の
跡
な
る
へ
し
と
云
云
天
安
元 

年
よ
り
寛
政
六
年
迄
に
九
百
四
拾
年
に
成
る 

長
者
屋
敷

一
米
原
村
に
有
り
米
原
長
者
の
遺
跡
と
云
烏
の
城
と
唱
へ
た
る
由
長
者
の
姓
氏
時
代
し
れ
ず
名
は
孫
三
郎 

と
云
た
る
由
俗
説
に
前
田
千
町
奥
永
今
玉
名
郡
庄
島
土
川
月
川
崎
邊
を
云
千
町
を
有
て
り
と
云
涼
殿
玉 

屋
殿
月
見
櫓
藏
床
今
共
跡
有
り
藏
床
と
云
ふ
俗
不
動
倉
の
跡
を
長
者
に
附
會
す
る
な
り 

八
木
田
桃
水
は、
『桃
元
問
答』

(
一
八
四
六
(

弘
化
三

)
年
)

で
「菊
池
一
族
の
初
代
則
隆
以
来
の
居
城
と
な
っ
た 

深
川
の
菊
の
城
は、
鞠
智
城
の
旧
跡
を
取
り
し
つ
ら
ひ
て
居
城
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る」
と
次
の
よ
ぅ
に
述
べて
い 

た。
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(

前
略
)

則
隆
以
來
菊
池
家
の
總
領
は
武
光
迄
代
々
此
城
に
居
住
し
た
る
よ
し
載
申
候
但
菊
の
池
菊
の
城 

な
と
い
ふ
事
は
例
の
土
俗
の
妄
説
に
て
云
に
も
た
ら
ぬ
事
に
て
候
へ
と
も
さ
す
か
に
早
く
よ
り
其
土
俗
の 

申
傅
へ
た
る
事
な
れ
は
初
則
隆
か
當
地
に
来
り
し
此
ま
て
は
昔
の
鞠
智
城
の
跡
尚
形
は
か
り
は
殘
り
居
た 

る
を
取
し
つ
ら
ひ
て
居
城
と
し
た
る
も
知
へ
か
ら
す
候
へ
は
貴
説
の
こ
と
く
深
川
の
城
跡
即
ち
昔
の
鞠
智 

城
の
舊
跡
に
て
も
可
有
之
候
へ
と
も
前
書
に
も
申
候
こ
と
く
城
家
の
名
字
の
地
ま
さ
し
く
鞠
智
城
の
舊
跡 

に
て
有
之
た
る
か
と
覺
申
候
へ
は
今
の
深
川
の
地
昔
は
城
と
云
ひ
て
城
家
の
始
祖
其
處
を
知
行
し
て
名
字 

に
も
名
の
り
た
る
事
に
て
も
候
は

/
'

貴
説
の
こ
と
く
心
得
候
て
も
よ
く
聞
え
申
へ
く
候
へ
と
も

(

後
略
)

こ
ぅ
し
た
考
え
に
異
論
を
挟
ん
だ
の
が
吉
田
東
伍
で
あ
っ
た。
吉
田
は、
『大
日
本
地
名
辞
書』

(
一九〇
〇

(
明
治 

三
三
)

年
)

で
「鞠
智
城
を
辺
地
の
肥
後
国
菊
池
郡
に
求
め
る
の
は、
大
野
城
を
豊
後
国
大
野
郡
に
求
め
る
の
と
同
じ 

で
あ
る」
と
し
た。

た
だ
し、
こ
れ
ら
の
議
論
は、
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く、
し
っ
か
り
し
た
遺
跡
調
査
を
踏
ま
え
た
も
の
で 

は
な
か
っ
た。

(
二
)

本
格
的
調
査
研
究
の
端
緒

鞠
智
城
に
つ
い
て
の
本
格
的
に
調
査
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た。
逸
早
く
発 

言
し
た
の
は、
中
島
秀
雄
で
あ
っ
た。
中
島
は、
「米
原
の
要
害
こ
そ
『続
日
本
紀』
文
武
ニ
年
五
月、
大
野、
基肄 

城
と
と
も
に
繕
治
さ
れ
た
鞠
智
城
で
あ
ろ
ぅ。
礎
石
の
並
ぶ
山、
多
く
の
礎
石
が
出
た
畑、
焦
米
が
層
を
な
し
て
埋
ま 

っ
て
い
る
畑、
涼
み
ヶ
御
所、
烏
ヶ
城、
シ
ャ
カ
ン
ド
ン、
紀
屋
敷、
宮
床、
馬
洗
淵、
長
者
井
戸
な
ど
の
地
名
が
あ 

る」
と
大
阪
毎
日
新
聞
に
発
表
し
た。
「礎
石
の
並
ぶ
山」
は
長
者
山
の
こ
と
で、
「多
く
の
礎
石
が
出
た
畑

•
焦
米
が
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層
を
な
し
て
埋
ま
っ
て
い
る
層」
は
長
者
原
の

こ
と
で
あ
る。
地
元
菊
池
郡
出
身
の
中
島
が
挙
げ
た、

こ
れ
ら
の
根
拠 

は、
現
地
踏
査
で
得
た
情
報
で
あ
っ
た。
ま
た
熊
本
地
歴
研
究
会
は、
米
原
の
遺
構
と
比
較
す
る
た
め
に、
基
肄
城
を 

踏
査
し
た。

そ
こ
で
応
対
し
た
佐
賀
県
の
久
保
山
善
映

•
松
尾
禎
作
は、
熊
本
地
歴
研
究
会
の
招
き
に
応
じ
る
よ
う
に、 

米
原
に
残
る
遺
構
の
踏
査
を
行
い、
長
者
の
的
石
は
朝
鮮
式
山
城
の
門
礎
石
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た。

そ
れ
と
相
前
後
し
て
「米
原
長
者
伝
説」
を
伝
え
る
米
原
一
帯
に
狙
い
を
付
け
て、
頻
繁
に
現
地
踏
査
を
行
っ
た 

の
が
坂
本
経
堯
で
あ
っ
た。
当
時
坂
本
は、
熊
本
地
歴
研
究
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
り、
基
肄
城
の
踏
査
や
久
保 

山
善
映
•

松
尾
禎
作
の
鞠
智
城
跡
踏
査
に
つ
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た。
そ
ん
な
坂
本
が
『地
歴
研
究』 

第
一
〇
編
五
号
に
「鞠
智
城
址
に
擬
せ
ら
れ
る
米
原
遺
跡
に
就
い
て」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た
の
は、
昭
和
一
二 

(
一
九
三
七

)
年
の
こ
と
で
あ
っ
た。
こ
の
論
文
で
は、
鞠
智
城
の
役
割
に
関
す
る
予
見
的
仮
説
も
示
さ
れ
て
い
る。 

「有
明
海
侵
入
敵
の
確
認
と
伝
達」
「太
宰
府
非
常
に
備
え
る
た
め
の
物
資

•
兵
器
の
蓄
え」
「九
州
南
部
の
熊
襲
族
に 

対
す
る
重
鎮」
と
い
う
役
割
で
あ
っ
た。
こ
れ
は、
今
日
議
論
さ
れ
て
い
る
役
割
論
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り、
その 

先
見
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た。
そ
の
意
味
で、
今
日
の
鞠
智
城
研
究
の
原
点
と
い
う
学
史
的
な
位
置
づ
け
が
可
能
で 

あ
ろ
う。

坂
本
経
堯
が
論
文
を
発
表
し
た
年
の
翌
ー
三
年
に
は、
そ
の
重
要
性
に
気
付
い
た
城
北
村
史
跡
顕
彰
会
長
の
松
尾
條 

規
が
標
木
を
建
て
る
な
ど、
地
元
で
の
保
護
顕
彰
の
動
き
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

戦
後、
昭
和
二
八

(
一
九
五
三

)
年
に
は、
九
州
大
学
教
授
鏡
山
猛
に
よ
り、
大
宰
府、
大
野
城、
基
肄
城
の
調 

査
の
一
環
と
し
て
「鞠
智
城
の
調
査
保
護
計
画」
を
作
成
し、
熊
本
県
に
陳
情
を
行
っ
た。
こ
の
計
画
は
残
念
な
が
ら 

実
現
を
見
な
か
っ
た。
そ
の
後
坂
本
経
堯
は、
昭
和
三
一

(
一
九
五
六

)
年
一
一
月
熊
本
史
学
会
に
お
い
て
「鞠
智
城
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跡
に
つ
い
て」
と
題
し
て
発
表
し
た。
同
じ
年、
坂
本
は、
財
団
法
人
神
道
文
化
会
が
主
催
し
た
「高
千
穂
阿
蘇
総
合 

学
術
調
査」
の
た
め
来
熊
中
の、
國
學
院
大
學
教
授
滝
川
政
次
郎
に
鞠
智
城
跡
の
調
査
を
要
請
し、
長
者
山
の
礎
石
列 

を
共
同
で
実
測
調
査
し
た。
昭
和
三
三

(
一
九
五
八

)
年、
熊
本
日
日
新
聞
社
発
行
の
『熊
本
の
歴
史』
に
お
い
て、 

鞠
智
城
跡
は
米
原
で
あ
る
と
の
見
解
を
改
め
て
示
し
た。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て、
熊
本
県
教
育
委
員
会
は、
昭
和
三
四 

(
一
九
五
九

)
年
一
二
月
八
日
付
け
で
長
者
山
礎
石
群、
深
迫
門
礎
石
を
「伝
鞠
智
城
跡」
と
し
て
県
史
跡
に
指
定
し、 

さ
ら
に
昭
和
五
一

(
一
九
七
六

)
年
八
月
ニ
四
日
に
「鞠
智
城
跡」
と
名
称
を
変
更
し
た。

ニ
鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査 

ニ

)
発
掘
調
査
の
契
機

鞠
智
城
跡
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
は、昭
和
四
ニ

(
一
九
六
七

)
年
米
原
台
地
で
大
規
模
な
開
田
事
業
が
計
画
さ
れ、 

多
く
の
礎
石
が
出
土
し
た。
ま
た、
長
者
山
西
地
区
に
お
い
て
も、
大
規
模
な
牛
舎
建
設
が
実
施
さ
れ
た。
米
原
一
帯 

の
農
業
構
造
改
善
事
業
と
長
者
山
の
山
林
開
発
で、
礎
石
の
一
部
が
取
り
除
か
れ
る

と

い

ぅ

危
機
に
直
面
し
た
の
だ。 

こ

ぅ

し

た

状
況
に
危
機
感
を
覚
え
た
坂
本

や

熊
本
女
子
大
学
教
授
こ
益
重
隆
ら
は、
調
査
の
必
要
性
を
熊
本
県
教
育
委 

員
会
に
進
言
し
た。
熊
本
県
教
育
委
員
会
は、
そ
の
こ
と
を
受
け
て、
乙
益
重
隆
を
団
長
と
す
る
調
査
団
を
組
織
し
た。 

調
査
員
は
熊
本
県
内
の
考
古
学
の
専
門
家
を
総
動
員
し
た
も
の
で、
発
掘
調
査
は、
昭
和
四
四

(
一九
六
九

)
年
度
ま 

で
の
四
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た。
こ
の
調
査
が
本
格
的
な
学
術
調
査
の
始
ま
り
で
あ
る。

こ
の
時
の
調
査
は、
池
ノ
尾

•
深
迫
.

堀
切
の
三
箇
所
の
門
礎
石、
馬
こ
か
し

•
三
枝
の
石
垣、
長
者
山、
長
者
原、 

宮
野、
佐
官
ど
ん
地
区
の
確
認
調
査
及
び
土
塁
と
切
り
落
し
の
調
査
で
あ
っ
た。
特
に
宮
野
地
区
で
は、
三
間

X

九間
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の
瓦
を
持
つ
礎
石
建
物
跡、
長
者
原
地
区
で
は
礎
石
は
移
動
し
て
い
た
が、
根
固
め
石
の
検
出
に
よ
っ
て
ニ
間

X

四間 

の
建
物
跡
及
び
多
量
の
焼
米
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た。
そ
の
結
果、
鞠
智
城
跡
に
お
い
て
は
版
築
工
法
が
認
め
ら 

れ
ず、
尾
根
線
の
削
り
出
し
に
よ
る
造
り
出
し
が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
の
所
見
が
ま
と
め
ら
れ
た。
こ
の
こ
と
に
よ 

って、
他
の
朝
鮮
式
山
城
と
鞠
智
城
が、
築
城
に
当
た
っ
て
の
選
地
や
立
地
と
い
っ
た
地
形
的
特
徴
と
併
せ
て、
築城 

技
術
で
も
相
異
す
る、
と
し
て
定
説
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
間
の
調
査
に
よ
っ
て、
鞠
智
城
の
位
置
は
こ
の
米
原
台
地
一
帯
で
あ
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た。
指
定
の
名
称 

を
昭
和
五
一

(
一
九
七
六

)
年
八
月
ニ
四
日
付
け
で
「伝
鞠
智
城
跡」
か
ら
「鞠
智
城
跡」
に
変
更
し
た
の
は、
この 

調
査
が
契
機
と
な
っ
た。
第
一
次
〜
第
四
次
の
調
査
は、
長
い
間
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
鞠
智
城
の
位
置
を
決
定
す
る
こ 

と
が
で
き
た
と
い
ぅ
点
で、
調
査
研
究
史
の
中
で
特
記
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た。

昭
和
五
四

(
一
九
七
九

)
年
度、
町
道
拡
幅
工
事
に
伴
い、
上
原
地
区
の
一
部
に
つ
い
て
菊
鹿
町
教
育
委
員
会

(

当 

時
)

が
発
掘
調
査
を
行
っ
た。
こ
の
時
の
調
査
で、百
済
系
の
単
弁
八
葉
蓮
華
文
の
軒
丸
瓦
片
が
初
め
て
検
出
さ
れ
た。 

こ
の
時
の
調
査
が
第
五
次
調
査
で
あ
っ
た。

一方、
文
化
庁
記
念
物
課
か
ら、
文
献
に
見
え、
か
つ
所
在
が
分
か
っ
て
い
る
古
代
山
城
の
ほ
と
ん
ど
が
国
指
定
史 

跡
又
は
特
別
史
跡
と
な
っ
て
い
る
中、
鞠
智
城
跡
は
ほ
ん
の
一
部
が
県
指
定
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら、
国指 

定
へ
向
け
て
の
本
格
的
調
査
に
取
り
組
む
よ
ぅ
に、
と
の
指
示
が
あ
っ
た。
そ
の
指
示
を
受
け
て
行
っ
た
の
が、
昭和 

五
五
(

一九八〇

)
年
度
〜
五
七

(
一
九
八
ニ

)
年
度
の
重
要
遺
跡
確
認
調
査

(
国
庫
補
助
事
業

)
で
あ
っ
た。
昭和 

五
五
年
度

(

第
六
次
調
査

)
に
上
原
地
区、
五
六
年
度

(

第
七
次
調
査

)
に
宮
野
礎
石
群
の
全
面
調
査
を
行
い、
宮野 

礎
石
群
に
つ
い
て
は、
昭
和
五
六

(
一
九
八
一

)
年
一
一
月
一
一
日
付
け
で
県
指
定
史
跡
の
追
加
指
定
を
行
っ
た。
ま
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た、
米
原
台
地
の
「一〇
〇
〇
分
の

一」

の
地
形
図
を
昭
和
五
七

(
一
九
八
ニ

)
年
度
に
作
成
し、
併
せ
て
こ
れ
ま
で 

の
調
査
成
果
を
総
括
し
た
報
告
書

(

熊
本
県
教
育
委
員
会
『鞠
智
城
跡』
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
五
九
集

)
を発 

行
し
た。

昭
和
五
七

(
一
九
八
ニ

)
年
度
〜
昭
和
六
〇

(
一
九
八
五

)
年
度
は、
鞠
智
城
跡
の
調
査
の
中
断
期
間
で
あ
っ
た。 

た
だ
し、
そ
の
間、
鞠
智
城
跡
の
評
価
に
対
す
る
新
た
な
動
き
が
起
こ
っ
た。
昭
和
五
八

(
一
九
八
三

)
年一

一

月 

ニ
四
日
及
び
五
九

(
一
九
八四

)
年
二
月
九
日
に、
文
化
庁
の
仲
野
浩
主
任
調
査
官
が
鞠
智
城
跡
を
視
察
し
た。
その 

時
の
指
示
は、
さ
ら
に
継
続
的
に
調
査
を
実
施
す

る

よ

ぅ

に、
と

い

ぅ

も
の
で
あ
っ
た。
こ
の
指
示
で
始
ま
つ
た
の
が、 

昭
和
六
一
年
度
か
ら
今
日
ま
で
続
け
て
い
る
学
術
調
査
で
あ
る。

(
ニ
)

鞠
智
城
跡
学
術
調
査
の
経
過

文
化
庁
の
仲
野
浩
主
任
調
査
官
の
指
示
で
再
開
さ
れ
た
鞠
智
城
跡
の
学
術
調
査
は、
平
成
ニ
ー
年
度
で
第
三
一
次
を 

数
え
る。
そ
の
間、
多
く
の
重
要
な
調
査
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る。
そ
こ
で
そ
の
経
過
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め 

て
紹
介
し
た
い。

【昭
和
六
一

(
一
九
八
六

)
年
度
(

第
八
次
調
査

)
】
本
格
的
な
学
術
調
査
の
再
開
を
視
野
に、昭
和
五
七

(
一九八ニ
) 

年
度
に
作
成
し
た
地
形
図
の
補
足
と
し
て、
台
地
の
裾
部
ま
で
入
れ
た
測
量
図
を
作
成
し
た。

【昭
和
六
ニ

(
一
九
八
七

)
年
度
(

第
九
次
調
査

)
】
長
者
山
地
区
の
墓
地
と
そ
の
周
辺
一
帯
の
調
査。
墓
地
内
に
少
な 

く
と
も
六
棟
の
礎
石
建
物
跡
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た。
し
か
も、
ほ
と
ん
ど
の
建
物
跡
か
ら
炭
化
米
と 

炭
化
祐
を
検
出
し
た。
こ
の
こ
と
か
ら、
長
者
山
地
区
に
米
倉
が
あ
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た。

【昭
和
六
三

(
一
九
八
八

)
年
度
(

第
一
〇
次
調
蜜

)
】
宮
野
礎
石
群
の
北
西
側、
少
監
ド
ン
地
区
を
全
面
的
に
発
掘
調
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第10図第7次•第9次'
へ丄

<第14次調査の発掘区

査
し
た。
宮
野
礎
石
群
の
北
西
側
で
は、
掘
立柱 

の
庇
を
持
つ
礎
石
建
物
跡
ニ
棟
を、
少
監ドン
地 

区
で
は、
掘
立
柱
建
物
跡
ー
楝
を
検
出
し
た。
掘 

立
柱
建
物
跡
の
確
認
は、
こ
の
時
が
初
めて
で
あ 

った。

【平
成
元

(
ー九八九

)
尔
度
(

第
ー
ー
次
調
畓

)
】
宮 

野
地
区
を
集
中
的
発
掘
調
査
し
た。
掘
立
柱
建
物 

跡
三
棟、
礎
石
建
物
跡
ニ
棟
を
検
出
し
た。
この 

時
の
調
査
で
検
出
さ
れ
た
の
が、
鞠
智
城
築
城
以 

前
の
六
世
紀
後
半
の
竪
穴
住
居
跡
と
掘
立
柱
建
物 

跡
で
あ
っ
た。

な
お、
次
年
度
の
予
算
編
成
時
期
が
大
詰
め 

に
な
っ
た
一
二
月
七
日、
細
川
護
熙
県
知
事

(
当 

時
)

か
ら
の
指
示
で、
鞠
智
城
跡
の
特
別
調
査
費 

一
千万
円
の
予
算
案
を
計
上
し
た。
この
特別調 

査
費
に
よ
っ
て、
鞠
智
城
跡
の
学
術
調
査
は、
さ 

ら
に
一
段
と
進
む

こ
と
と
なつ
た。

【平
成
ニ

(
一九九〇

)
年
度
(

笫
一
二
次
調
査

)
】
文

1
/•/

/ 
厶 

2
一、藝

心
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第11図第15次調査の調査区

化
庁
の
国
廊
補
助
祺
業
と
県
の
自
主
事
業
で
あ
る 

重
要
迫
跡
確
認
調
査
の
二
本
立
て
の
予
算
で
実
施 

さ
れ
た
最
初
の
年
度
で
あ
つ
た。
宮
野
礎
石
群
を 

含
む
長
者
山
東
側
裾
部
一
帯
を
発
掘
調
査
し、
掘 

立
柱
建
物
跡
九
棟
が
検
出
さ
れ
た。

【平
成
三

(
一
九
九
一

)
年
度
(

策
一
三
次
調
杏

)
】
町 

道
の
西
側
一
帯
を
発
掘
調
査
し
た。
調
査
は
畑 

地
と
水
田
を
借
地
し
て
行
い、
そ
の
総
面
稍
は 

七
九
八
ニ
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
つ
た。
掘
立
柱
建 

物
跡
九
棟、
礎
石
建
物
跡
六
棟、
掘
立
柱
の
庇
を 

持
つ
礎
石
建
物
跡
一
棟、
八
角
形
建
物
跡

(
掘
立 

柱
三
棟
•

礎
石
一
棟

)
を
検
出
し
た。
百
済
系
の 

単
弁
八
葉
蓮
華
文
の
軒
丸
瓦
片
が
出
土
し
た。

【平
成
四

(
一
九
九ニ

)
年
度
(

m
一
四
次
調
査

)
】ま
ず、 

内
城
の
西
縁
と
な
る
土
塁
線

①
の
測
量
調
査
が
行 

わ
れ
た。
そ
の
範
囲
は
北
か
ら
南
へ、
佐
官
ど
ん 

丄
涼
み
ヶ
御
所
丄
灰
塚
の
全
稜
線
に
及
ん
だ。
次 

に、
第
一
三
次
調
査
の
調
査
区
の
周
辺
で
発
掘
調
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第12図第16次調査の調査区
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第13図第17次調査の調査区

査
が
行
わ
れ
た。
こ
の
時
の
調
査で
検
出
さ
れ
た 

の
は、
掘
立
柱
建
物
跡
七
棟、
礎
石
建
物
跡
一
棟 

で
あ
っ
た。
こ
の
中
で
九
世
紀
代
の
礎
石
建
物
跡 

が
検
出
さ
れ
た
こ
と
は、
鞠
智
城
跡
の
終
末
時
期 

の
建
物
と
し
て
重
要
な
発
見
と
な
っ
た。
ま
た、 

上
原
地
区
の
南
側
は
遺
構
の
空
白
地
帯
で
あ
る
こ 

と
が
明
ら
か
に
なつ
た。

【平

成

/1:

(
ー

九

九
三

)
卬

度

(
第

ー

五

次

調

迸

)
】

平
 

成
五
年
の
三
月
に
県
が
策
定
し
た
新
計
画
「ニー 

世
紀
に
向
け
て
県
が
取
り
組
む
総
合
計
画」
の中 

に
「鞠
智
城
の
調
査
と
整
備」
が
盛
り
込
ま
れ、 

県
の
重
要
政
策
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と 

と
な
り、
鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
は
新
た
な
局
面 

を
迎
え
る
こ
と
に
な
つ
た。
こ
の
年
度
か
ら
そ
れ 

ま
で
県
単
費
で
計
上
さ
れ
て
い
た
重
要
遠
跡
確
認 

調
杳
费
は
廃
止
さ
れ、
国
庫
補
助
事
業
一
本
で
の 

発
掘
調
査
と
な
っ
た。
そ
れ
ま
で
水
田
ニ
枚
の
全 

面
発
掘、
畑
一
枚
の
ト
レ
ン
チ
調
査
に
止
ま
っ
て

29



第M図第18次調査の調査区

い
た
上
原
地
区
の
調
査
に
主
力
が
注
が
れ
た。
調 

査の
結
果、
掘
立
柱
建
物
跡
四
楝
が
検
出
さ
れ
た。 

【平
成
六

(
一九九四

)
年
度
(

第
一
六
次
調
査

)
】
深 

迫
門
礎
石
一
帯
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
谷
部
を
遮 

断
す
る
版
築
土
塁
が
検
出
さ
れ
た。

【平
成
七

(
一九九五

)
年
度
(

第
一
七
次
調
沓

)
】
長 

者
原
地
区
と
上
原
地
区
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
長 

者
原
地
区
で
の
調
査で
は、
「長者
原
礎
石
群」
と 

呼
称
さ
れ
て
い
た
礎
石
建
物
跡
で
あ
る
五
〇
号
建

 ̂

物
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
礎
石
越
底
部
に
根
石 

を
敷
い
て
構
築
さ
れ
た
礎
石
建
物
で
あ
る
こ
と
が 

明
ら
か
に
なつ
た。

【平
成
八

(
一九九六

)
年
度
(

策
一
八
次
調
査

)
】
長 

者
原
地
区
の
建
物
跡
集
中
地
点
の
中
で
未
調
査
地 

区
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
発
掘
調
査
で
は、
掘立 

柱
建
物
跡
三
棟、
礎
石
建
物
跡
ー
楝、
須
恵器
を 

伴
っ
た
土
坑
が
検
出
さ
れ
た。
五
六
号
建
物
跡で 

整
地
層
を
確
認
し
た。
こ
の
時
の
調
査で、
初め
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第15図第19〜22次調査の調査区（上：長者原地区、下：貯水池跡）
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て
貯
水
池
跡
の
存
在
が 

確
認
さ
れ、
一号木簡 

が
出
土
し
た。

【平
成
九

(
一
九
九
じ

)
平 

度
(

笫
ー
九
次
調
赍

)
】 

長
者
原
地
区
と
そ
の
北 

西
側
の
谷
部
が
発
掘
調 

査
さ
れ
た。
長
者
原
地 

E
で
は
掘
立
柱
建
物
跡 

三
楝、
礎
石
建
物
跡
四 

棟
が
検
出
さ
れ
た。
ま 

た
建
物
の
た
め
の
整
地 

層
が
確
認
さ
れ
た
の
も 

こ
の
調
査
で
あ
っ
た。 

溝
で
区
画
さ
れ
た
建
物 

跡
群
(

管
理
棟
的
建
物 

群
)

の
存
在
も明
ら
か 

に
な
っ
た。
谷
部の
調
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査で
は、
重
機
と
人
力
で
ト
レ
ン
チ
内
の
遺
構

•
遺
物
の
有
無
を
確
認
し
な
が
ら
調
査
を
進
め
て
い
つ
た。
この 

確
認
調
査で
は、
水
成
粘
土の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り、
そ
の
粘
土層
端
部の
平
面
的
な
広
がり
を
把
握す
るこ 

と
がで
き、
古
代
山
城
で
は
初
め
て
の
池
跡
の
発
見
と
な
つ
た。
貯
木
場
跡
が
検
出
さ
れ、
建
築
材

•
横
槌
•

鍬 

の膝

％.
曲
鍬
•

平
鍬
な
ど
が
検
出
さ
れ
た。

【平
成
一
〇

(
ー九九八

)
¥
度
(

第
ニ
〇
次
調
选

)
】
主
に
池
跡
と
堀
切
門
跡
を
発
掘
調
査
し
た。
池跡西
側
谷部で 

の
確
認
調
査
も
併
せ
て
実
施
し
た。
池
跡
で
は
取
水
ロ
が
検
出
さ
れ、
石
敷
遺
構
を
検
出
し
た。
池跡西
側谷
部 

で
は、
礎
石
建
物
跡
ー
棟、
溝
跡
等
の
遺
構 

が
検
出
さ
れ
た。
堀
切
門
跡
で
は、
門
礎石 

の原
位 
1
置
の
確
定、
土
塁
の
形
状
把
握
を
行 

い、
ニ
段
構
造の
城
壁
を
検
出
し
た。

【平
成
一
一

(
一九九九

)
¥
度
(

m
ニ
ー
次
調

)̂
】

主
に
堀
切
門
礎
石
周
辺
と
貯
水
池
跡
で
発
掘 

調
沓
が
行
わ
れ
た。
堀
切
門
跡
で
は、
門礎 

石
の
原
位
置
の
確
定
と
城
壁
構
造
の
把
握
が 

行
わ
れ
る
と
と
も
に、
古
代
の
面
を
層
位
的 

に
確
認
し、
道
路
跡
を
検
出
し
た。
貯
水池 

跡
で
は、
南
西
端
部
を
確
認
し
た。
ま
た、

二
号
〜
四
号
木
簡
を
検
出
し
た。
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【平
成
一
二

(
ニ
〇
〇
〇

) 

年
度

(
第二二次調 

沓
)

】堀切門礎石周 

辺
と
貯
水
池
跡
が
発
掘 

調
査
さ
れ
た。
堀切門 

跡
で
は、
門
礎石の
原 

位
置
が
確
定
さ
れ、
門 

の
支
柱
と
考
え
ら
れ
る 

柱穴一基を検出し 

た。
ま
た、
登城道の 

ル
ー
ト
が
ほ
ぼ推
測
さ 

れ、
枬
形
状
に屈
曲す 

る現
在の
道
路そ
の
も 

の
が古
代
に
開
削
さ
れ 

た
も
の
だつ
た、
とい 

ぅ

こ

と

を
確
認
し
た。 

この
他、
凝灰岩の辟十 

面
に
工具
に
よ
る
加
工
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痕
跡
が
確
認
さ
れ
た。
貯
水
池
跡
で
は、
湧
水
点
を
方
形
に
囲
っ
た
「水
汲
み
場
跡」
が
検
出
さ
れ
た。

【平
成
一
三

(
ニ
〇
〇
一
)

年
度
(

第
二
三
次
調
査

)
】
南
側
土
塁
線、
長
者
山
地
区、
貯
水
池
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
た

_ 

南
側
土
塁
線
の
西
端
部
に
お

い
て、
版
築

•
削
り
出
し
に 

よ
る
ニ
段
構
造、
石
列、
柱 

穴
に
よ
る
土
塁
構
造
を
確
認 

し
た。
貯
水
池
跡
は、
第 

ニ
ニ
次
調
査
で
確
認
さ
れ
て 

い
た
堰
堤
跡
の
平
面
的
な
検 

出
を
行
い、
掘
立
柱
建
物
跡 

一棟、
礎
石
建
物
跡
一
棟
を 

検
出
し
た。
長
者
山
地
区
で 

は、
掘
立
柱
建
物
跡
三
棟、 

礎
石
建
物
跡
一
棟
を
検
出
し 

た。

【平
成
一
四

(
ニ
〇
〇
ニ

)
年
度 

(

第
二
四
次
調
杳

)
】
長
者
山 

地
区
と
貯
水
池
跡
が
発
掘
調

線塁土側西E(査周の査周次25第図9
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第20図第26 *27次調査の調査区

査
さ
れ
た。
長
者
山
西
地
区
で
検
出
さ
れ
た
七
二
号
建
物 

跡
上面
に
炭
化
米
の
堆
積
肩
を
確
認
し
た。

【平成
一
五

(
ニ〇〇三

)
年
度

(
策ニ五次調畓

)
】西側 

土
塁
線
と
貯
水
池
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
西
側
土塁線 

では、
北
端
部

(
佐
官
ど
ん

)
に
おいて、
裾
部
に
列
石

. 

前
面
•

背
面
に
柱
穴
を
確
認
し、
版
築
土
塁構
造
を
確
認 

し
た。

【平成
一
六

(
ニ〇〇四

)
年
度

(
策ニ六次調畓

)
】池ノ 

尾
門
跡
を
発
掘
調
査
し
た。
そ
の
中で
三
石
で
構
成
さ
れ 

る石
列
を
確
認
し
た。
ま
た、
基
底
部
が石
敷
きの
盛
土 

遗
構
を
検
出
し
た。

【平成
 

一
b 
(

ニ〇〇五

)
年
度

(
策ニ七次調沓

)
】池ノ 

尾
門
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
石
積
み
構
造
と
通
水
溝
が 

検
出
さ
れ、
水
門
構
造
が
明
ら
か
に
な
っ
た。
これは鞠 

智
城
跡
で
は
初
め
て
の
発
見
で
あ
っ
た。

【平成
一
八

(
ニ〇〇六

)
年
度

(

m
二八次調赍

)
】深迫 

門
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
こ
れ
まで
解明
さ
れて
い
な 

か
っ
た
深
迫
門
礎
石
の
原
位
置
の
確
定
を
目
指
し、
第
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一
六
次
調
査
区
の
全
面
露
出
及
び
精
査
を 

行
い、
開
口
部
を
挟
み

L
字
に配
置
さ
れ
た 

土
塁
構
造
を
確
認
し
た。

【平
成
一
九

(
ニ〇
〇

t
)

年
度

(
策ニ九次調 

沓
)

】
南
側
土
塁
線
東
端
平
坦
部、
貯水
池 

跡
池
尻
部、
深
迫
門
跡
東
側
平
坦
部

•
南外 

郭
線
平
坦
部
が
発
掘
調
査
さ
れ
た。
南側土 

塁
線
東
端
平
坦
部
で
は、
版
築
土
塁の
一 

部
を
検
出
し
た。
貯
水
池
跡
池
尻
部
で
は、 

構
造
の
解
明
に
は
至
ら
な
か
つ
た
も
の
の、 

次
年
度
以
降
の
調
査
へ
つ
な
ぐ
た
め
の
基 

礎
デ
ー
タ
を
採
取
で
き
た。
深
迫門
跡
東
側 

平
坦
部

•
南
外
郭
線
平
坦
部
で
は、
明確な 

遺
構
を
検
出
す
る

こ
と
は
で
き
な
かつ
た。

【平成ニ〇

(
ニ〇〇八

)
年
度

(

m
三
〇次調 

畓
)

】
貯
水
池
跡
池
尻
部
の
発
掘
調
査
が
行 

わ
れ
た。
第
二
九
次
調
査
に
引
き
続
い
た
発 

掘
調
査で、
池
尻
部の
構
造
解
明
を目
的
に
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調
査の
結
果、
池
尻
部
最
末
端
部で
の
水
処
理
につ
い
て
構

行
わ
れ
た。
調
査
の
結
果、
池尻
部最 

末
端
部
で
の
調
査
に
進
み、
そこでの 

水
処
理
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
見
通
し 

を
得
た。
そ
の
中
で
百
済
系
菩
薩
立
像 

が
検
出
さ
れ
た。
そ
れ
は
池
底
最
下
面 

に
堆
積
し
た
砂
層
か
ら
の
出
土
で、
鞠 

智
城
築
城
期
に
近
い
堆
積
層
か
ら
の
出 

土で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た。

【平成
ニ
ー

(
ニ〇〇九

)
年
度

(
第三一

次調沓

)
】貯水池跡池尻部の発掘

 
<
丨 

調
査
が
行
わ
れ
た。
第
二
九
次
調
査、

第
三
〇
次
調
査
に
引
き
続
い
た
発
掘
調 

査で、
池
尻
部
の
構
造
解
明
を
目
的
に
行
わ
れ
た。 

造
把
握
が
行
わ
れ
た。

三

鞠
智
城
研
究
略
史 

(一
)

鞠
智
城
に関
す
る
主
な
議
論

鞠
智
城
の
調
査研
究
は、
「一
鞠
智
城
調
査研
究の
黎明」
の
中
で
紹
介
し
た
よぅ
に、
江
戸
時
代
に
さ
かの
ぼ
る。
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た
だ
し、
そ
の
本
格
的
な
研
究
は、
坂
本
経
堯
の
研
究
が
嚆
矢
と
な
っ
て
い
る。
こ
こ
で
は、
坂
本
経
堯
に
始
ま
る
研 

究
の
概
略
を
紹
介
す
る。

坂
本
経
堯
は、
「一
鞠
智
城
調
査
研
究
の
黎
明

(
ニ
)

本
格
的
調
査
研
究
の
端
緒」
の
中
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に、 

中
島
秀
雄
や
熊
本
地
歴
研
究
会
の
現
地
踏
査
の
結
果、
久
保
山
善
映

•
松
尾
禎
作
(

佐
賀
県

)
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を 

踏
ま
え
て、
「鞠
智
城
址
に
擬
せ
ら
れ
る
米
原
遺
跡
に
就
い
て」
と
い
う
論
文
を
昭
和
一
二

(
一
九三
七

)
年
に
発
表 

し
た。
前
述
し
て
い
る
よ
う
に、
坂
本
は、
鞠
智
城
の
役
割
を
「有
明
海
侵
入
敵
の
確
認
と
伝
達」
「太
宰
府
非
常
に 

備
え
る
た
め
の
物
資

•
兵
器
の
蓄
え」
「九
州
南
部
の
熊
襲
族
に
対
す
る
重
鎮」
の
三
点
で
整
理
し
た。
今
日
の
議
論 

を
勘
案
す
れ
ば、
坂
本
の
先
見
性
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る。
ま
た、
そ
の
城
の
範
囲
に
つ
い
て
は、
次
の
内
容
で 

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に、
「広
域
説」
を
考
え
て
い
た。

「前
記
の
「頭
合」の
大
門
址
を
基
点
と
し
て
踏
査
す
る
と
東
線
は
「牛
落
し」の
谷
を
東
に
登
り
「鈹
の
御
所」
「蔵 

床」
の
南
側
百
米
標
高
線
に
添
ふ
て
東
行
し
「池
ノ
尾」
の
門
址
か
ら
南
の
丘
に
登
り
「堀
切」
北
側
の
高
地 

南
端
を
東
行
し
て
南
門
址
に
到
り
更
に
東
行
し
北
に
曲
っ
て
東
址
と
連
絡
し
北
行
し
て
馬
の
背
の
自
然
の
丘
を 

利
用
し
て
「一寸禝」方
面
に
伸
び
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る。
西
線
は
大
門
址
か
ら
「腰
掛
松」
「田
子
山」 

の
連
丘
の
嶺
線
に
添
ふ
て
北
行
し
「永
田」
附
近
で
「金
頭」
の
山
嶺
と
合
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る。」

そ
こ
で、
こ
の
坂
本
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
研
究
の
流
れ
を
概
略
し
た
い。

①
城
域
に
関
す
る
議
論

前
述
し
た
よ
う
に、
坂
本
は、
昭
和
一
二

(
一
九
三
七

)
年
に
「広
域
説」
を
提
起
し
た。
こ
の
「広
域
説」
は、 

昭
和
四
ニ

(
一
九
六
七

)
年
か
ら
昭
和
四
五
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
熊
本
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
鞠
智
城
跡
の
学
術
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調
査
で
の
検
証
目
的
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
た。
そ
の
た
め、
周
辺
で
の
土
墨
の
所
在
確
認
が
行
わ
れ
た。
特
に、
「広 

域
説」
の
観
点
で
は、
「輿
か
け
松」
「室
町」
「黒
蛭
谷
頭」
が
対
象
地
と
さ
れ
た。
そ
の
結
果、
「輿
か
け
松」
一帯 

の
尾
根
で
土
塁
状
の
遺
構
が
観
察
さ
れ
た。
た
だ
し、
こ
の
時
の
調
査
は
現
地
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
お
り、
あ
く
まで 

も
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず、
確
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た。

こ
の
坂
本
の
「広
域
説」
に
反
対
の
立
場
を
唱
え
た
の
は、
遺
跡
の
性
格
と
範
囲
確
定
の
た
め
の
第
六

•

七
次
調
査 

(
一
九
八
〇
年
度

)
を
担
当
し
た
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
島
津
義
昭
で
あ
っ
た。
島
律
は、
昭
和
五
八

(
一
九
八
三
) 

年
に
「鞠
智
城
に
つ
い
て
の
一
考
察」
を
発
表
し、
そ
の
調
査
か
ら
得
た
所
見
を
基
に、
「「広
域
説」
が
学
史
的
に
は 

有
力
で
あ
る
が、
現
実
に
知
ら
れ
て
い
る
遺
構
等
を
考
え
る
な
ら
ば
「狭
域
説」
と
も
言
ぅ
べ
き
立
場
も
成
立
す

る
」
 

と
し
た。
そ
し
て
結
論
で
は
「狭
域
説」
に
立
ち
な
が
ら
そ
の
範
囲
の
外
郭
構
造
を
検
討
し、
周
囲
三

•
五
キ

ロ

メ

ー

 

ト
ル
と
大
野
城、
基
肄
城
に
次
ぐ
規
模
の
古
代
山
城
で
あ
る
と
し
た。
さ
ら
に、
「腰
か
け
松」
一
帯
の
土
塁
状
の
遺 

構
に
つ
い
て
は、
「古
代
山
城
に
伴
ぅ
外
郭
施
設」
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た。
こ
れ
が
明
確
な
「狭
域
説」
の
提唱 

で
あ
っ
た。

こ
の
島
津
の
考
え
を
支
持
し
た
の
が、
第
一
〇
次
調
査
か
ら
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
大
田
幸
博
で
あ
っ
た。
熊
本
県 

教
育
委
員
会
が
ー
九
九
一

(
平
成
三

)
年
に
発
行
し
た
『熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
一
一
六
集
鞠
智
城
跡
第 

一〇
次
〜
第
一
二
次
調
査
報
告』
で
あ
っ
た。
こ
の
中
で、
大
田
は、
米
原
台
地
の
崖
線
と
そ
の
南
側
と
西
側
の
丘
陵 

部
の
尾
根
線

(

土
塁
線

)
を
結
ん
だ
範
囲
の、
真
の
城
域
と
し
て
の
「内
城」
と、
米
原
台
地
の
北
側
裾
部
か
ら
東
側 

裾
部、
南
東
部
裾
部、
西
側
裾
部
ま
で
を
取
り
込
ん
だ
範
囲
の
「外
城」
が
城
の
範
囲
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
た。 

両
者
の
考
え
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
に
し
て
も、
基
本
的
に
は、
「内
城」
が
メ
イ
ン
で、
そ
れ
に
「古
代
山
城
に
伴
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う
外
郭
施
設」
が
伴
う
と
い
う
考
え
方
で
は
共
通
し
て
い
る。

そ
の
後、
島
律
の
考
え
を
受
け
た
大
田
の
こ
の
考
え
方
が、
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
公
式
見
解
と
し
て
受
け
継
が
れ 

て
き
て
い
る。

な
お、
こ
の
「内
郭

(

内
城
)

」
と
「外
郭

(

外
城
ご
の
認
識
に
つ
い
て、
第
一
次
調
査
〜
第
四
次
調
査
の
調
査
団 

長
で
あ
っ
た
こ
益
重
隆
は、
昭
和
六
〇

(
一
九
八
五

)
年
に
執
筆
し
た
「鞠
智
城

(

菊
池
城
)

」
の
中
で、
大
野
城
跡 

や
基
肄
城
跡
と
異
な
る
点
で
あ
る
と
指
摘
し
た。

②
城
構
造
に
関
す
る
議
論

城
の
構
造
に
関
し
て
は、
発
掘
調
査
が
不
十
分
だ
っ
た
段
階
で
の
議
論
と、
あ
る
程
度
進
ん
で
き
た
段
階
で
の
議
論 

と
で
は
内
容
が
異
な
つ
て
い
る。

発
掘
調
査
が
不
十
分
だ
っ
た
段
階
で
は、
主
に
そ
の
解
明
の
た
め
の
発
掘
調
査
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た。
そ
の
結 

果、r

①
城
域
に
関
す
る
議
論」
で
触
れ
た
よ
う
な
議
論
も
展
開
さ
れ
た。
特
に、
そ
の
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
た 

の
が、
昭
和
四
ニ

(
一
九
六
七

)
年
か
ら
昭
和
四
五

(
一九
七〇

)
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た、
熊
本
県
教
育
委
員
会 

に
よ
る
学
術
調
査
で
あ
っ
た。
調
査
団
長
の
こ
益
は、
こ
の
調
査
の
第
四
次
調
査
の
概
報
の
中
で、
そ
れ
ま
で
の
調
査 

を
総
括
し
た

(
熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
七
〇

)。
そ
れ
に
よ
る
と、
第
一
次
調
査
で
は、
外
郭
線
を
一
応
把
握
し
た 

こ
と、
米
原
集
落
や
そ
の
周
辺
で
礎
石
群
が
確
認
で
き
る
こ
と、
「堀
切」
「深
迫」
「池
ノ
尾」
の
城
門
礎
石
の
調
査 

を
行
い、
城
の
全
体
配
置
解
明
の
手
が
か
り
を
得
た
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
た。
ま
た、
第
三
次
調
査
で
は、
「深
迫」 

の
城
門
へ
の
侵
入
道
路
の
方
向
を
把
握
し、
そ
の
周
辺
に
土
塁
の
存
在
を
確
認
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た。
第
四
次
調 

査
で
は、
「長
者
山
礎
石
群」

r

宮
野
礎
石
群」
「長
者
原
礎
石
群」
の
発
掘
調
査
を
行
い、
そ
の
内
容
が
あ
る
程
度
把
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握
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た。
具
体
的
に
は、
「長
者
山
礎
石
群」
は
五
〜
六
棟
分
の
建
物
跡
で
あ
っ
た
こ
と、
「宮 

野
礎
石
群」
は
九
間
三
間
の
長
倉
跡
で
あ
っ
た
こ
と、
「長
者
原
礎
石
群」
は
特
異
な
柱
間
間
隔
の
建
物
で
あ
っ
た
こ 

と
で
あ
つ
た。

こ
ぅ
し
た
内
容
を
参
考
に、島
律
は、鞠
智
城
跡
に
は
三
種
類
の
礎
石
建
物
跡
が
あ
り、そ
れ
ら
が
「兵
庫」
「不
動
倉」 

「城
院」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と、
大
野
城
な
ど
と
異
な
っ
て、
低
平
で、
包
谷
す
る
地
形
に
あ
り、
水
門
や 

石
垣
が
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
し
た。

そ
の
後、
鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
が
進
展
し、
今
日
ま
で
に
七
ニ
棟
の
建
物
跡

(
八
角
形
掘
立
柱、
側
柱

•
総
柱の 

掘
立
柱、
礎
石、
礎
石
と
掘
立
柱
の
併
用
な
ど

)、
三
力
所
の
門
跡

(

池
ノ
尾
門
は
石
組
み
構
造

)、
貯
水
池
跡、
土塁 

線
な
ど
が
確
認
さ
れ
た。

そ
の
過
程
で
の
議
論
と
し
て
は、
小
田
富
士
雄
の
見
解
が
あ
っ
た。
小
田
は、
平
成
五

(
一
九
九三

)
年
に
発
表
し 

た
「熊
本
県

•
鞠
智
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題」
の
中
で、
鞠
智
城
跡
の
構
造
に
関
連
し
て、
長
者
原
地
区
の
「コ」
字
形 

配
置
の
掘
立
柱
建
物
跡
群
周
辺
が
「管
理
中
枢
機
能」
を
持
ち、
長
者
山

•
長
者
原
地
区
が
「武
器

•
食
糧
を
収
納
す 

る
倉
庫
群」
で
あ
る
と
考
え
た。
ま
た、
西
住
欣
一
郎
は、
平
成
一
一

(
一
九
九
九

)
年
に
発
表
し
た
「発
掘
か
ら
み 

た
鞠
智
城」
の
中
で、
長
者
原
地
区
の
一
部
で
確
認
さ
れ
た
三
六、四
〇
号
建
物
跡
と
六、七
号
溝
と
の
切
り
合
い
関
係 

か
ら、
こ
れ
ら
が
四
時
期
に
区
分
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た。
そ
し
て、
そ
の
年
代
比
定
を
最
も
古
い
掘
立
柱
建 

物
跡
が
創
建
期、
最
も
新
し
い
礎
石
建
物
跡
が
九
世
紀
末
と
し
た。
さ
ら
に、
「コ」
字
形
配
置
の
掘
立
柱
建
物
跡
群 

が
官
衙
的
な
建
物
跡
群
で
あ
る
と
主
張
し
た。

平
成
一
八

(
ニ
〇
〇
六

)
年
に
は、
甲
元
眞
之
が
「鞠
智
城
に
つ
い
て
の
一
考
察」
を
発
表
し
た。
甲
元
は、
この
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中
で、
西
住
の
建
物
跡
変
遷
案
を
支
持
し
た。
そ
し
て、
そ
の
変
遷
を
「第
一
次
掘
立
柱
建
物
群
段
階
は
政
庁
風
遺
構 

配
置
を
と
る
も
の
で、
斉
明
期
に
朝
倉
宮
が
陥
落
し
た
場
合
の
行
宮
と
し
て
想
定」
さ
れ、
「七
世
紀
後
半
大
宰
府
が 

都
城
と
し
て
整
備
さ
れ
た

(

第
一
期

)
の
に
伴
い
鞠
智
城
が
山
城」
と
し
て
改
築
さ
れ、
八
世
紀
前
半
以
降
に
「南九 

州
の
動
乱
に
備
え
る
機
能」
と
な
り、
「九
世
紀
に
南
九
州
が
完
全
に
律
令
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
そ
の
歴
史 

的
役
割
を
終
え
た」
と
考
え
た。

こ
の
他、
築
造
論
と
も
い
う
べ
き
議
論
が、
成
周
鐸
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た。
成
は、
一
九
八
八
年
年
の
「鞠
智 

城
の
性
格
—
地
形
と
地
名
を
中
心
に
—」

(

『先
史

•
古
代
の
韓
国
と
日
本』

)
の
中
で、
鞠
智
城
跡
が
百
済
初
期
の 

夢
村
土
城
や
中
期
熊
律
城、
後
期
泗
泚
城
と
い
っ
た
都
城
型
の
城
跡
と
類
似
す
る
と
指
摘
し
た。
そ
し
て、
そ
の
築
造 

が
大
野
城
跡
や
基
肄
城
跡
等
よ
り
先
立
っ
て
築
城
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た。
朝
鮮
半
島
の
築
城
技
術
と
の
対
比 

は、
日
本
列
島
の
朝
鮮
式
山
城
全
体
で
必
要
な
も
の
で
あ
り、
今
後
深
め
ら
れ
る
べ
き
議
論
と
な
る
で
あ
ろ
う。

③
役
割
に
関
す
る
議
論

坂
本
は、
鞠
智
城
の
役
割
を
「有
明
海
侵
入
敵
の
確
認
と
伝
達」
「太
宰
府
非
常
に
備
え
る
た
め
の
物
資

•
兵
器の 

蓄
え」
「九
州
南
部
の
熊
襲
族
に
対
す
る
重
鎮」
と
と
ら
え
た。

「有
明
海
侵
入
敵
の
確
認
と
伝
達」
「太
宰
府
非
常
に
備
え
る
た
め
の
物
資

•
兵
器
の
觜
え」
に
間
連
し
た
認
識
の
研 

究
者
に
は、
鏡
山
猛
が
い
る。
鏡
山
は、
昭
和
四
三

(
一
九
六
八

)
年、
『大
宰
府
都
城
の
研
究』
の
中
で、
鞠
智
城 

の
役
割
を
「戦
略
的
な
意
味
よ
り
も、
軍
略
的
な
意
味
が
強
か
っ
た」
と
の
見
解
を
示
し
た。
鏡
山
の
具
体
的
な
例
示 

は
な
い
が、
恐
ら
く
は
坂
本
の
認
識
に
相
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
の
他、
こ
の
鏡
山
の
見
解
を
支
持
し
た
島
津
が
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
る。
島
律
は、前
述
の
論
文
の
中
で、
「建
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物
の
周
囲
の
数
力
所
か
ら
炭
化
米
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
は、
こ
の
城
が
食
料
備
蓄
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ 

と
を
良
く
示
し
て
い
る」
と
言
及
し
た。
こ
の
考
え
は、
坂
本
の
「太
宰
府
非
常
に
備
え
る
た
め
の
物
資

•
兵
器
の
蓄 

え」
に
関
連
す
る
も
の
で、
鏡
山
の
「軍
略
的
意
味」
の
具
体
的
な
例
示
で
あ
っ
た。

「有
明
海
侵
入
敵
の
確
認
と
伝
達」
「九
州
南
部
の
熊
襲
族
に
対
す
る
重
鎮」
に
関
連
し
た
認
識
の
研
究
者
に
は、
こ 

益
が
い
る。
乙
益
は、
前
述
の
論
文
の
中
で、
外
敵
対
策
を
築
造
の
主
な

g
的
と
し
つ
つ
も、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
有 

明
海
•

八
代
海
方
面
か
ら
侵
入
す
る
外
敵
対
策
が
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た。
ま
た、
南
九
州
の
隼
人
対
策
も 

考
慮
さ
れ
た、
と
の
指
摘
を
行
っ
た。
恐
ら
く
は
坂
本
の
認
識
に
相
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う。

西
谷
正
は、
坂
本
の
「有
明
海
侵
入
敵
の
確
認
と
伝
達」
を
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ、
積
極
的
な
認
識
を
持
っ
て 

い
る。
平
成
一
八

(
ニ
〇
〇
六

)
年
に
講
演
の
中
で、
鞠
智
城
が
単
な
る
兵
站
基
地
で
は
な
い
と
断
じ
た。
西
谷
は、 

有
明
海
を
進
入
し
た
唐

•
新
羅
連
合
軍
を
逸
早
く
と
ら
え、
そ
の
情
報
を
太
宰
府
に
送
る
と
と
も
に、
連
合
軍
を
背
後 

か
ら
討
つ
と
い
う
積
極
的
で、
戦
略
的
な
機
能
を
想
定
し
た。

「九
州
南
部
の
熊
襲
族
に
対
す
る
重
鎮」
に
関
連
し
た
認
識
の
研
究
者
に
は、
岡
田
茂
弘
が
い
る。
岡
田
は、
鞠智 

城
跡
史
跡
指
定
を
記
念
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

(
平
成
一
六
年

)
の
討
論
の
中
で
見
解
を
披
露
し、
そ
の
内
容
を
あ
ら
た 

め
て
平
成
ニ
ー

(
ニ
〇
〇
九

)
年
の
『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る』
で
詳
細
に
説
明 

し
た。
そ
れ
に
よ
る
と、
白
村
江
の
戦
い
の
直
後
の
防
衛
の
た
め
と
い
う
わ
け
で
は
な
く、
多
様
な
官
衙
施
設
を
設
置 

す
る
た
め
に
築
造
も
し
く
は
改
修
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ、
南
九
州
で
の
不
測
の
事
態
に
備
え
た
も
の
だ
と
考
え
た。

こ
の
よ
う
に、
坂
本
の
仮
説
は、
そ
の
後
の
研
究
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
よ
う
に、
極
め
て
先
見
的
な
も
の
で
あ
っ 

た。
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一方、
こ
れ
ら
の
所
論
と
は
異
な
る
観
点
で
の
役
割
論
を
展
開
し
た
の
が、
小
田
富
士
雄
で
あ
つ
た。
小
田
は、
前 

述
の
論
文
の
中
で、
鞠
智
城
の
機
能
を
地
理
的

•
地
形
的
特
徴
か
ら、
守
る
面
と
攻
め
る
面
と
の
両
方
の
機
能
を
併
用 

し
た
「押
し
出
し
の
城」
で
あ
つ
た
と
想
定
し
た。
こ
の
観
点
は、
九
州
に
お
け
る
古
代
山
城
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
で 

あ
り、
単
体
と
し
て
の
「鞠
智
城」
論
で
は
な
く、
朝
鮮
式
山
城、
神
籠
石
系
山
城
全
体
の
中
に
鞠
智
城
を
位
置
付
け 

る
べ
き
と
の
考
え
方
で
あ
る。
併
せ
て、
後
の
「軍
団」
機
能
が
付
与
さ
れ
た
施
設
へ
の
変
化
を
も
想
定
し
た。

こ
ぅ
し
た
坂
本
と
異
な
る
認
識
は、
西
住
の
考
え
に
も
見
い
だ
せ
る。
西
住
は、
前
述
の
論
文
の
中
で、
鞠
智
城
が 

大
宰
府
陥
落
後
の
控
え
の
拠
点
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
た
の
で
あ
つ
た。
た
だ
し、
八
世
紀
以
降
は 

南
九
州
の
統
括
を
行
ぅ
城
と
し
て
の
機
能
に
変
化
し
た
と
の
認
識
は、坂
本
の
「九
州
南
部
の
熊
襲
族
に
対
す
る
重
鎮」 

に
通
じ
る
も
の
で
あ
る。

な
お、
西
住
の
認
識
は、
平
成
一
八

(
ニ
〇
〇
六

)
年
に
「鞠
智
城
に
つ
い
て
の
一
考
察」
を
発
表
し
た
甲
元
眞
之 

に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る。
甲
元
は、
兵
站
基
地
の
役
割
に
異
を
唱
え
た。
そ
れ
よ
り
も、
六
〇
〜
六
三
号
掘
立 

柱
建
物
が
政
庁
的
な
遺
構
配
置
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え、
「斉
明
期
に
朝
倉
宮
が
陥
落
し
た
場
合
の
行
宮
と
し
て
構
想 

さ
れ
た」
と
考
え
た。
そ
し
て
七
世
紀
後
半
に
は
山
城
に
改
築
さ
れ、
八
世
紀
前
半
以
降
の
南
九
州
の
動
乱
に
備
え
る 

機
能
に
変
化
し
た
も
の
と
指
摘
し
た。

(
ニ
)

主
な
研
究
者
の
見
解

①
坂
本
経
堯
の
見
解
ニ
九
三
七
「鞠
智
城
址
に
擬
せ
ら
れ
る
米
原
遺
跡
に
就
い
て」
『地
歴
研
究』
第

I

〇
編
第 

五
号
)

立地
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米
原
遺
跡

(

鞠
智
城
推
定
地

)
は、
周
囲
が
急
峻
な
侵
食
谷
に
よ
り
天
然
の
要
害
を
な
し
て
い
る。
国
府
を
含
め
肥 

後
北
部
の
主
要
地
域
を
遠
望
で
き、
防
烽
の
古
制
な
ど
と
の
関
連
か
ら
も
重
要
な
位
置
に
あ
り、
太
宰
府
へ
の
交
通
路 

に
面
し
て
い
る。
こ
の
よ
ぅ
な
古
代
山
城
と
し
て
の
立
地
条
件
を
備
え
て
お
り、
大
野
城、
基
肄
城
と
比
較
し
て
同
様 

の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る。

城
門
礎
石

米
原
台
地
を
囲
む
標
高
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
ラ
イ
ン
に
着
目
し、
南
方
に
あ
た
か
も
玄
関
の
ご
と
く
突
出
し
て
い
る 

と
い
っ
た
地
形
的
特
徴
と、
高
地

(

米
原
台
地

)
が
東、
南、
西
の
谷
に
陥
落
す
る
場
所
三
ヶ
所
か
ら
四
個
の
門
礎
石 

が
発
見
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
ぞ
れ
の
門
礎
石
の
形
状
は、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る。

•
南
門
(

堀
切
門
)

花
崗
岩
の
平
石
で、
一
方
に
偏
っ
て
五
寸、
深
さ
五
寸
の
穿
孔
が
あ
る。
こ
れ
と
対
応
す
る
も
の
は
堀
切
部
落
の 

木
野
神
社
で
手
水
鉢
と
し
て
現
存
し
て
い
る。

•
東
門
(

深
迫
門
)

堂
床
か
ら
東
の
谷
に
下
が
る
段
々
畑
に
転
落
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
て
い
る。
当
該
箇
所
の
地
形
は、
堂
床
の
高 

地
に
向
か
っ
て
弧
状
に
湾
入
し
た
凹
地
を
呈
し、
崖
部
に
は
明
ら
か
に
土
工
を
加
え
た
痕
跡
を
残
し
て
い
る。
発見 

さ
れ
た
花
崗
岩
の
平
石
は、
径
六
寸
深
さ
五
寸
の
孔
が
ぅ
が
た
れ
て
い
る。

•
西
門
(

池
ノ
尾
門
)

卵
形
を
し
た
花
崗
岩
の
平
石
が
あ
り、
径
六
寸
深
さ
五
寸
の
孔
が
み
ら
れ
る。

「建
物
礎
石
群」
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米
原
台
地
の
南
側
に
位
置
す
る
標
高
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
「蔵
床」
と
呼
称
さ
れ
る
高
地
に、
「長
者
ド
ン
の
金
蔵
址」 

と
言
い
伝
え
ら
れ
る
花
崗
岩
の
礎
石
七
個
が
二
列
東
西
に
並
ん
で
い
る。
礎
石
の
中
心
間
隔
が
七
尺
を
測
り
基
肄
城
の 

不
動
倉
の
礎
石
配
列
と
一
致
す
る。
ま
た、
蔵
床
の
東
北
平
坦
地
に
は
多
く
の
礎
石
が
存
在
し、
そ
の
周
辺
に
炭
化
米 

の
埋
没
層
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら、
不
動
倉
址
と
推
定
さ
れ
る。
そ
の
外、
西
側
の
防
禦
線
で
あ
る
連
丘
上
の
田
子 

山
(

長
者
山

)
に
は、
以
前
「蔵
床
に
あ
る
も
の
と
同
様
な
礎
石
が
配
列
さ
れ
て
い
た」
と
さ
れ
る
が、
現
存
し
な
い。 

水門
址菊

鹿
盆
地
か
ら
鞠
智
城
跡
に
人
る
渓
谷
の
頭
合
の
削
平
さ
れ
た
丘
陵
上
に
礎
石
群
が
あ
り、
台
地
の
区
画
が
狭
ま
る 

谷
間
に
は
花
崗
岩
の
集
合
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら、
水
門
の
可
能
性
が
指
摘
で
き
る。

土
塁
線頭

合
の
大
門
址
推
定
地
か
ら
山
稜
の
頂
部
を
平
坦
に
均
し
て
外
側
を
急
峻
に
切
り
取
っ
て
塁
壁
と
し、
頂
上
近
く
の 

低
い
部
分
に
の
み
築
堤
を
構
え
て
い
る。
土
塁
の
幅
は
約
ニ
間
を
測
る。

以
上
の
よ
ぅ
な
米
原
遺
跡
の
遺
構
の
状
況
は、
大
野
城
や
基
肄
城
と
同
様
の
古
代
の
「山
城
址」

で
あ
る
こ
と
を

物 

語
っ
て
お
り、

文
献
に
言
ぅ
鞠
智
城
に
比
定

す
る
こ
と
が

可
能
で

あ
る。

鞠
智
城
の
築
城
性
格

鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た
目
的
に
つ
い
て
は、

•
有
明
海
よ
り
進
入
す
る
外
的
に
備
え
る
こ
と。

•
肥
後
の
物
資

•
兵
器
を
蓄
え
て
大
宰
府
の
非
常
に
備
え
る
こ
と。

•
九
州
南
部
に
蟠
居
し、
叛
服
常
な
き
熊
襲
に
対
し
て
重
鎮
と
し
た
こ
と。
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の
三
点
を
挙
げ、
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
大
野
城
や
基
肄
城
な
ど
と
同
様
の
「古
代
山
城
址」
で 

あ
り、
太
宰
府
へ
の
備
え
と
し
て
の
性
格、
太
宰
府
の
南
側
の
守
り
と
し
て
の
役
割
を
想
定
し
た。
創
建
の
年
代
に
つ 

い
て
は、
大
野
城、
基
肄
城
と
同
時
期
を
想
定
し、
築
造
の
三
三
年
後

(

文
武
ニ
年

)
に
実
施
さ
れ
た
繕
治
は
外
敵
に 

対
す
る
備
え
と
と
も
に、
内
治
上
穏
や
か
な
ら
な
い
九
州
南
部
の
動
向
に
も
留
意
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
想
定
し 

て
い
る。
こ
れ
は、
薩
摩
の
隼
人
が
叛
乱
を
起
こ
し

(

文
武
九
年
)、

天
平
頃
ま
で
は
薩
摩
に
は
班
田
収
受
が
行
わ
れ 

な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で、
唐

•
新
羅
と
の
関
係
が
修
復
し
た
後
に
は
却
っ
て
九
州
南
部
地
域
に
備
え
て 

の
役
割
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る。

②
島
津
義
昭
の
見
解
二
九
八
三
「鞠
智
城
に
つ
い
て
の

I

考
察」
『大
宰
府
古
文
化
論
叢』

)

熊
本
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
鞠
智
城
跡
の
本
格
的
な
調
査
が
昭
和
四
ニ

(
一
九
六
七

)
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
は 

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る。
こ
の
発
掘
調
査
は、
昭
和
四
四

(
一
九
六
九

)
年
度
ま
で
行
わ
れ、
計
四
次
に
わ
た
っ
て 

実
施
さ
れ
た。
ま
た、
昭
和
五
四

(
一
九
七
九

)
年
度
に
は、
町
道

(

立
徳
•

稗
方
線

)
改
良
工
事
に
伴
い、
町
教
育 

委
員
会
に
よ
っ
て
緊
急
発
掘
が
実
施
さ
れ

(

第
五
次
調
査

)、
昭
和
五
五

(
一
九
八
〇

)
年
度
に
は、
遺
跡
の
性
格
と 

範
囲
確
定
の
た
め
の
調
査

(

第
六
•

七
次
調
査

)
が
行
わ
れ
た。
島
律
は、
第
一
次
調
査
〜
第
七
次
調
査
の
成
果
を
総 

括
す
る
形
で、
『熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
五
九
集
鞠
智
城
跡』

(
一
九
八
三

)
を
取
り
ま
と
め
た。
併
せ
て、
そ 

の
調
査
成
果
を
踏
ま
え
た
見
解
を
「鞠
智
城
に
つ
い
て
の
一
考
察」
と
し
て
『太
宰
府
古
文
化
論
叢』
に
執
筆
し
た。

島
津
は、
遺
構

•
遺
物
を
概
観
し
た
後、
鞠
智
城
跡
の
範
囲
と
構
造
に
つ
い
て
見
解
を
明
ら
か
に
し
た。
鞠
智
城の 

範
囲
に
つ
い
て
は、
研
究
史
的
に
「広
域
説」

と

「狭
域
説」
の
ニ
説
が
あ
る

こ
と
を
明
示
し、
「「広
域
説」
が
学
史 

的
に
は
有
力
で
あ
る
が、
現
実
に
知
ら
れ
て
い
る
遺
構
等
を
考
え
る
な
ら
ば
「狭
域
説」
と
も
言
ぅ
べ
き
立
場
も
成
立
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す
る」
と
し
た。
そ
し
て
結
論
と
し
て
は、
「狭
域
説」
に
立
ち
な
が
ら
そ
の
範
囲
の
外
郭
構
造
を
検
討
し、
周
囲
三

. 

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
大
野
城、基
肄
城
に
次
ぐ
規
模
の
古
代
山
城
で
あ
る
と
考
え
た。
ま
た、
「広
域
説」
に
つ
い
て
は、 

古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
初
田
川
西
の
山
稜
部
の
「土
塁
状
の
高
み」
を
「人
工
的
な
も
の
か
ど
ぅ
か
判
明
が
つ
か 

な
い。
仮
に
人
工
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も、
こ
の
部
分
を
も
鞠
智
城
の
城
域
と
す
る
こ
と
は」
で
き
ず、
む
し
ろ
「古 

代
山
城
に
伴
ぅ
外
郭
施
設」
で
は
な
い
か」
と
考
え
た。
そ
し
て
そ
の
立
場
か
ら
構
造
を
論
じ、
「建
物
の
周
囲
の
数 

力
所
か
ら
炭
化
米
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
は、
こ
の
城
が
食
料
備
蓄
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
良
く
示
し 

て
い
る」
と
役
割
論
に
言
及
し
た。

遺
構
の
概
観
に
つ
い
て
は、
次
の
と
お
り
で
あ
る

(

「切
落
し」
と
「井
戸」
の
記
述
は
省
略

)。

門
礎石堀

切
門
礎
石

(

南
門
)

木
野
神
社
の
手
水
鉢
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
同
一
個
体
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た。
復
元
長
径
は
三

H

ハ四メ 

—
ト
ル
を
測
り、
穿
孔
の
間
隔
は
ニ

.

五
一
メ
ー
ト
ル
で
観
音
開
き
の
門
扉
の
大
き
さ
が
確
定
し
た。
ま
た、
この
礎 

石
の
表
面
に
付
着
し
た
削
痕
の
在
り
方
か
ら、
内
開
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た。

深
迫
の
門
礎
石

(

東
門
)

礎
石
の
直
上
部
分
で
の
発
掘
調
査
に
よ
り、
幅
約
ニ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
道
路
状
遺
構
が
確
認
さ
れ
た。
付
近
か
ら
は 

布
目
瓦
が
検
出
さ
れ、
瓦
葺
の
門
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る。

池
ノ
尾
門
礎
石

(
西
門
)

門
礎
石
は、
原
位
置
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た。
こ
の
礎
石
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
川
底
を
遡
っ
た
地
点
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に
石
の
塊
が
検
出
さ
れ
た
が、
石
垣
と
認
定
す
る
に
は
至
つ
て
い
な
い。

t
 

0J 

TT
 P

位
置
は
未
確
定
で
あ
る。

「建
物
礎
石
群」

米
原
台
地
の
北
端
部
の
佐
官
ど
ん、
中
央
部
に
位
置
す
る
長
者
原、
長
者
山
東
麓
の
宮
野
そ
れ
に
米
原
西
側
の
長
者 

山
で
「建
物
礎
石」
が
検
出
さ
れ
た。
こ
れ
ら
の
う
ち
宮
野
礎
石
が
九
間

X

三
間
の
瓦
葺
建
物
以
外
は、
四
間

X

三間 

の
倉
庫
で
あ
り
大
野
城
の
そ
れ
と
規
模
が
一
致
し、
付
近
か
ら、
大
量
の
炭
化
米
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
礎
石
群
の
大 

部
分
は
不
動
倉

(

米
倉
)

と
想
定
さ
れ
る。

土
塁土

塁
線
は、
池
ノ
尾
門
礎
の
南
側
斜
面
と
同
門
礎
北
側
斜
面
か
ら
佐
官
ど
ん、
そ
の
後
一
旦
途
切
れ
て
東
折
し
て
米 

原
か
ら
北
に
抜
け
る
谷
部
ま
で
確
認
さ
れ、
そ
の
外
は
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
の
急
崖
が
連
続
し
て
台
地
の
縁
辺
部
を
廻 

る。
こ
の
よ
う
に
鞠
智
城
跡
で
は、
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
の
急
崖
を
巧
み
に
利
用
し、
そ
の
欠
を
補
う
よ
う
に
最
小
範
囲 

に
土
塁
線
が
築
か
れ
て
い
る。
こ
の
崖
線
と
土
塁
線
に
囲
ま
れ
た
範
囲
を
内
郭
線
と
指
摘
し
て
お
り、そ
の
長
さ
は
三

. 

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ。
内
郭
を
取
り
囲
む
西
方
の
土
塁
に
は、
次
の

a
〜

C
の
築
造
法
が

あ
る
と
し
た。

a
類
自
然
の
尾
根
を
利
用
す
る
も
の
で、
外
側
を
切
り
落
と
し
て
急
崖
を
作
り、
内
側
に
平
坦
面
を
形
造
る
も
の。 

b
類
本
来
の
意
味
の
土
塁
に
相
当
す
る
も
の
で、
断
面
に
縞
状
の
互
層
が
み
ら
れ
る
盛
土
に
よ
る
土
塁。

C
類 
_
然
の
尾
根
の
一
部
に、
土
塁
と
し
て
の
機
能
を
堅
固
な
ら
し
め
る
た
め
の
加
工
を
施
し
た
も
の。

そ
し
て、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
塁
の
利
用
状
況
を、
米
原
台
地
の
西
側
の
尾
根
部
に

a 
.
b

類、
深
迫
門
跡
か
ら
堀
切
門
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跡
へ
の
尾
根
部
に

C
類、
と
想
定
し
た。

③
 乙

益
重
隆
の
見
解
ニ
九
八
五
「鞠
智
城

(

菊
池
城
ご
『北
九
州
瀬
戸
内
の
古
代
山
城
址』

)

鞠
智
城
の
築
城
時
期
は
明
確
で
な
い
が、
大
野
城
跡
や
基
肄
城
跡
と
同
時
か、
さ
ほ
ど
隔
た
ら
ぬ
こ
ろ
の
築
城
と
考 

え、
築
城
方
法
や
施
設
に
つ
い
て
は、
馬
蹄
形
の
自
然
地
形
を
利
用
す
る
な
ど
大
野
城
跡
や
基
肄
城
跡
と
共
通
す
る
点 

も
あ
る
が、
内
郭
と
外
郭
の
二
重
の
配
置
説
が
あ
る
な
ど
異
な
る
点
も
少
な
く
な
い。
ま
た、
大
宰
府
か
ら
お
よ
そ 

六
〇
キロ
 

メ
ー
ト
ル
南
に
位

®
し、
菊
池
川
河
口
か
ら
お
よ
そ
ニ
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
遡
っ
た
内
陸
部
に
あ
り、
な
ぜこ 

の
よ
ぅ
な
壮
大
な
施
設
を
必
要
と
し
た
の
か。
現
地
は、
古
代
交
通
上
か
ら
見
て
そ
れ
ほ
ど
の
要
衝
と
も
思
え
な
い。 

築
造
の
主
目
的
が
外
敵
対
策
に
あ
っ
た
こ
と
は、
国
史
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る。
有
明
海

•
八
代
海
方
面
か
ら
侵
入
す 

る
外
敵
対
策
が
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る。
七
〇
ニ

(

大
宝
ニ

)
年
以
来、
叛
乱
を
繰
り
返
し
た
南
九
州
の
隼
人
対 

策
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か。

④
 李

進
熙
の
見
解
ニ
九
八
五
「朝
鮮
と
日
本
の
古
代
山
城」
『北
九
州
瀬
戸
内
の
古
代
山
城
址』

)

大
宰
府
防
衛
あ
る
い
は
国
家
防
衛
策
と
し
て
築
城
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば、
な
ぜ
大
宰
府
か
ら
お
よ
そ
六
〇
キ
ロ
メ
ー 

ト
ル
南
に
位
置
し、
菊
池
川
河
口
か
ら
も
お
よ
そ
ニ
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
遡
っ
た
内
陸
部
に
築
か
れ
た
の
か
疑
問
で
あ 

る。
大
野
城
跡、
基
肄
城
跡
に
匹
敵
す
る
大
規
模
な
造
り
で
あ
り、
典
型
的
な
逃
げ
込
み
の
城
で
あ
る。
『日
本
書
紀』 

な
ど
に
城
名
が
記
載
さ
れ
た
朝
鮮
式
山
城
は、
白
村
江
の
戦
い
の
後、
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
対
外
防
衛
策
と
し
て
短 

期
間
で
築
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が、
八
世
紀
中
葉
に
一
二
年
間
か
け
て
築
造
さ
れ
た
怡
土
城
跡
に
比
べ
て
も
大
掛
か
り 

で
あ
る
こ
と
か
ら、
天
智
年
間
に
築
城
さ
れ
た
朝
鮮
式
山
城
は
六
〜
七
世
紀
初
め
に
百
済
系
氏
族
に
よ
り
造
ら
れ
て
い 

た
山
城
を、
七
世
紀
中
葉
に
百
済
渡
来
の
将
軍
ら
が
補
強
し
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ。
ま
た、
神
籠
石
系
山
城
は、
秦、
伽
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耶
系
氏
族
の
山
城
で
あ
る
た
め、
百
済
系
氏
族
が
か
か
わ
っ
た
『日
本
書
紀』
な
ど
正
史
の
記
録
か
ら
漏
れ
た
の
で
は 

な
い
か。

⑤
 成

周
鐸
の
見
解

(I

九
八
八
「鞠
智
城
の
性
格—
地
形
と
地
名
を
中
心
に—
」
『先
史

•
古
代
の
韓
国
と
日
本』

) 

鞠
智
城
跡
の
第
一
次
調
査
〜
第
七
次
調
査
に
係
る
熊
本
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
報
告

(
一
九八
三

)
を
受
け
て、
百

済
地
域
の
山
城
址
の
地
理
的
条
件
や
地
名
等
か
ら
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る。

鞠
智
城
跡
は、
大
野
城
跡
や
基
肄
城
跡

(

山
上
包
谷
式
山
城

)
と
異
な
り、
標
高
一
六
九
〜
一
二
五
メ
ー
ト
ル
の
丘 

陵
上
に
立
地

(
平
地
丘
陵
式
山
城

)
し
て
い
る。
そ
の
防
衛
ラ
イ
ン
は、
自
然
の
急
崖
を
利
用
し
て
長
さ
三

•
五キロ 

メ
ー
ト
ル
に
及
び、
城
域
内
は
北
高
南
低
の
地
形
を
な
し
て
南
向
き
の
城
で
あ
る。
後
ろ
に
は
初
田
川、
木
野
川
が
流 

れ
て
自
然
の
防
衛
機
能
を
持
ち、
前
方
に
は
迫
間
川
が
流
れ、
肥
沃
な
菊
鹿
盆
地
が
広
が
る。
さ
ら
に
西
方
に
は
有
明 

海
が
あ
る。
こ
の
よ
ぅ
な
立
地
条
件
か
ら
百
済
初
期
の
夢
村
土
城
や
中
期
熊
津
城、
後
期
泗
泚
城
と
い
っ
た
都
城
型
の 

城
跡
と
類
似
す
る
と
指
摘
し
て
い
る。
ま
た、
鞠
智
城
は、
逃
城
の
目
的
で
築
城
さ
れ
た
山
上
包
谷
式
の
大
野
城
跡
や 

基
肄
城
跡
な
ど
と
異
な
る
性
格
が
想
定
さ
れ、
百
済
に
お
い
て
平
地
丘
陵
式
山
城
か
ら
山
上
包
谷
式
山
城
へ
と
発
展
し 

て
い
く
こ
と
か
ら、
大
野
城
跡
や
基
肄
城
跡
等
よ
り
先
立
っ
て
築
城
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る。

⑥
 小

田
富
士
雄
の
見
解

(一

九
九
三
「熊
本
県

•
鞠
智
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題」
『考
古
論
集—
潮
見
浩
先
生
退
官
記 

念
論
文
集
—
』)

鞠
智
城
跡
の
調
査
に
基
づ
き
四
地
区
に
区
分
し、
建
物
遺
構
が
集
中
す
る
米
原
地
区
と
長
者
山

•
長
者
原
地
区
の
ニ 

地
区
が
鞠
智
城
の
主
要
な
建
物
群
で
あ
る
と
指
摘
す
る。
ま
た、
遗
構
の
分
析
か
ら
米
原
地
区
が
城
監
な
ど
の
居
住
す 

る
「管
理
中
枢
機
能」
を
持
っ
た
地
区
で
あ
り、
長
者
山

•
長
者
原
地
区
が
「武
器

•
食
糧
を
収
納
す
る
倉
庫
群」
で
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あ
る
と
考
え、
大
野
城
に
お
け
る
主
城
ヶ
原
と
倉
庫
群
に
対
比
し
た。
ま
た、
大
野
城
や
甚
肄
城
は
防
禦
に
ウ
ェ
イ
ト 

を
置
い
た
「逃
げ
込
み
城」
で
あ
る
の
と
異
な
り、
低
い
丘
陵
に
築
か
れ
た
鞠
智
城
は
地
理
的

•
地
形
的
特
徴
か
ら
類 

推
し
て、
守
る
面
と
攻
め
る
面
と
両
方
考
え
ら
れ
る
「押
し
出
し
の
城」
と
指
摘
す
る。

⑦
大
田
幸
博
の
見
解
ニ
九
九
五
「肥
後

•
鞠
智
城」
『古
代
文
化』
第
四
七
卷
第

I I

号
)

礎
石
群
の
周
辺
の
確
認
調
査
の
実
施
に
よ
り
礎
石
建
物
跡
だ
け
で
な
く、
掘
立
柱
建
物
跡
も
数
多
く
存
在
す
る
こ
と 

が
確
認
さ
れ
た

(

第
一
〇
次
調
査

)。
ま
た、
礎
石
建
物
跡
の
周
囲
に
掘
立
柱
の
庇
が
廻
る
建
物
跡

(
一
一
号
建
物
跡

) 

や
八
角
形
建
物
跡

(
三
〇
•

三
一
号、
三
ニ

•
三
三
号
建
物
跡

)
が
検
出
さ
れ、
倉
庫
や
兵
舎、
兵
庫
以
外
の
性
格
が 

想
定
さ
れ
る
建
物
跡
の
存
在
が
判
明
し
た。

三、六、七、
一一、
一
二
号
建
物
跡
の
掘
形
埋
土
及
び
礎
石
の
地
業
穴
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
は、
七
世
紀
初
頭
〜
後 

半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
鞠
智
城
創
建
期
と、
九
世
紀
後
半
の
三
六
号
礎
石
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る。
建 

物
跡
間
の
切
り
合
い
関
係
か
ら、
四
号
礎
石
建
物
跡
丄
三
号
掘
立
柱
建
物
跡
や、
一
八
号
掘
立
柱
建
物
跡—
一七号掘 

立
柱
建
物
跡、
三
五
号
掘
立
柱
建
物
跡
丨
ニ
ニ
号
礎
石
建
物
跡
丨
ニ
ー
号
礎
石
建
物
跡、
四
〇
号
掘
立
柱
建
物
跡

4 

三
八
*

ニ
九
号
掘
立
柱
建
物
跡
丄
三
六
号
礎
石
建
物
跡
の
先
後
関
係
が
把
握
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
深
迫
門
礎
石
周
辺 

の
調
査
に
よ
り、
谷
底
を
利
用
し
た
登
城
道
が
検
出
さ
れ、
谷
部
を
狭
め
る
よ
ぅ
に
版
築
土
塁
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と 

が
判
明
し
た。

こ
れ
ら
の
調
査
成
果
か
ら、
内
城
を
米、
武
器
類
を
備
蓄
す
る
長
者
原
地
区
と
政
庁
的
機
能
を
持
っ
た
米
原
集
落
地 

区、
遺
構
の
存
在
が
空
白
な
上
原
地
区
と
に
区
分
さ
れ
る
と
指
摘
す
る。
ま
た、
八
角
形
建
物
跡
は
わ
が
国
の
古
代
山 

城
で
初
の
発
見
で
あ
り、
韓
国
ニ
聖
山
城
や
公
州
山
城
な
ど
に
類
例
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら、
両
国
の
文
化
交
流
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を
考
え
る
ぅ
え
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る。

® 
西
住
欣
一
郎
の
見
解

(I

九
九
九
「発
掘
か
ら
み
た
鞠
智
城」
『先
史
学

•
考
古
学
論
究

⑴
』
立
田
考
古
会

)

第
一
九
次
調
査
ま
で
に
六
七
棟
に
及
ぶ
礎
石
建
物
跡
と
掘
立
柱
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
建
物
跡
群 

に
は、
規
模
や
形
態、
建
物
跡
の
向
き
な
ど
の
違
い
や、
遺
構
と
の
切
り
合
い

•
重
複
関
係
が
認
め
ら
れ
る。
特
に、 

三
六、四
〇
号
建
物
跡
と
六、七
号
溝
と
の
切
り
合
い
関
係
か
ら、
四
時
期
に
区
分
で
き
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る。 

こ
の
中
で、
最
も
古
い
四
〇
号
掘
立
柱
建
物
跡
は
創
建
期
か
そ
れ
に
近
い
時
期
が
想
定
さ
れ、
最
も
新
し
い
三
六
号
礎 

石
建
物
跡
の
築
造
時
期
は、
九
世
紀
末
と
推
定
さ
れ
て
い
る

(

大
田
一
九
九
三

)。
こ
の
外、
溝
で
区
画
さ
れ
た
内
側 

に
三
間X

七
間
の
掘
立
柱
建
物
跡
四
棟
が
ニ
楝
ず
つ
並
列
あ
る
い
は
直
行
し、
掘
形
が
大
き
く、
柱
痕
跡
が
四
〇
セン 

チ
メ
ー
ト
ル
前
後
を
測
る
大
型
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
確
認
さ
れ、
層
位
的
に
も
古
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

(

第I

九 

次
調
査
)。

ま
た、
刀
子
や
貯
水
池
跡
か
ら
出
土
し
た
円
面
硯、
木
簡
な
ど
か
ら、
官
衙
的
機
能
を
有
し
て
い
た
可
能 

性
が
考
え
ら
れ
る。
こ
れ
ら
の
調
査
成
果
か
ら、
大
野
城、
基
肄
城
と
同
時
期
に
築
造
さ
れ
た
鞠
智
城
は、
内
部
に
官 

衙
的
建
物
群
が
存
在
し、木
簡
や
軒
丸
瓦
の
分
析
検
討
か
ら
大
宰
府
と
の
密
接
な
関
係
が
類
推
さ
れ、創
建
期
に
は
「大 

宰
府
が
陥
落
し
た
と
き
の
控
え
の
拠
点
と
し
て
準
備
さ
れ
た
第
二
大
宰
府
的
性
格」
を
持
つ
も
の
と
想
定
し、
そ
の
後 

改
築
期
(

六
九
八
年

)
以
後、
「対
外
的
危
機
が
薄
ら
ぎ、
国
内
支
配
を
充
実
さ
せ
る
機
運
が
高
ま
る」
中
に
あ
っ
て、 

官
衙
的
機
能
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら、
交
通
の
要
所
に
あ
る
肥
後
か
ら
南
九
州
を
統
括
す
る
役
割
を
担
っ
た
と
指
摘 

す
る。⑨

甲
元
眞
之
の
見
解

(
ニ
〇
〇
六
「鞠
智
城
に
つ
い
て
の

I
考
察」
『肥
後
考
古』
第
一
四
号

)

神
籠
石
系
山
城
や
朝
鮮
式
山
城
の
分
布
が、
巨
視
的
に
み
て
太
宰
府
と
畿
内
を
結
ぶ
線
上
あ
り、
当
時
の
国
家
防
衛
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網
の
考
え
方
を
明
確
に
示
し
て
い
る。
し
か
し、
「鞠
智
城
の
地
政
的
位
置
は
大
き
く
南
に
偏
在
し
て
お
り、
歴
史
的 

性
格
を
考
察
す
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
る」
と
指
摘
す
る。
兵
站
基
地
と
す
る
考
え
も
提
起
さ
れ 

て
い
る
が、
当
初
か
ら
兵
站
基
地
と
し
て
企
画
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば、
施
設
と
し
て
瓦
葺
の
建
物
は
不
必
要
で、
ま 

た、
場
所
の
選
定
が
「物
資
の
確
保
と
補
給
の
便
が
い
い
交
通
の
要
衝
に
求
め
ら
れ
る
べ
き」
で
あ
る
と
し、
鞠
智
城 

創
建
当
初
か
ら
太
宰
府
の
兵
站
基
地
と
す
る
説
に
は
首
肯
で
き
な
い
と
す
る。
鞠
智
城
の
役
割
に
つ
い
て
は、
六
〇
〜 

六
三
号
掘
立
柱
建
物
跡
は
政
庁
的
な
遺
構
配
置
を
と
る
も
の
で、
「斉
明
期
に
朝
倉
宮
が
陥
落
し
た
場
合
の
行
宮
と
し 

て
構
想
さ
れ
た」
と
想
定
し、
そ
の
後、
七
世
紀
後
半
に
大
宰
府
が
都
城
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
山
城
と
し 

て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
り、
八
世
紀
前
半
以
降
に
は
南
九
州
の
動
乱
に
備
え
る
機
能
に
変
化
し
た
も
の
と
指
摘 

す
る。
さ
ら
に、
「九
世
紀
に
南
九
州
が
完
全
に
律
令
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
終
え
た」 

と
理
解
し
た。

⑩
西
谷
正
の
見
解

(
ニ
〇
〇
六
「鞠
智
城
と
菊
池
川
文
化」
『菊
文
研
だ
よ
リ』

I

九
号
)

鞠
智
城
の
築
城
に
関
す
る
歴
史
書
へ
の
記
述
は
な
い
が、
『続
日
本
紀』
の
六
九
八

(
文
武
ニ

)
年
に
大
野、
基肄 

城
と
と

も

に

修
理
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
の
で、
こ
れ
ら
三
城
は
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
つ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ、 

同
時
に
築
か
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
斉
明
天
皇
か
ら
天
智
天
皇
に
か
け
て
百
済
が
存
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
い 

き、
百
済
に
対
し
て
大
和
王
権
が
支
援
を
行
っ
た。
そ
の
過
程
で
築
か
れ
た
の
が、
神
籠
石
系
山
城

(

斉
明
期

)
と朝 

鮮
式
山
城

(
天
智
期

)
で
あ
る。
鞠
智
城
跡
か
ら
出
土
し
た
単
弁
八
葉
蓮
華
文
の
軒
丸
瓦
と
同
型
式
の
も
の
が
大
野
城 

で
も
出
土
し
て

お

り
、

築
城
時
期
を
含
め
て
関
連
が
認
め
ら
れ
る。

古
代
山
城
は
白
村
江
の
敗
戦
を
契
機
に、
都
に
至
る
瀬
戸
内
海
の
北
と
南
に
築
か
れ
て、
そ
の
最
前
線
基
地
は
後
に
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「遠
朝
廷」
と
呼
ば
れ
た
大
宰
府
で
あ
り、
対
馬
の
金
田
城
で
あ
る。
大
和
王
権
に
と
っ
て
の
最
前
線
の
防
衛
基
地
と 

し
て
は
太
宰
府
と
大
野
城、
基
肄
城
が
北
の
守
り
で
あ
れ
ば、
鞠
智
城
は
南
の
守
り
と
し
て
対
等
の
関
係
に
あ
っ
た
の 

で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る。
ま
た、
地
理
的
な
位
置

も

、

朝
鮮
半
島
か
ら
太
宰
府、
畿
内
へ
の

ル

ー

ト

上
か
ら
大
き
く 

南
に
あ
る
と
の
疑
問
も
あ
る
が、
古
墳
時
代
中
期
の
江
田
船
山
古
墳
の
副
葬
品
や
同
じ
く
六
世
紀
後
半
の
葦
北
国
造 

刑
部
較
部
阿
利
斯
登
の
子
「日
羅」
の
例
か
ら、
八
代
海

•
有
明
海
か
ら
西
海
岸
を
経
て
朝
鮮
半
島
に
向
か
ぅ

ル

ー

ト

 

が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら、
太
宰
府
の
附
属
で
も
下
部
組
織
で
も
な
く、
南
の

ル

ー

ト

上
の
守
り
で
あ
る。 

古
代
山
城
で
初
と
な
る
八
角
形
建
物
跡
や、
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
た
官
衙
的
建
物
な
ど
単
な
る
倉
庫
だ
け
で
な
く、 

い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
持
っ
た
建
物
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る。

⑪
岡
田
茂
弘
の
見
解

(
ニ
〇
〇
九
「古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城」
『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
古
代
山
城
鞠 

智
城
を
考
え
る』

)

鞠
智
城
跡
は、
築
城
に
関
す
る
文
献
記
録
が
な
く、
白
村
江
の
戦
い
の
直
後、
防
衛
の
た
め
に
造
っ
た
の
で
は
な
い 

可
能
性
が
あ
る。
城
内
施
設
の
多
様
性
が
鞠
智
城
跡
の
特
色
で
あ
り、
城
内
に
比
較
的
平
坦
な
台
地
を
取
り
込
ん
で
い 

る
こ

と

と

と
も
に、
多
様
な
官
衙
施
設
を
設
置
す
る
た
め
に
築
造
さ
れ
た
か、
な
い
し
は
改
修
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。 

鞠
智
城
跡
周
辺
に
み
ら
れ
る
軍
路
の
地
名
か
ら
復
元
さ
れ
た
古
代
官
道
で
は、
鞠
智
城
は
南
九
州
へ
の
西
海
道
東
西
両 

ル
ー
ト
の
結
節
点
に
位
置
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り

(

鶴
嶋
一
九
九
七

)、
六
九
八

(
文
武
ニ
)

年
の
太
宰
府
に
よ 

る
繕
治
は
南
九
州
で
の
不
測
の
事
態
に
備
え
た
も
の
と
推
測
で
き
る。

(
三
)

熊
本
県
教
育
委
員
会
の
こ
れ
ま
で
の
見
解

建
物
遺
構
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
が、
地
表
に
露
出
し
た
礎
石
群
の
確
認
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
の
に
対
し
て、
礎
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石
群
の
周
辺
の
確
認
調
査
の
実
施
に
よ
り
礎
石
建
物
跡
だ
け
で
な
く、
掘
立
柱
建
物
跡
も
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
確 

認
さ
れ
た

(

第
一
〇
次
調
査

)。
ま
た、
礎
石
建
物
跡
の
周
囲
に
掘
立
柱
の
庇
が
廻
る
建
物
跡

(
一
一
号
建
物
跡、
第 

一〇
次
調
査

)
や
八
角
形
建
物
跡

(
三
〇
•

三
一
号、
三
ニ

•
三
三
号
建
物
跡、
第
一
三
次
調
査

)
が
検
出
さ
れ、
倉庫 

や丘へ舎、
兵
庫
以
外
の
性
格
が
想
定
さ
れ
る
建
物
跡
の
存
在
が
判
明
し
た。
八
角
形
建
物
跡
に
つ
い
て
は
礎
石
と
掘
立 

柱
の
違
い
は
あ
る
も
の
の、
百
済
の
山
城
で
あ
る
ニ
聖
山
城
に
類
例
が
認
め
ら
れ、
そ
の
外
に
も
六
四
号
建
物
跡
に
伴 

ぅ
周
溝
か
ら
出
土
し
た
百
済
系
単
弁
八
葉
蓮
華
文
軒
丸
瓦

(

第
一
九
次
調
査

)
や、
貯
水
池
跡
池
尻
部
で
出
土
し
た
百 

済
系
菩
薩
立
像

(

第
三
〇
次
調
査

)
等
百
済
と
の
関
連
を
示
す
遗
構

•
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
お
り、
築
城
に
関
す
る
文 

献
上
の
記
録
は
な
い
も
の
の、
百
済
の
高
級
官
僚

(

達
率
)

が
築
城
に
か
か
わ
っ
た
と
す
る
『日
本
書
紀

J

の
記
述の 

傍
証
と
な
る。
築
城
時
期
に
つ
い
て
は
確
認
さ
れ
る
建
物
跡
群
が、
六
世
紀
後
半
の
竪
穴
住
居
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
か 

ら、
確
実
に
そ
れ
以
降
の
構
築
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き、
七
世
紀
中
葉
に
位
置
づけ
ら
れ
る
須
恵
器
を
出
土
し
た 

建
物
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り、
大
野
城、
基
肄
城
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
築
城
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く

 
(

第
一

一

•
一二次 

調
査
)、

出
土
遺
物
の
年
代
か
ら
九
世
紀
前
半
段
階
ま
で
は、
確
実
に
遺
跡
が
継
続
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る

(

第 

一〇
次
調
査

)。

こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
七
ニ
棟
に
は
礎
石
建
物
跡
と
掘
立
柱
建
物
跡
が
あ
り、
そ
の
規
模
や
形
態、
建
物
跡
の
向 

き
な
ど
に
違
い
が
み
ら
れ
る。
三
六
号

•
四
〇
号
建
物
跡
と
六
号

•
七
号
溝
と
の
切
り
合
い
関
係
か
ら、
四
時
期
に
区 

分
で
き
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る

(
第
一
九
次
調
査

)。

こ
の
外、
溝
で
区
画
さ
れ
た
内
側
に
三
間

X
七
間
の
掘
立
柱
建
物
跡
四
棟
が
確
認
さ
れ
た

(
第
一
九
次
調
査

)。
こ 

の
建
物
跡
は
ニ
棟
ず
つ
並
列
あ
る
い
は
直
行
し、
層
位
的
に
も
古
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ、
刀
子
や
貯
水
池
跡
か
ら
出
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土
し
た
円
面
硯
な
ど
か
ら
管
理
楝
的
建
物
と
し
て
の
役
割
が
考
え
ら
れ
る。

貯
水
池
跡
長
者
原
地
区
の
北
側
に
位
置
す
る
谷
部
か
ら
貯
水
池
跡
が
検
出
さ
れ
た

(

第
一
九
次
調
査

)。
遺
構
の
総 

面
積
は
五
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
で、
青
灰
色
粘
土
層
の
面
的
な
広
が
り
が
認
め
ら
れ
る。
水
の
確
保
は、
主
と
し
て 

白
然
湧
水
で
あ
る。
池
底
は、
砂
礫
の
透
水
層
ま
で
掘
削
さ
れ、
各
所
に
湧
水
が
認
め
ら
れ
る。
継
手、
仕
口
加
工 

の
あ
る
建
築
材
や
木
舞
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
貯
木
場
跡

(
第
二
〇
次
調
査

)
や、
小
谷
か
ら
水
を
取
り
込
む
た
め
の 

取
水
ロ
跡

(
第
二
〇
次
調
査

)、
湧
水
地
点
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
水
汲
み
場
跡
で
は、
井
戸
枠
に
該
当
す
る
木
組
み 

遺
構
が
確
認
さ
れ

(

第
二
二
次
調
査

)、
そ
の
北
側
下
流
部
に
お
い
て
水
を
堰
き
止
め
た
堰
堤
跡
が
確
認
さ
れ
た

(

第 

ニ
ニ
次
調
査

)。
第
三
〇
次
調
査
で
は、
池
尻
部
か
ら
百
済
系
菩
薩
立
像
が
出
土
し、
鞠
智
城
の
築
城
に
関
わ
る
貴
重 

な
情
報
を
提
供
し
た。

土
塁
跡
深
迫
門
地
区
に
お
い
て、
谷
部
を
閉
じ
る
よ
ぅ
に
構
築
さ
れ
た
版
築
土
塁
と
登
城
道
を
検
出
し
た

(

第
一
六 

次
調
査
)。

そ
れ
ま
で
崖
線
で
囲
繞
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
南
側
に
お
い
て、
版
築
や
削
り
落
し
に
よ
る
土 

塁
構
造
を
確
認
し、
ま
た、
上
部
平
坦
面
か
ら
柱
穴
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら、
柵
等
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
た

(
第 

二
三
次
調
査

)。
西
側
に
お
い
て
も、
版
築
土
塁
の
構
造
を
確
認
し
た

(

第
二
五
次
調
査

)。

門
礎
跡
深
迫
門
礎
の
位
置
は
確
定
し
な
い
も
の
の、
門
に
関
連
す
る
登
城
道
が
確
認
さ
れ
た

(
第
一
六
次
調
査

)。 

堀
切
門
で
は、
門
周
辺
道
路
跡

(

登
城
道

)
を
検
出
し
た。
道
路
跡
は、
最
多
で
三
面
上
下
に
重
な
る

(

第
二
一
次
調 

査
)。

ま
た、
登
城
道
の
伸
び
る
方
向
を
把
握
し、
門
礎
石
の
原
位
置
を
推
定
し
た

(

第
二
二
次
調
査

)。
池
ノ
尾
門
で 

は、
谷
部
を
閉
じ
る
よ
ぅ
に
石
積
み
に
よ
る
水
門
構
造
が
確
認
さ
れ
た

(

第
二
七
次
調
查

)。
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鞠
智
城
跡
の
遺
構
と
遺
物





鞠
智
城
跡
で
は、
建
物
跡、
城
門
跡、
土
塁
跡
な
ど
の
遺
構
の
ほ
か、
国
内
の
古
代
山
城
で
唯
一、
八
角
形
建
物
跡 

や
貯
水
池
跡、
貯
木
場
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る。
さ
ら
に、
木
簡
や
百
済
系
菩
薩
立
像
が
発
見
さ
れ
て
い
る。
この
章 

で
は、
鞠
智
城
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
と
出
土
し
た
遺
物
に
つ
い
て
紹
介
す
る。

一建物跡
(I

) 
遗
構

鞠
智
城
跡
の
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で、
鞠
智
城
時
代
の
建
物
跡
が
七
ニ
楝
検
出
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
建
物
跡 

は、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
鞠
智
城
跡
の
ほ
ぼ
中
心
に
位
置
す
る
長
者
原
地
区
に
存
在
す
る。

長
者
原
地
区
は
鞠
智
城
跡
内
で
上
原
地
区
と
共
に、
広
く
平
坦
な
地
形
を
呈
す
る
箇
所
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
建
物
跡
は、

@
礎
石
総
柱
建
物
跡、

©
掘
立
総
柱
建
物
跡、

©
掘
立
側
柱
建
物
跡、

@
礎
石
総
柱

+
掘
立 

側
柱
建
物
跡

(

寝
殿
風
建
物
跡

)
と
い
ぅ、
四
つ
の
建
築
様
式
に
分
類
で
き
る。
そ
し
て、
七
ニ
棟
の
建
物
跡
の
中
に 

は、
特
筆
す
べ
き
建
物
跡
が
あ
る。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い。

①
八角形建物跡

長
者
原
地
区
の
東
側
に
お
い
て、
南
北
方
向
に
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
相
並
ぶ
ニ
棟
の
八
角
形
建
物
跡
が
検
出 

さ
れ
た。
国
内
の
古
代
山
城
で
は
初
め
て
の
検
出
例
で
あ
る。

三
〇
•

三
一
号
建
物
跡
は、
北
側
の
八
角
形
建
物
跡
で
あ
る。
三
一
号
が
掘
立
柱
建
物
跡
で、
三
〇
号
が
礎
石
建
物 

跡
と
考
え
ら
れ
る。
心
礎
に
当
た
る
楕
円
形
状
の
掘
込
み
を
中
心
に、
八
個
の
掘
形
が
同
心
円
状
に
二
重
に
巡
っ
て
い 

る。
内
側
の
環
を
内
径、
外
側
の
環
を
外
径
と
す
る
と、
内
径
は
直
径
六

•
八
メ
ー
ト
ル
で
柱
間
は
ニ

•

六
メ
ー
ト
ル、
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れ
ぞ
れ
の
時

(注1> 〗〜72は検出建物跡。
(注2>長者原地区•上原地区は調进時の地形である。 400m

第23図鞠智城跡全体図

外径は直径

九
•

六
メ

-
r

ルで柱間は 
三
•

七
メ
ー
卜 

ルとなる。

ち
ゆ
ぅ
け
つ

柱穴の掘形 

内に柱痕は 

残っていな 
いので、
柱 

はすべて抜 

き取られた 

ものと考え 
られる。
柱 

穴から遺物 

は見つかつ 
て
い
な
い。

三
ニ
*

二三

号
建
物
跡
は、
南
側
の
八
角
形
建
物
跡
で
あ
る。
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た。
欠
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第25図八角形建物跡平面図
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期
の
掘
形
で
柱
穴
が
認
め
ら
れ
た
た
め、
い
ず
れ
も
掘
立
柱
建
物
で
あ
っ
た

こ

と

が

わ
か
る。

こ

の

建
物
の
特
徴
は、 

同
じ
場
所
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
の、
再
建
時
の
建
物
は
心
礎
の
位
置
は
そ
の
ま
ま
に
二
三

•
五
度
回
転
し
て
い
る 

こ

と

で

あ
る。
心
礎
を
中
心
に
巡
る
八
角
形
の
環
は
三
重
に
な
つ
て
い
る。

三
二
号
の
内
径

(
一)
は
直
径
三
.

八
メ
ー
ト
ル
で
柱
間
は

 
一•
四
メ
ー
ト
ル、
内
径

(
ニ
)

は
直
径
五
•

九
メ
ー
卜 

ル
で
柱
間
は
ニ

•
三
メ
ー
ト
ル、
外
径
は
直
径
九

•
ニ
メ
ー
ト
ル
で
柱
間
は
三

•
五
メ
ー
ト
ル
と
な
る。

三
三
号
の
建
物
で
は、
内
径

(
一)
は
直
径
四
•

〇
メ
ー
ト
ル
で
柱
間
は

 

一•
五
メ
ー
ト
ル、
内
径

(
ニ
)

は
直
径
六

•  

七
メ
ー
ト
ル
で
柱
間
は

1
T

五
メ
ー
ト
ル、
外
径
は
直
径
九

.

八
メ
ー
ト
ル
で
柱
間
は
三

•
八
メ
ー
ト
ル
と
な
る。
創建 

時
と
再
建
時
の
掘
形
の
埋
土
に
大
き
な
差
異
が
な
く、
ほ
と
ん
ど
同
一
レ
ベ
ル
で
あ
る
た
め、
建
て
替
え
の
時
期
は
極 

め
て
早
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
恐
ら
く、
落
雷
等
に
よ
る
火
災
や
自
然
災
害

(
台
風
•

地
震
)

な
ど
で
倒
壊
し
た
後、 

す
ぐ
に
建
て
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
ぅ
か。

八
角
形
建
物
跡
の
復
元
に
際
し
て
は、
鞠
智
城
跡
保
存
整
備
検
討
委
員
会
の
指
導
に
よ
り、
切
り
合
い
関
係
に
見
え 

る
掘
形
を
間
柱
と
判
断
し
た。
鼓
楼
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

②
大
型
掘
立
柱
建
物
跡

長
者
原
地
区
北
東
部
及
び
中
心
地
区
で
検
出
さ
れ
た
建
物
跡
群
で
あ
る。
ま
ず、
北
東
部
の
一
九、六

◦
〜
六
三
号 

建
物
跡
は、
い
ず
れ
も
側
柱
建
物
で
六
〇
号
建
物
跡
が
八
間

X
三
間、
六
一
号
建
物
跡
が
七
間

X

三
間、
六
三
号
建
物 

跡
が
七
間

X
三
間
と
い
ぅ
規
模
で
あ
る。
六
〇
号
建
物
跡
と
六
一
号
建
物
跡
は
並
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら、
同
時
期の 

建
物
跡
と
考
え
ら
れ
る。
一方、
六
二
号
建
物
跡
と
六
三
号
建
物
跡
は
直
交
し
て
整
然
と
配
置
さ
れ
て
お
り、
このニ 

棟
も
同
時
期
の
建
物
跡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い。
一
九
号
建
物
跡
は
若
干
離
れ
て
は
い
る
が、
六
三
号
建
物
跡
と
並
列
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第27図礎石総柱+掘立側柱建物跡（寝殿風建物跡)

し
て
い
る
た
め、
六
ニ、六
三
号
建
物
跡 

と
同
時
期
の
建
物
跡
と
考
え
て
よ
い。
こ 

の
地
区
に
は、
六
〇、六
一
号
建
物
跡
と、 

一九、六
ニ、六
三
号
建
物
跡
と
い
ぅ、
ニ 

時
期
の
大
型
掘
立
柱
建
物
群
が
存
在
し
て 

い
る
こ

と

に

な

る
。

な
お、

こ

の

ニ
群の 

前
後
関
係
は
遺
物
等
が
な
い
た
め
判
断
は 

難
し
い。
管
理
棟
的
な
建
物
と
推
定
さ
れ 

る。
中
心
地
区
の
一
六

八
号
建
物
跡

も
大
型
の
掘
立
柱
建
物
跡
で、
中
柱
の 

な
い
側
柱
の
み
の
長
方
形
の
建
物
跡
で 

あ
る。
一
六
号
建
物
跡
が
三
間

x

一 
〇 

間、
一七、
一
八
号
建
物
跡
は
東
側
が
削 

平
さ
れ
て
い
た
た
め
規
模
が
確
認
で
き
な 

い
が、
恐
ら
く
一
六
号
建
物
跡
と
同
規
模 

の
も
の
で
あ

っ

た

と

考
え
ら
れ
る。

こ
れ

 

ら
の
建
物
の
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

s
f
e
T
n
>
—̂
—

二
.

2.3

m
-
u

)̂

00861
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と、
一
六
号
建
物
跡
と
一
七
号
建
物
跡
は
並
列
し
て
い
る
た
め、
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
一七号
建物 

跡
は
一
八
号
建
物
跡
の
掘
形
を
切
っ
て
い
る
た
め、
一八号—
一
七
号
建
物
跡
と
い
う
変
遷
が
確
認
で
き
る。
ち
なみ 

に、
一
六
号
建
物
跡
の
柱
穴
か
ら
は
六
世
紀
末
〜
七
世
紀
初
頭
の
須
恵
器

(

第
三
〇
図
一
四

)
が
出
土
し
て
い
る。
建 

物
の
形
状
か
ら
兵
舎
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

③
 礎

石
総
柱

+
掘
立
側
柱
建
物
跡

(

寝
殿
風
建
物
跡

)

長
者
原
地
区
西
側
で
検
出
さ
れ
た
一
一、
一
二
号
建
物
跡
で
見
ら
れ
る、
ほ
ぼ
方
形
の
大
型
礎
石
総
柱
建
物
跡
に
掘 

立
柱
の
側
柱

(

庇
)

が
巡
る
特
殊
な
構
造
の
建
物
跡
で
あ
る。
ど
ち
ら
も
六
間

X

五
間
で
あ
る。
さ
ら
に
そ
の
外
側
に、 

部
分
的
に
だ
が
雨
落
ち
の
た
め
の
溝
が
確
認
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
形
状
か
ら、
寝
殿
風
の
建
物
跡
と
目
さ
れ
て 

い
る。
礎
石
の
下
は
掘
込
地
業
が
な
さ
れ
て
お
り、
一
一
号
で
は
そ
の
掘
込
地
業
穴
か
ら
七
世
紀
中
頃
〜
後
半
の
須
恵 

器
(

第
二
九
図
八

)
が
出
土
し
て
い
る。
ま
た、
一
二
号
建
物
跡
の
礎
石
掘
形
の
埋
土
か
ら
は
九
世
紀
代

(

第
二
九
図 

一〇
)

の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
る。
ニ
棟
と
も
方
向、
建
築
様
式
が
同
じ
で
あ
る
た
め、
同
時
期
の
も
の
と
考
え
ら 

れ
る。
一
二
号
建
物
跡
出
土
の
遺
物
か
ら、
ど
ち
ら
も
九
世
紀
代
の
建
物
跡
と
考
え
ら
れ
る。

④
 大

型
総
柱
礎
石
建
物
跡

長
者
原
地
区
西
側
に
位
置
す
る
大
型
総
柱
礎
石
建
物

(
四
九
号
建
物
跡

)
で
あ
る。
礎
石
の
周
囲
で
数
箇
所
の
ト
レ 

ン
チ
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が、
礎
石
の
下
部
は
整
地
し、
場
所
に
よ
っ
て
は
掘
込
地
業
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ 

る。
規
模
は
九
間

X

三
間
と
長
大
で、
既
報
告
に
よ
る
と
周
辺
で
は
以
前
か
ら
古
瓦
を
採
集
で

き

た

と

い
う
こ
とで
あ 

る。
鞠
智
城
跡
内
に
お
け
る
最
大
の
大
型
総
柱
礎
石
建
物
で
あ
る。

⑤
 そ

の
他
の
建
物
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第28図大型総柱礎石建物跡
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こ
の
ほ
か
に
も、
掘
立
柱
建
物
跡
や
礎
石
建
物
跡
が
多
く
存
在
し
て
い
る
が、
そ
れ
ら
に
は、
あ
る
一
定
の
規
則
性 

が
認
め
ら
れ
る。
例
え
ば
長
者
原
地
区
東
側
に
多
く
見
ら
れ
る、
礎
石
総
柱
の
建
物
群
は、
南
北
に
若
干
傾
い
た
方
向 

で
一
直
線
に
並
ん
で
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
認
め
ら
れ
る。
ま
た、
長
者
原
地
区
の
中
央
に
存
在
す
る
掘
立 

柱
建
物
群
は、
真
北
か
ら
約
四
五
度
傾
い
た
ラ
イ
ン
上
に
並
ぶ
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る。
さ
ら
に、
長
者
山
地
区
で 

は
山
頂
平
坦
部
に
ほ
ぼ
同
一
方
向
を
向
い
て
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
建
物
の
配
置
や
主
軸
方
向
な
ど 

で
分
類
を
す
る
と、
七
ニ
楝
の
建
物
群
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る。

そ
し
て、
各
グ
ル
ー
プ
が

同

じ

よ

う

な

建
築
様
式
の
建
物
群
で

あ

る

こ

と

は

興
味
深
い。

(
ニ
)

遺物

建
物
跡
及
び
そ
の
周
辺
か
ら
は
多
数
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。
し
か
し、
確
実
に
建
物
跡
に
伴
う
遺
物
は
そ
れ
ほ 

ど
多
く
な
い。
そ
の
た
め、
建
物
跡
の
時
期
を
決
定
す
る
作
業
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
状
況
で 

あ
る
が、
い
く
つ
か
の
建
物
跡
で
は
柱
穴
か
ら
遗
物
が
出
土
し
て
お
り、
ま
た
建
物
を
建
設
す
る
た
め
に
行
っ
た
整
地

層
か
ら、
時
期
を
判
断
す
る
材
料
と
な
る
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
資
料
を
中
心
に
見
て
み
た

、
°

し

確
実
に
建
物
跡
に
伴
う
遗
物
が
出
土
し
て
い
る
の
は、三
号

(

第
二
九
図
一

)、
五
号
(

第
二
九
図
ニ、三

)、六
号
(

第 

ニ
九
図
四
)、

七
号
(

第
二
九
図
五
〜
七

)、
一
一
号
(

第
二
九
図
八、九

)、
一
二
号
(

第
二
九
図
一
〇、
一二

)、
一三 

号
(

第
二
九
図
一
一

)、
一
四
号

(
第
二
九
図
一
三

)、
一
六
号

(
第
三
〇
図
一
四

)、
三
ニ
•

三
三
号
(

第
三
〇
図 

一五
)、

三
六
号

(
第
三
〇
図
一
六

)、
五
六
号

(
第
三
〇
図
一
七
〜
ニ
九

)、
五
九
号

(
第
三
一
図
三
〇、三
一
図

)、 

六
四
号
(

第
三
一
図
三
ニ、三
三

)
建
物
跡
で
あ
る。
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第29図
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建物跡出土遺物(2)
24



30

第31号建物跡出土遗物⑶
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第1表建物跡出土遺物の時期検討表

建物跡 遺物
番号

小田編年

備考
IVB期 V期 VI期 VEA期 VHB期 W期
7C初 
〜前半

7C前半 
〜中頃

7C後半 8C初 
〜前半

8C後半 9C前半

3号 1 •

5号
2 •
3 •

6号 4 •

7号
5 •
6
—

•
7 •

11号
8 •
9 古代

12号 10 •
13号 11 弥生土器
14号 13 古代
16号 14 •

32-33号 15 古代
36号 16 <1

56号

17 •
18 •
21 •
22 •
23 •
24 拳
27 •
28 •
29 •

59号 30 •
64号 32 •

※土師器も小田編年の年代観に当てはめている。 

• 遺物の時期
L I遺物から見た建物跡の年代上限

これらの 

時期を比定 

してまとめ 

た
も
の
が、 

第一表であ 

る。
これを 

見ると大半 

の遺物が七 

世紀後半ま 

での時期に 

収まる

こ
と

 

が
わ
か
る。 

これは、
各 

建物跡がそ 

の遺物の時 

期か、
それ 

より後に建 

てられたと
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い
う
こ
と
を
示
す。

こ
の
中
で
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
も
の
は、
長
者
原
地
区
西
に
位
置
す
る
三、五、六
号
建
物
跡
の
グ
ル
ー
プ

(
①

) 

と、
長
者
原
地
区
東
側
に
位
置
す
る
五
九、六
四
号
建
物
跡
の
グ
ル
ー
プ

(
②

)、
そ
し
て
三
六、五
六
号
建
物
跡
の
グ 

ル
ー
プ

(
③

)
で
あ
る。

①
は
七
世
紀
前
半
〜
中
頃、

②
は
七
世
紀
後
半、

③
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
め
と
い 

う
同
一
時
期
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。
こ
の
遺
物
の
時
期
に
加
え、
ど
の
グ
ル
ー
プ
も、
建
物
の
方
向
が
ほ
ぼ同
一 

で
あ
る
こ
と、
同
一
の
建
築
様
式
で
あ
る
こ
と
な
ど、
グ
ル
ー
プ
内
で
同
じ
様
相
を
呈

し

て

い

る

た
め、
そ
れ
ぞ
れ
同 

一
時
期
の
建
物
跡
群
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
こ
の
こ
と
か
ら、

①
は
七
世
紀
前
半
〜
七
世
紀
中
頃
以
降
の
建
物
群、

② 

は
七
世
紀
後
半
頃
以
降
の
建
物
群、

③
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
め
頃
以
降
の
建
物
群
と
考
え
ら
れ
る。
そうで 

あ
る
な
ら
ば、

①
が
鞠
智
城
築
城
前
後
あ
る
い
は
築
城
直
後
の
建
物
群、

②
が
六
九
八
年
の
「繕
治
記
事」
前
後
の
建 

物
群、

③
が
「日
本
文
徳
天
皇
実
録」
や
「日
本
三
代
実
録」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
時
期
の
建
物
群
と
考
え
る 

こ
と
が
で
き
よ
う。

一
三
号
建
物
跡
で
は
弥
生
時
代
後
期
の
長
胴
甕

(

第
二
九
図
一
一

)、
一
六
号
建
物
跡
で
は
古
墳
時
代
後
期
〜
終
末 

期
の
須
恵
器

(
第
三
〇
図
一
四

)
が
出
土
し
て
い
る。
前
者
は
明
ら
か
に
鞠
智
城
時
代
の
遺
物
で
は
な
く、
後
者
は 

一
六
号
建
物
跡
の
下
に
位
置
す
る
竪
穴
住
居
跡
に
関
係
す
る
遺
物
の
可
能
性
が
高
い。

遺
物
か
ら
で
は、
部
分
的
な
建
物
跡
の
変
遷
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が、
総
合
的
に
建
物
の
変
遷
を
判
断
す
る
に 

は、
遺
物
の
他
に
建
物
の
切
り
合
い
状
況、
建
物
の
方
向
性、
建
築
様
式、
土
層
な
ど
を
検
討
し、
総
合
的
に
判
断
す 

る
必
要
が
あ
る。

こ
の
ほ
か
に
も、
建
物
跡
周
辺
で
は
様
々
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。
そ
の
中
で
も
鞠
智
城
時
代
の
適
物
を
中
心
に
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重
要
な
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う

(

第
三
一
図
)。

三
四、三
五
は
墨
書
土
器
で
あ
る。
三
五
は
「浄」
と
い
う
文 

字
が
確
認
で
き
る。
三
六
と
三
七
は
鉄
製
刀
子
で
あ
る。
墨
書
土
器
と
刀
子
は
五
九
号
建
物
跡
周
辺
で
出
土
し
て
い
る。 

三
八、三
九
は
軒
丸
瓦
で
あ
る。
三
八
は
六
四
号
建
物
跡
周
辺
で、
三
九
は
小
破
片
で
二
三
号
建
物
跡
の
覆
土
か
ら
出 

土
し
て
い
る。
ど
ち
ら
も
単
弁
八
葉
蓮
華
文
様
で
百
済
系
の
瓦
と
考
え
ら
れ
る。

ニ貯水池跡
ニ
)

遺構

貯
水
池
跡
は、
平
成
七

(
一
九
九
五

)
年
度
の
調
査
で、
長
者
原
地
区
の
北
側
に
位
置
す
る
谷
部
か
ら
検
出
さ
れ
た。 

水
成
粘
土
堆
積
層
で
あ
る
青
灰
色
粘
土
層
の
面
的
な
拡
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
で、
貯
水
池
跡
の
総
面
積
は
五
三
〇
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
た。

こ
の
貯
水
池
跡
に
お
け
る
水
の
確
保
は、
主
と
し
て
自
然
湧
水
に
よ
る
も
の
で、
他
に
周
辺
の
谷
部
か
ら
の
流
水
が 

考
え
ら
れ
る。
池
底
は
砂
礫
の
透
水
層
ま
で
掘
削
さ
れ、
湧
水
す
る
地
点
が
あ
る。
発
掘
調
査
で
水
成
粘
土
堆
積
層
か 

ら
地
山
の
砂
礫
層
ま
で
掘
り
下
げ
る
と、
水
が
湧
い
て
く
る
箇
所
が
あ
る。

貯
水
池
跡
は、
そ
の
池
尻
で
あ
る
北
側
と
鲥
頭
で
あ
る
南
側
と
で
九
メ
ー
ト
ル
近
い
高
低
差
が
あ
る。
そ
の
た
め、 

数
箇
所
で
堤
防
状
の
間
仕
切
り
を
設
け、
貯
水
量
を
調
整
し、
段
々
畑
の
よ
う
な
池
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら 

れ
る。
こ
れ
は
池
の
南
側
で
堤
防
状
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
定
で
き
る。
た
だ
し、
現
時
点
で
は
こ 

れ
以
外
に
明
確
な
堤
防
状
遺
構
は
確
認
し
て
い
な
い。

な
お、
池
の
利
用
に
つ
い
て
は、
飲
用
水
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
建
築
部
材
等
を
保
管
す
る
貯
木
場
な
ど
多
様
な
用
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途
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

し
ゆ
す
い
ぐ
ち

①
 取

水ロ

取
水
ロ
は
貯
水
池
跡
の
南
西
隅
に
位
置
す
る。
そ
こ
は
池
跡
南
西
部
に
位
置
す
る
小
谷
か
ら、
池
に
水
を
取
り
入
れ 

る
の
に
都
合
の
よ
い
地
点
で
あ
る。
そ
の
部
分
の
水
成
粘
土
堆
積
層
と
地
山
と
の
境
で、
取
水
ロ
と
考
え
ら
れ
る
断
面 

形
が
略
台
形
を
呈
し
た
溝
状
の
掘
込
み
が
確
認
さ
れ
た。
こ
の
掘
込
み
内
部
及
び
掘
込
み
前
面
周
辺
に
は
濃
緑
色
の
水 

成
粘
土
が
堆
積
し
て
お
り、
前
面

(

東
側
)

に
は
杭
が
三
箇
所
に
打
ち
込
ん
で
あ
っ
た。
杭
三
本
に
は
樹
皮
が
付
い
た 

ま
ま
で
あ
り、
三
本
と
も
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で、
直
径
約
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、
長
さ
約
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測 

る。
こ
れ
ら
杭
の
北
東
六
〜
七
メ
ー
ト
ル
の
箇
所
に
は、
幅
三
〜
四
メ
ー
ト
ル、
比
高
差
ニ
〇
〜
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

の
帯
状
の
高
ま
り
が
南
東
方
向
か
ら
北
西
方
向
に
か
け
て
伸
び
て
い
た。
こ
れ
は
取
水
ロ
か
ら
の
水
の
流
れ
と
直
交
す 

る
よ
ぅ
な
配
置
で
あ
る。
そ
し
て、
こ
の
高
ま
り
の
表
面
に
は
礫
が
配
置
さ
れ
て
い
た。
取
水
ロ
か
ら
流
れ
込
ん
だ
水 

を
受
け
る
た
め
の
部
分、
あ
る
い
は
水
の
調
整
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

②
 貯

木場

貯
水
池
跡
南
東
部
分
に
設
定
し
た
二
八
ト
レ
ン
チ
の

A.
B

地
区
で
検
出
さ
れ
た。
こ
の
ニ
地
区
で
は、
出
土す
る 

部
材
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら、
貯
木
箇
所
が
細
分
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

A
地
区
で
出
土
し
た
主
な
も
の
は
大
型
の
建
築
材
で
あ
る。
ト
レ
ン
チ
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
桁
材
と
考
え
ら
れ
る
も
の 

(
長
さ
四
•

〇
〜
四
•

一一メートル、
直
径
一
五
〜
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

)
が
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
ニ
本
並
ん
だ
材
や、 

先
端
加
工
の
材
が
出
土
し
た。
こ
れ
ら
の
材
の
下
部
に
は
枕
木
が
あ
り、
枕
木
の
東
側
に
は
花
崗
岩
の
礫
三
個
が
配
置
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さ
れ
て
い
た。
こ
の
礫
の
西
側
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
箇
所
に
は、
礫
を
故
意
に
ぶ
つ
け
て、
土
師
器
皿

(
第 

四
四
図
一
四
三

)
を
破
砕
し
た
と
考
え
ら
れ
る
跡
が
残
っ
て
い
た。

こ
の
ほ
か、
柱
材
と
思
わ
れ
る
も
の
や
柄

•
杭
等
が
あ
る。
柱
材
の
片
側
端
部
面
は
ほ
ぼ
平
ら
に
加
工
し
て
お
り、 

も
ぅ
一
方
の
端
部
に
は
斜
め
方
向
の
切
断
痕
が
数
条
あ
り、
そ
れ
が
集
合
し
て
円
錐
状
に
な
っ
て
い
る。
柄
は
桁
材
の 

下
と
枕
木
の
西
側
約

 

ー
メ
ー
ト
ル
の
箇
所
か
ら
ニ
本
出
土
し
て
い
る。
ま
た、

A
地
区
の
西
側
隅
で
は
細
材
が
出
土
し 

た。
こ
の
材
は

B
地
区
か
ら
出
土
し
た
細
材
と
同
じ
樹
種
で、
同
様
の
長
さ、
太
さ
で
あ
っ
た。

B
地
区
で
顕
著
な
出
土
材
は
細
材
で
あ
る。
そ
の
細
材
の
ま
と
ま
り
は
六
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
て
い
る。
そ 

れ
ら
を
東
側
か
ら
西
側
へ
向
け
て、

A
ブ
ロ
ッ
ク
〜

F
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
た。
各
ブ
ロ
ッ
ク
を
細
材
総
数
か
ら
見
る
と、

一〇
数
本
の
ブ
ロ
ッ
ク

(

A.
C .
E

ブ
ロ
ッ
ク

)
と
ニ
〇
本
以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク

(

B.
D .
F

ブ
ロ
ッ
ク

)
の
大き 

く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る。
各
ブ
ロ
ッ
ク
と
も
ブ
ロ
ッ
ク
の
片
側
に
細
材
の
端
部
を
揃
え
て
置
い
て
あ
る

。

A 

ブ
ロ
ッ
ク
の
東
側
端
部
と

E
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
央
東
よ
り
の
箇
所
で
は、
細
材
を
固
定
す
る
目
的
で
杭
一
本
が
細
材
間
に 

立
て
ら
れ
て
い
る。
ま
た、

F
ブ
ロ
ッ
ク
の
西
側
端
部
と

B
ブ
ロ
ッ
ク
の
南
側
で
は、
平
瓦
を
重
し
と
し
て
利
用
し
て 

い
る
。

A •

 

C
ブ
ロ
ッ
ク
の
北
側
隣
接
箇
所
に
は、
長
さ
約
四

•

七
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
礫

(

直
径
一
八
〜
三
四
セ
ン 

チ
メ
ー
ト
ル

)
九
個
が
重
し
と
し
て
利
用
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る。

B
地
区
で
は
細
材
以
外
に、
蔓

•
枝
等
が
出
土
し
た。 

A
ブ
ロ
ッ
ク
の
東
側
で
調
査
区
の
隅
に
は、
輪
に
な
っ
た
状
態
の
蔓
が
三
箇
所
で
出
土
し
た。

A
地
区
の
枕
木
や
礫
の
上
に
建
築
材
等
を
置
く
行
為
や、

B
地
区
の
細
材
を
杭
で
止
め
る
こ
と、
重
し
の
役
目
を
す 

る
平
瓦
を
細
材
の
上
に
載
せ
る
こ
と、
蔓
の
上
に
材
木
を
置
く
こ
と
は、
建
築
材

•
細
材
•

蔓
等
を
水
に
浸
け
る
た
め 

の
工
夫
と
考
え
ら
れ
る。
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③
 柱

列
貯
水
池
跡
南
部
に
設
置
し
た
二
八
ト
レ
ン
チ

F
地
区
で
は
池
岸
が
確
認
さ
れ
た。
そ
の
池
岸
と
平
行
し
て
柱
列
を
検 

出
し
た。
こ
れ
ら
の
柱
列
は
一
定
の
間
隔
で
六
基
並
ん
で
お
り、
池
の
周
り
に
柵
状
の
施
設
が
あ
つ
た
こ
と
が
想
定
さ 

れ
る。④

 水
汲
み
場

(

木
組
み
遺
構
)

貯
水
池
跡
南
部
の
二
八
ト
レ
ン
チ

F
地
区
の
池
底
近
く
で
水
汲
み
場
が
検
出
さ
れ
た。
水
成
粘
土
層
下
部
の
粘
土
層 

を
略
方
形
状
に
深
さ
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
掘
込
ん
で
湧
水
地
点
を
つ
く
り、
そ
の
形
状
に
合
わ
せ
て
木
を
組
ん 

で
構
築
さ
れ
て
い
る。
平
面
形
状
は、
東
西
幅
ニ

•
八
ニ
メ
ー
ト
ル、
南
北
幅
ニ

•
三
三
メ
ー
ト
ル
で、
転
用
材
を
部
材 

と
し
て
お
り、
木
面
に
加
工
痕
が
認
め
ら
れ
る。
肘
木
と
思
わ
れ
る
も
の
や、
端
部
寄
り
に
孔
を
穿
つ
も
の
も
あ
る。 

木
組
み
の
隙
間
部
分
に
は、
二
つ
の
大
石
が
は
め
込
ま
れ
て
お
り、
足
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い。 

木
組
み
固
定
の
た
め
の
立
杭
も
検
出
さ
れ
た。

⑤
 堤

防
状
遺
構

堤
防
状
遺
構
は
貯
水
池
跡
南
に
設
定
し
た
二
八
ト
レ
ン
チ

C
地
区
か
ら

G
地
区
に
か
け
て
検
出
さ
れ
た。
断
面
は
台 

形
状
を
呈
し、
地
山
の
直
上
に
敷
粗
朶
状
の
基
盤
を
築
き、
そ
の
上
部
に
砂
質
土
と
粘
質
土
を
交
互
に
敷
き
詰
め
た
版 

築
工
法
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る。

貯
水
池
跡
は、
谷
頭
の
南
側
か
ら
北
側
に
向
け
て
低
く
な
り、
両
端
の
高
低
差
は
九
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る。
その
た 

め、
水
量
調
整
の
た
め
に
は
複
数
の
堤
防
が
必
要
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る。
た
だ
し、
前
述
の
よ
ぅ
に
全
容
解
明
に 

は
至
つ
て
い
な
い。
確
認
で
き
た
こ
の
堤
防
状
遺
構
は
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
延
び
て
お
り、
こ
の
堤
防
状
遺
構
に
よ
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トレンチ貯木場



KM, AUftなど « s
1 木を東taTいた* ヤマプドウ*
2 技*T ニレ縝
3 Vttt ア7プキ厲
4 往林 3ナ9HT力ガシ**
S 柱树 3ナラ厲アガガシ霣厲
6 往 ニレ厲
7 tt 3ナ9厲ア:ftガシ置厲
8 制（ftいたもの} ムクノ年
9 *t (A〇6) 3ナラ厲アコナラ**クスギB
10 任材 3ナ？厲7■コナ，里厲クXギJD
11 mt 広簾•（ttTUt)
12 mm ゥコギ》
13 M木 ハイノキ厲ハイノ♦»
14 m$t 3ナ9HTガガシ置厲
15 mttHoA ハイノ，厲ハイメキ®
16 mmka ハイノ考具ハイノキJB
17 mtttt〇3 ハイノ考厲ハイノキB
I& mtttb.4 ハイノ#厲ハイノ+B

19 mttttos ハイノキ厲ハイノキ»
20 mttNoJS ハイノキ厲ハイノキB
21 mn ニレ厲
22 mtt コナ9厲ア*ガシ置興
23 mttNa? ユズリハ厲
24 muHos ハイノ年厲ハイノキB
25 mttths ハイノキ厲ハイノ♦節
26 m ヤナギ厲
27 <ntN〇ao ハイ/♦厲ハイ✓♦»
28 flUTNoai モッコク
29 WtNaI2 広》« (i»ur)
30. mmtosz mmm (tt7ur>
31 mmt^u サ*キ
32 M«rHoiS 広篇嫌tiuur}33 mrNais ユズリハ厲
34 «4tNdl7 ハイノキ興ハイノキB
35 •林№8 ハイノキ厲ハイノキB
35 mm ニ7トコ
37 mm サガキ38 « ク”
39 被 9*)
40 枝tt 3ナ，*TカガシM

聚出土した木*♦の同定は、パリノ •サ一ヴエイ(株)

12

13

粘土①11

粘土②雇

1 材等出土層位

4層

a•b地区土雇e回
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つ
て
水
汲
み
場
と
貯
木
場
と
が
分
け
ら
れ
て
い
る。
堤
防
は
水
量
の
調
節
だ
け
で
は
な
く、
貯
水
池
跡
の
区
画
を
分
け 

る
意
味
合
い
を
も
持
つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

(
ニ
)

遺物

鞠
智
城
跡
内
に
お
い
て
最
も
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
の
が
貯
水
池
跡
で
あ
る。
貯
水
池
跡
は
一
五
の
基
本
土 

層
に
分
層
で
き、
各
層
か
ら
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。
こ
の
一
五
層
の
う
ち、

②
層
〜
⑬
層
が
水
成
粘
土
堆
積
層
で
貯 

水
池
跡
の
使
用
期
間
を
示
す
層
位
で
あ
る。

遺
物
を
見
て
み
る
と、
各
層
か
ら
は
一
時
期
を
示
す
遺
物
で
は
な
く、
数
時
期
に
ま
た
が
る
遗
物
が
出
土
し
て
い
る 

こ
と
が
わ
か
る。
こ
れ
ら
の
層
の
中
で、
最
も
重
要
な
の
が

⑪
層
で
あ
る。
そ
れ
は、
貯
木
場
の
部
材

•
木
製
品
や
水 

汲
み
場
を
包
含
し、
堤
防
状
遺
構
を
覆
う
堆
積
土
の
最
下
層
に
位
置
す
る
基
本
土
層
だ
か
ら
で
あ
る。
こ
の
層
の
年
代 

を
決
め
る
こ
と
で、
貯
水
池
跡
を
最
も
活
発
に
利
用
し
て
い
た
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

さ
て、

⑪
層
の
須
恵
器

(

第
四
三
図
一
二
九、
一三〇、
一三
七、
一三
八

)
を
見
て
み
る
と、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が 

七
世
紀
後
半
の
時
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る。
土
師
器
を
見
る
と
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
も
の
と
考 

え
ら
れ
る。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら、

⑪
層
は
七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
堆
積
し
た
層
と
考
え
ら
れ
る。

な
お、

⑪
層
で
は
土
器
や
木
製
品
の
他
に、
「秦
人
忍

□
五
斗」
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
一
号
木
簡

(
第
四
六
図 

一五四

)
や
鞴
の
羽
ロ

 
(

第
四
五
図
一
五
三

)
な
ど
重
要
な
資
料
が
多
く
出
土
し
て
い
る。
一
号
木
簡
の
時
期
が
七
世 

紀
後
半
〜
八
世
紀
初
頭
と
す
れ
ば、
こ
の
段
階
に
は
鞠
智
城
が
米
を
税
と
し
て
受
け
取
る
よ
う
な
施
設、
つ
まり
は
役 

所
的
な
機
能
を
持
ち
始
め
た
時
期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い。
鞴
の
羽
ロ
の
存
在
は、
七
世
紀 

後
半
〜
八
世
紀
初
頭
以
前
に、
鞠
智
城
内
で
鍛
冶
を
行
つ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る。
近
年、
岡
山
県
総
社
市
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第36図貯水池跡出土遺物(2)
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第37図貯水池跡出土遺物(3)
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第38図貯水池跡出土遺物(4)
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第39図貯水池跡出土遺物(5)
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第40図貯水池跡出土遗物(6)



第41図貯水池跡出土遺物(7)
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第42図貯水池跡出土遗物(8)
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第43図貯水池跡出土遗物(9)
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第44図貯水池跡出土遺物（l〇)
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第45図貯水池跡出土遺物（11)
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第47図貯水池跡出土遺物（13)
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百済系菩薩立像（S=1/2)

第48図貯水池跡出土遺物（13)
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の
鬼
ノ
城
で
は、
鍛
冶
場
跡
が
検
出
さ
れ
て
い
る。
鞠
智
城
で
も
同
様
の
锻
冶
場
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る。

ま
た
貯
木
場
周
辺
の

⑪
層
か
ら
は、
暗
文
処
理
の
施
さ
れ
た
土
師
器
椀

(
第
四
四
図
一
四
四

)、
礫
を
打
ち
付
け
て 

割
ら
れ
た
よ
う
な
状
況
で
出
土
し
た
土
師
器
皿

(
第
四
四
図
一
四
三

)、
男
性
器
形
木
製
品

(

第
四
六
図
一
五
六

)
な 

ど
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら、
祭
祀
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
測
で
き
る。

⑪
層
よ
り
上
層
で
は、
木
材

•
木
製
品
や
祭
祀
的
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い。
破
損
し
た
よ
う
な
土
器、
瓦が 

出
土
す
る
だ
け
で
あ
る。
そ
の
た
め、
八
世
紀
前
半
頃
か
ら
徐
々
に、
貯
木
場
や
水
汲
み
場
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て 

い
き、
最
終
的
に
は、
破
損
し
た
土
器
や
瓦
を
廃
棄
す
る
場
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

◊
そ
の
後、
自
然
堆
積
に
よ 

っ
て
池
自
体
が
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

そ
の
他、
池
尻
部
で
は
百
済
系
菩
薩
立
像

(

第
四
八
図
一
七
〇

)
が
出
土
し
た。
そ
の
諸
特
徴
か
ら
百
済
系
の
も
の 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た。
こ
れ
は、
『日
本
書
紀』
の
「大
野
城、
基
肄
城
は
百
済
か
ら
の
亡
命
貴
族
が
築 

城
を
指
導
し
た」
と
い
う
記
述
に
見
ら
れ
る、
古
代
山
城
の
築
城
に
百
済
の
亡
命
貴
族
が
関
与
し
て
い
た
と
い
う
事
象 

が
鞠
智
城
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
補
完
材
料
に
な
っ
た。
仏
像
は
池
尻
部
池
岸
の
最
下
層

(
一三層
) 

か
ら
出
土
し
て
い
る。
こ
の
層
か
ら
は
七
世
紀
半
ば
頃
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
た
め、
築
城
期
に
堆
積
し
た
層
で
あ 

る
と
い
え
る。
よ
っ
て、
仏
像
も
築
城
期
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。

三城門跡鞠
智
城
跡
で
は、
現
在、
池
ノ
尾、
堀
切、
深
迫
の
三
箇
所
で
城
門
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
で
は
各
門
跡
に 

つ
い
て
紹
介
す
る。
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池
ノ
尾
門
跡 

①
遺
構

池
ノ
尾
門
跡
の
南
西
側
は、
米
原
台
地
の
東
端
か
ら
西
方
へ
派
生
す
る
低
山
の
痩
せ
尾
根
が
連
な
っ
て
い
る。
その 

尾
根
の
南
面
は、
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
の
急
峻
な
崖
地
形
と
な
っ
て
お
り、
城
域
南
の
外
郭
ラ
イ
ン
で
あ
る。
こ
の
尾
根 

を
「南
側
土
塁
線」
と
呼
称
し
て
い
る。
対
し
て
北
東
側
は、
標
高
一
六
五
メ
ー
ト
ル
の
灰
塚
か
ら
南
西
方
向
に
派
生 

す
る
尾
根
が
池
ノ
尾
門
ま
で
延
び
て

お

り
、

古
く
か
ら
土
塁
線
と
し
て
認
識
さ
れ

て

い

た
。

池
ノ
尾
門
は
こ
の
南
側
土 

塁
線
と
北
東
側
か
ら
延
び
る
尾
根
と
に
は
さ
ま
れ
た
谷
部
の
「く
び
れ」
に
位
置
す
る。

池
ノ
尾
門
跡
は、
こ
の
箇
所
に
存
在
す
る
門
で

あ

る

。

東
か
ら
北
西
方
向
に
延
び
る
谷
が
存
在
し、
発
掘
調
査
に
よ 

って、
幅
ニ
〇

メ

ー

ト
ル
の
最
狭
部
を
塞
ぐ

よ

ぅ

に

門
と
石
墨
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た。
現
在、
この
部 

分
の
南
端
に
は
塩
井
川
が
西
流
し、
ま
た
そ
の
北
側
に
は
水
路
が
造
ら
れ
て

い

る

。

そ
れ
ら
を
流
れ
る
水
は、
この
谷 

部
の
最
狭
部
を
通
っ
て
城
外
に
流
れ
出
る
形
と
な
っ
て

い

る

。

川
も

水
路
も

近
世
の
土
木
工
事

に

よ

る

も

の

で

あ

る

。

池
ノ
尾
門
跡
周
辺
は、
谷
筋
で
通
路
に
適
す
る
こ
と、
南
側
の
谷
部
全
体
の
水
が
集
ま
る
こ
と、
東
側
に
耕
作
に
適 

し
た
比
較
的
広
い
平
坦
地
が
所
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら、
後
世
に
大
規
模
な
開
削
あ
る
い
は
自
然
災
害
が
及
ん
だ
箇
所 

と
判
断
さ
れ
る。
さ
ら
に、
現
在
は
舗
装
さ
れ
た
市
道
が
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら、
全
体
解
明
が
困
難
な
状
況
で
あ
る。 

な
お、
こ
の
市
道
は
椎
持
往
還
に
つ
な
が
っ
て
い
る。

石
塁
石
塁
は
谷
に
直
交
す
る
形
で
北
東
か
ら
南
西
に
向
か
っ
て
延
び
る。
石
塁
の
基
底
部
に
つ
い
て
は、
石
塁
前
面 

と
背
面
に
そ
れ
ぞ
れ
石
列

(
前
面
石
列

•
背
面
石
列

)
を
検
出
し
て
お
り、
基
底
幅
は
九

•

六
メ
ー
ト
ル
を
測
る。
石 

塁
の
平
面
形
状
は、
前
面
石
列
の
南
西
側
が
や
や
西
側
に
緩
や
か
に
力
ー
ブ
を
描
い
た、
南
東
に
向
か
っ
て
弓
な
り
の
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形
状
に
な
る。
基
底
部
よ
り
上
の
状
況
は
明
ら
か
で
は
な
い
が、
石
塁
内
外
に
面
調
整
を
施
し
た
石
材
が
多
数
散
在
し 

て
い
る
こ
と
か
ら、
本
来
は
数
段
石
積
み
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る。

【石
塁
の
前
面
】
石
塁
前
面
の
中
央
付
近
よ
り
や
や
南
西
側
に、
約
三

•
五
メ
ー
ト
ル
分
の
前
面
石
列
を
検
出
し
た。 

原
位
置
を
保
つ
も
の
と
し
て
確
実
な
の
は
四
石
で
あ
る。
石
材
は
多
様
で、
北
東
端
の
石
材
は、
最
大
長
約
一
四
〇
セ 

ン
チ
メ
ー
ト
ル、
幅
九
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
型
石
材
で、
約
一
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
短
辺
を
外
側
に
向
け
る。 

そ
の
西
隣
は、
長
軸
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、
短
軸
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
石
材
を
横
置
き
に
す
る。
こ
れ
は、
後 

述
す
る
背
面
石
列
を
構
成
す
る
石
材
と
似
た
形
状
で
あ
る。
次
に、
長
軸
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、
短
軸
四
〇
セン
チ 

メ
ー
ト
ル
の
石
材
で、
石
塁
前
面
側
に
や
や
湾
曲
し
た
割
面
を
持
つ。
さ
ら
に、
約
ニ
五

X

ニ
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大 

と
約
四
〇

x
ニ
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大
の
石
が
縦
列
で
置
か
れ
る。
そ
の
ニ
石
を
は
さ
み、
長
軸
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト 

ル、
短
軸
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
石
塁
前
面
側
に
割
面
を
も
つ
石
材
が
置
か
れ
る。
石
材
は、
北
東
側
か
ら
ニ
石
目 

の
み
花
崗
岩
で、
そ
の
他
の
安
山
岩
系
の
石
材
で
あ
る。
土
層
観
察
で
地
山
直
上
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、
いず 

れ
も
石
塁
基
底
部
を
構
成
す
る
石
材
と
判
断
で
き
た。
こ
れ
ら
の
石
材
の
配
列
は、
北
東
端
の
石
材
と
そ
の
西
脇
の
石 

材
間
に
約
ニ
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
隙
間
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の、
そ
の
西
の
石
材
と
の
間
に
は
隙
間
が
な
い。
各石 

材
上
面
の
高
さ
は、
北
東
端
の
石
材
の
み
石
積
み
ニ
段
分
の
高
さ
に、
西
側
ニ
石
に
つ
い
て
は
割
面
で
面
を
合
わ
せ
よ 

ぅ
と
い
ぅ
意
識
が
見
て
取
れ
る。

【石
塁
の
背
面
】
石
塁
背
面
の
中
央
付
近
の
地
点
で
は、
約
ニ

•
八
メ
ー
ト
ル
分
の
背
面
石
列
を
検
出
し
た。
い
ずれ 

も
花
崗
岩
で、
形
状
の
よ
く
似
た
三
石
で
構
成
さ
れ
る。
石
材
は、
北
東
側
か
ら、
約
九
〇

x
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、 

約
一
〇
〇

x
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、
約
七
五

X

四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
平
面
長
方
形
の
も
の
で、
基
底
面
を
構
成
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す
る
石
材
で
あ
る。
石
材
の
配
列
に
つ
い
て
は、
北
東
端
の
石
材
と
次
の
石
材
と
の
間
に
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル、
その 

次
の
石
材
と
の
間
に
約
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
隙
間
が
認
め
ら
れ
る。
三
石
の
上
面
高
は
ほ
ぼ
揃
え
ら
れ
た
状
況
に 

あ
る
が、
石
塁
背
面
は
不
揃
い
と
な
る。

【石
塁
内
部
】
大
小
の
石
を
裏
込
め
し
た
状
況
が
認
め
ら
れ
る。
前
面
石
列
と
背
面
石
列
と
の
比
高
差
は、
そ
の
上面 

に
お
い
て
三
〇
〜
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
と
な
り、
前
面
石
列
の
北
東
端
の
大
型
石
材
の
上
面
と
は
ほ
ぼ
同
レ
べ 

ル
に
な
る。
石
塁
構
築
の
際、
ほ
ぼ
平
坦
に
地
山
整
形
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る。

石
塁
の
北
東
側、
南
西
側
斜
面
へ
の
取
り
付
き
部
に
つ
い
て
は、
北
東
側
は
明
言
で
き
な
い
が、
南
西
側
に
つ
い
て 

は、
塩
井
川
北
東
岸
ま
で
花
崗
岩
の
岩
盤
が
突
出
し
た
状
況
で
延
び
て
お
り、
そ
れ
を
取
り
込
み
な
が
ら
石
塁
を
築
い 

て
い
た
状
況
が
見
て
取
れ
る。

【通
水
溝
】
石
塁
に
直
行
す
る
形
で
検
出
さ
れ
た。
取
水
ロ
は
谷
の
中
央
付
近
に
設
け
ら
れ
て
い
る
が、
そ
こ
か
ら
北 

東
側
の
尾
根
裾
寄
り
に
延
び
て
い
る。
取
水
ロ
が
背
面
石
列
の
延
長
線
上
か
ら
約
七

•
五
メ
ー
ト
ル
南
東
側
の
地
点
に 

設
置
さ
れ
て
い
る
の
で、
少
な
く
と
も
全
長
一
六
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
石
塁
の
基
底
部
は
約 

九
丄
ハ
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
る。
取
水
ロ
の
蓋
石
は
前
方
に
落
ち
込
ん
で
い
た
が、
そ
れ
に
続
く
七
石
の
蓋
石
が
原 

位
置
を
保
っ
て
い
た。

通
水
溝
の
側
壁
は、
小
口
部
を
内
面
に
向
け
て
平
滑
に
し
た
数
段
の
石
積
み
に
よ
り
構
成
さ
れ、
内
法
幅
約
六
〇
セ 

ン
チ
メ
ー
卜
ル
を
測
る。
蓋
石
に
は
花
崗
岩
あ
る
い
は
安
山
岩
系
石
材
を
使
用
し、
前
後
隙
間
な
く
横
架
し
て
い
る。 

特
に、
取
水
ロ
の
蓋
石
に
は
花
崗
岩
を
使
用
し、
蓋
石
前
面
及
び
上
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
て
い
る。
蓋石
上面
に
つ
い 

て
は、
取
水
ロ
の
も
の
を
除
き、
揃
え
る
よ
ぅ
な
意
識
は
働
い
て
い
な
い。
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通
水
溝
の
埋
設
に
当
た
っ
て
は、
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
幅
の
溝
が
掘
ら
れ
て
お
り、
側
壁
と
の
間
に
一
〇
〜
ニ
〇
セン 

チ
メ
ー
ト
ル
大
の
石
を
裏
込
め
し
て
い
る。
蓋
石
の
上
部
に
灰
青
色
の
粘
質
土
を
貼
っ
た
よ
ぅ
な
状
況
も
部
分
的
に
認 

め
ら
れ
る。

【導
水
溝
】
取
水
ロ
の
前
面
で
は、
南
東
方
向
に
延
び
て
く
る
導
水
の
た
め
の
溝
を
検
出
し
た。
底
幅

一

•

〇
〜
 

一
*

一 

メ
ー
ト
ル、
深
さ
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
断
面
逆
台
形
を
呈
す
る
溝
で、
側
壁
を

ニ
段
程
度
の
石
積
み
と
し
て 

い
る。
た
だ、
取
水
ロ
に
向
け
て、
北
東
壁
が
直
線
状
に
延
び
る
の
に
対
し
て
南
西
壁
は
内
傾
し
な
が
ら
狭
ま
り、
取 

水
口
蓋
石
の
現
位
置
か
ら
ニ
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
と
こ
ろ
で
幅
が
通
水
溝
と
同
幅
の
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と 

な
る。
南
西
壁
の
高
さ
も
徐
々
に
高
ま
る
傾
向
に
あ
り、
取
水
ロ
付
近
で
約
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
と
な
り、
三 

段
の
石
積
み
が
認
め
ら
れ
る。

②
遺物

数
十
点
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
が、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
破
片
資
料
で
あ
る。
石
塁
が
検
出
さ
れ
た
箇
所
の
埋
土
の 

中
に
中
世
土
師
器
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、
中
世
以
降
に
な
ん
ら
か
の
要
因
で
石
塁
が
崩
壊
し
た
も
の
と
考
え
ら 

れ
る。そ

の
崩
壊
の
さ
ら
に
下
部、
石
塁
基
底
部
直
上
や
石
塁
背
面
の
遺
構
面
直
上
な
ど
で、
須
恵
器、
土
師
器、
瓦な 

ど
が
出
土
し
て
い
る

(

第
五
〇
図
一
七
一
〜
一
八
ニ

)。
こ
れ
ら
は、
七

lit

紀
後
半
〜
九
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
り、 

池
ノ
尾
門
の
存
続
時
期
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

(
ニ
)

堀切門跡 

①
遺構
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堀
切
門
跡
は
鞠
智
城
跡
の
南
側
に
位
置
す
る。
こ
こ
は、
東
西
に
延
び
る
舌
状
丘
陵
か
ら
南
東
方
向
に
開
口
す
る
浅 

い
谷
地
形
に
所
在
す
る。
古
く
か
ら
堀
切
集
落

(

菊
池
市
木
野

)
と
米
原
集
落

(
山
鹿
市
菊
鹿
町

)
と
を
結
ぶ
連
絡
路 

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り、
谷
の
開
口
部
か
ら
堀
切
状
地
形
を
通
る
道
と
な
っ
て
い
る。
こ
れ
は、
こ
こ
が
丘 

陵
の
南
斜
面
の
う
ち
唯
一
の
谷
地
形
で、
南
か
ら
北
へ
の
丘
陵
越
え
の
最
も
容
易
な
箇
所
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
も 

の
と
思
わ
れ
る。

【門

跡

】

後
世
の
通
路
に
伴
う
削
平
に
よ
り、
大
部
分
の
地
盤
は
消
失
し
て
い
た
が、
堀
切
の
壁
際
か
ら
門
の
支
柱
と 

思
わ
れ
る
柱
穴
一
基
が
確
認
さ
れ
た。
掘
形
の
三
分
の
ニ
は
削
平
さ
れ
て
い
た
が、
柱
穴
は
一
辺
八
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト 

ル
の
方
形
を
な
し、
深
さ

 

一
•

〇
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
っ
た。
柱
痕
跡
は
直
径
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る。
その 

前
後
か
ら
は
柱
穴
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら、
構
造
的
に
ニ
脚
の
門
構
造
が
想
定
さ
れ
る。
ま
た、
柱
穴
の
掘 

込
み
面
と
下
方
の
道
路
と
の
比
高
差
が

 

一
*

一
メ
ー
ト
ル
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
門
の
直
前
に
階
段
を
付
設
し
た
可 

能
性
が
あ
る。

従
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
門
礎
石
に
は、
一
石
に
軸
摺
り
穴
が
ニ
つ
あ
り、
全
国
で
も
類
例
が
な
い
と
い
う、
かな 

り
珍
し
い
も
の
で
あ
る。
門の幅は約一一

•

七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る。
こ
の
門
は
菊
池
の
隈
府
に 

つ
な
が
っ
て
お
り、
鞠
智
城
の
正
門
と
見
な
さ
れ
る。

【登

城

道

】

南
西
壁
際
の
堀
切
状
地
形
を
通
る
経
路
上
に、
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
で
検
出
さ
れ
た。
登
城
道
の 

傾
斜
角
は
ニ
〇
度
で、
城
壁
下
位
付
近
で
屈
曲
を
伴
っ
て
い
る。
地
山
の
凝
灰
岩
を
堀
切
状
に
削
り
出
し、
礫
面
に
粘 

質
土
を
貼
り
付
け
て
路
面
を
成
形
す
る。
道
幅
は、
一八〇
〜
ニ
七

◦
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
一
定
し
な
い。
側
溝
は
両 

側
溝
と
片
側
溝
が
確
認
さ
れ
て
い
る。
な
お、
一
部
に
ニ
時
期
の
道
路
面
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め、
鞠
智
城
の
存
続
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時
期
内
に
一
度
道
路
而
を
整
形
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る。 

た
だ、
迫
物
等
の
出
土
が
な
い
た
め、
そ
れ
が
ど
の
時
期 

な
の
か
不
明
で
あ
る。

【城欺
•

】
城
壁
中
断
に
テ
ラ
ス
部
を
設
け
た
ニ
段
構
造
と 

な
つ
て
い
る。
高
さ
一
三
メ
ー
ト
ル、勾
配
四
五
度
で
あ
る。 

城
壁
テ
ラ
ス
部
上
段
の
礫
面
に
加
工
痕
が
検
出
さ
れ
た
こ 

と
か
ら、
削
り
出
し
の
城
壁
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の 

と
な
つ
た。
テ
ラ
ス
部
よ
り
下
は、
版
築
に
よ
る
盛
土
構 

造
の
可
能
性
も
あ
る。

②
遺物

表
土
や
搅
乱
土
か
ら
の
出
土
で
あ
る。
遺
構
に
伴
ぅ
も 

の
で
は
な
い
た
め、
迫
構
の
時
期
を
特
定
す
る
根
拠
に
は 

な
ら
な
い
が、
須
恵
器

(
第
五
ニ
図
一
八
三

)
で
見
る
と 

七
世
紀
後
半
の
迫
物
で
あ
る。
堀
切
門
が
使
用
さ
れ
て
い 

た
時
期
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
ぅ。 

(
三
)

深迫門跡 

①
遺構

深
迫
門
は、
鞠
智
城
跡
の
範
囲
内
で
南
東
部
分
に
位
置
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す
る。
南
方
向
に開口
す
る
浅
谷の
谷頭
近く
にあり、
東
に阿
蘇
外
輪山の
頂
が見
渡せ
る。
近世、
段々
畑とし 

て
利用
されて
い
た
ため、
段
状
地
形
を
なして
い
た。

礎
石
は
「長者
どんの
的石」

と
し
て

知
ら
れ
て
い
た。
鞠
智
城
跡の
第
一

•
三
次
調
査で

も

調
査箇所となって 

いる。
深
迫門
礎石
は原
位置
にあ
る
とされて
い
た
が、
第三次調
査に
よって
原
位置で
は
ない
というこ
とが 

確
認
され
た。

谷底
にはその
地
形
を利用
し
た
登城
道の
存
在
が
確
認
され
た。
この
登城
道は
敷石
を伴う
と予
想され、
南 

側の
尾
根
裾
を通
るこ
と
が
想
定
されて
い
る。
ただし、
この
深
迫門
に限って
は、
これにつ
ながる道路が現 

存し
ない
とい
う
問
題
点
があ
る。

【版
築
土塁】
深
迫地区の
谷間で
は、
そ
の
谷
を
は
さ
ん
だ両
側で
版
築
土
塁
が
検
出
さ
れ
た

(

第
一六次調
査

)。 

この
土塁は
城門
推定
箇所の
両
脇に取り
付いて
おり、
広い
谷部
を
遮蔽す
る目
的で
構
築されて
い
る。
版築 

土塁の
積み
土は
層
厚
が数
セン
チ
メ
ート
ル
単位で、
こ
れ
まで
城内
から検出され
た中で、
最高の技術であ 

る。
城門
推
定
部
を境
に、
北
側の
土塁を北
土塁、
南
側の
土
塁
を南
土
塁
とし
た。

南
土
塁で
は
そ
の
東
側
に
柱
列
が
確
認
さ
れ
た。
ま
た、
北
土
塁の
裾
部で
も
柱
痕
を
持つ、
柱間

 

一
•

八メート 

ルの
柱
穴列
が
七間分
検出され
た。
こ
れ
らの
柱穴は
版
築工
法
に
おけ
る支
柱の
痕
跡で

あ
る
と

考えられ
る。

また、
土塁の
裾
部
には石
敷
き
が存
在す
る。
南
土
塁で
は
三
〇
〜
四
五センチメートル
大の平石
を使用し 

た
土
塁
裾の
石
列
が、
幅
一

*
ーメートルの
範囲に敷かれていた。
北
土
塁で
は、
幅
七〇
〜
八〇
センチメー 

トル
と狭い
範囲
に
な
る。

土
塁
前面
の
柱
穴
と石
敷
きの
関
係は、
土塁を築く際の
版
築工法の
一連の
工程の
中
に組み
込まれて
い
た
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と判断で
きる。

土
塁裾
部
を把
握で
き
たこ
とに
より、
土塁の
延長
方
向
と規
模
が推
定可
能となっ
た。
南土塁は北西方向 

に延
びて
おり、
北
土塁はそ
れ
にほ
ぼ直
角に
折れ、
北
側尾
根の
突
端
部
に取り
付く
と思
われ
る。
ちよう
ど、 

その
角の
部分
が門口
に
な
る
と思
われ
る。
規
模は、
南
土
塁
が
幅
六

•

〇
メートル、
高
さ四

•

〇
メートル、
北 

土
塁
が幅
約
一〇

•

〇
メートル、
高
さ四

•
〇
メ
ート
ル
と推測され
る。

②
遗物

深
迫門
跡
からは、
出
土し
た
遺物
数
が極
めて
少
なく、
時期
を比定で
き
る
よう
な資
料は
存在し
ない。

四 
土
塁
線 

( I
)  

南側土塁線

南
側
土
塁線は、堀切門
跡
から
東西
方
向
に
延
びる痩せ馬
地
形
にあ
る。
標高
一二〇
〜
一三〇
メートルで、 

堀切
門
跡
か
らの
直
線距
離は
五
〇
〇
メ
ートル
に
もなる。
頂
部の
狭い尾
根
がほ
ぼ東西
方向
に延
び、
その南 

北
には
谷地
形
が存
在す
る。

_
然地形その
ま
まで
内
外
を区
画す
る
壁として
の
役
割
を果
たして
い
る。
尾根 

頂
部
が
狭い
地
点で
は
急峻で
あり、
広い
地
点で
は
谷部
まで
尾
根
線
が連
な
る地
形
的特
徴
を
有して
い
る。
外 

城
側
と
の
比
高
差
は
ニ
〇
〜
三
〇
メ
ート
ル
あり、
傾
斜
角
度
は
八
〇
度
とい
う
極
めて
切り
立っ
た地形
を呈し 

ている。
一方、
内
城側
との
比
高
差は
三
〇
〜
三
五メ
ートル、
傾
斜
角度は
七〇度となる。
内城側に比
べ外 

城
側で
は、
比
高
差は
少
ない
もの
の
傾
斜
は
や
や
きつ
く
な
る。
この
地
形
的特徴
を
上手く
利用す
るこ
とで、 

防
御
力
を高
く
して
い
るこ
と
がう
か
がえ
る。
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土
塁
線
の
ト
レ
ン 

チ
調
査
に
よ
っ
て、 

阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
の 

上
部
に
粘
質
土
を
交 

互
に
盛っ
た
版
築
土 

塁
が
確
認
さ
れ
た。 

部
分
的
に
は、
棚状 

の
平
坦面
を
持つ
ニ 

段
築
成
の
土
塁
が
検 

出
さ
れ
て
い
る。
版 

築
が
施
さ
れ
る
箇
所 

に
お
い
て
は、
地山 

を
階
段
状
に
削
り
出 

し、
そ
の
上
部
に
版 

築
土
塁
が
構
築
さ
れ 

る。
版
築
そ
の
もの 

は
強
固
な
もの
と
は 

い
い
難
い。
な
お、
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ト
レン
チ調
査は同
一尾
根
状の
五
〇
〇
メ
ート
ル
離
れ
た
箇
所で
行つ
て
おり、
どちらで
も同
様の版築土塁が 

確
認
され
た。
その
ため、
土
塁は
南
側
土
塁
線す
べて
に
土墨
が築
かれて
い
た可
能性
があ
る。

南
側
土
塁
線
より
北
東
方
向
の
東
縁
に

-;
馬
こ
かしの
石
垣

j

 r

三枝の石
垣」
といぅ
二つの石
塁が所在す
る。 

昭
和四
ニ
年度の
測
量
調
査が
実
施され
た
際、
一部に矢穴の
痕跡が確認されてい
る。
後世の石
垣との見方 

もあり、
鞠智
城
時
代の
遗
構
として
は
認
識
され
ない
ま
ま現
在
に至つ
て
い
る。

(
ニ
)

西側土塁線

西
側
土
塁線は、
灰
塚
か
ら北
に
延
びる山の
庵
根
筋
をい
い、
そ
の
北
端
部
に
当
た
る
「佐官
どん」
までの約 

四八〇
メ
ート
ルの
区間
を指す。
南
側
土
塁
線
と同
様、
土塁的景
観
を
色濃く
残す
地
域で
あり、
昭和四ニ年 

度の
第
一
次
調
査
時
か
ら
注目
さ
れて
き
た
箇
所で
あ
る。
第三、
一四次調
査で
外郭構造の
解明
に係る調
査が 

実
施さ
れて
い
る。

土
塁
線
が所
在す
る山の
尾
根
は、
城の
中
心域
とさ
れ
る長

#
原
地区
から北
に派
生して
おり、
南から長者 

山、
灰塚、
涼
みヶ
御
所、
佐
官
どん
といつ
た頂
が
連
なり、
標
高
一
五
〇〜一七

 

一メートルの間で
上下する 

比
較
的起
伏
に
富
ん
だ地
形
と
な
る。
灰
塚
から北
は、
南
から北へ
徐
に々高く
な
る地
形
を呈して
おり、
その 

北
端
と
な
る
「佐官
どん」
は城内最
高点の
標高
一七

 

ーメートルである。
また、
尾
根線は、
東西数箇所の 

谷
に
より
内
外
に
複
雑
に入り
組
ん
だ地
形
と
な
る。

鞠智
城
跡の
外
郭
線
につ
いて
は、
佐
官
どんの
突
端で
東
に向
き
を
変
え、
長者原の
台地から北に開口す
る 

深
谷へ
と至
るラ
イン
が
想定
されて
い
る。

佐
官
どん周
辺の
発掘
調
査で
は、
五

b
ト
レン
チ
か
ら
六
卜
レン
チ
まで
の
約五〇
メートルの区間
において
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版
築
土
塁を検出し
た。
地山
を
鉤状
に
削り
出し、
その
上に
盛土す
る内托
式の
土塁で、
裾部に石
列
を配す。 

高
さ
三
•

三
メートル以
上、
外
斜面
の
傾
斜
角
七〇
度
以
上の
土
塁が
残存す
る。

盛土につ
いて
は、
棚
状平
坦面
な
ど、
切
土奥
壁の
変
化点
に
合わせ
た形で
その
様相
に
差異
が
生じて
おり、 

大ま
か
には
三
段
に区分で
き
る。
下
から
一段目
は、
基底面
奥端
か
ら
比
高
差三
〇
〜三五センチメートル
上 

の
棚
状平
坦面
に
合わせ
たし
まり
の
あ
る
粘性
土と真
砂
土の
互層
盛土か
ら
な
る。
切
土

•
盛土により
整形さ 

れ
た
基底面
には
粘質
土を貼り、
その
端
部
には
土留
めの
ための
石
列
を配す。
ニ段目は比較的しまりのあ 

る粘質
土と真
砂
土の
互層
盛土から
な
る。
三
段目
は
粘性
土の
互層
となり、
約五〇
センチメートル以
上盛 

土し
た
もの
と思
われ
る。

土塁頂
部
と裾
部
か
ら、
版
築の
支
柱
穴
と思
われ
る
柱
穴
列
を
検
出
し
た。
対
を
なす
もの
と判断され、
その 

距
離
は
芯々
で
約
六

•
三
メ
ート
ル
を測
る。
柱
穴
間
の
距
離
は、
頂
部で
一

*
ニ〜ニ

*
ニメートル、
裾
部で
ニ

*

メ
ー
ト
ル
と

多
様で
あり、

g
然地
形
に
応
じた配
置
が
想定
され
る。
また、

こ
れ
ら

支柱は、
土塁構
築後、
抜 

き取
ら
れ
た
よぅで
あ
る。

土
塁
背面の
整形
につ
いて
は、
平
坦面
や
痩せ尾
根
上で
は、
削り
出し
に
より
城内
側
に内
傾す
る
が、
背後 

に地
形
的高
まり
が認
められ
る
箇所
につ
いて
は、
その
手
前に溝
を掘
るこ
とで
対応して
い
る。
検出された 

石
列は、
南
か
らの
雨
水の
流れ
を
土
塁
とは
逆方
向
に向け
る
ための
側
壁
とす
る見
方
があ
る。

五
鞠
智
城
以
前
の
建
物
跡

長
者原
地区
を
中
心に
鞠
智
城
時
代の
建
物
跡
が
七ニ
棟
検
出されて
い
る
が、
この
ほかに弥生、
古墳時代の
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住居
跡
も
十数
軒
検
出されて
い
る。

竪穴
住居
跡はその
ほ
とん
どが平
面
プラ
ン
を
確
認
し
たの
みで、
掘り下
げは
行わ
ずに埋め戻されてい
る 

ため、
確
実
な
時期
を特
定す
るこ
とはで
き
ない。
また、
鞠智城時代の面よりー卜位の層は調査されていな 

いため、
弥
生

•
古
墳
時
代の
住居
跡
が何
軒あ
っ
たの
か正
確
には
わ
か
ら
ない。

し
かし
ながら、
平面
プラ
ン
を
確
認し
た段
階で、
焼
土や
粘
土塊の
存
在
から明
ら
かに

®
を備え付けてい 

ると考えられ
る
住居
跡
があり、

そ
の

周
辺や
一部
掘り
下
げ
た
住居
跡の
覆
土か
ら

T
K

四三〜ニ一七型式併 

行
の
須
恵
器
や
須
恵
器
模
倣
の
土
師
器
坏

(

第
五
六図
一八
六〜
一
九
七

)
が多数
出
土して
い
るこ
とから、
六世 

紀
後半
〜
七世
紀
前半の
住居
跡
が
確
実
に
数
軒
存
在す
るこ
と
が
判明
し
た。
この
時期は、
ちょう
ど鞠智城築 

城の
直
前段
階
に
当
た
る。
また、
先
述し
た
七ニ
棟の
建
物
跡の
う
ち、
三

•
五
•

六号建物跡からは
七世
紀前半 

から
中頃の
遺物
が
出
土して
い
る。
この
ょう
な住居
跡や建物跡及
び遗物の
存在に
より、
古墳時代後期後 

半
から
鞠智
城
築
城
直
前段
階
に米原
台地
上で
人
々
が
生活
を
営
んで
い
た
とい
う
こ
と
がわ
か
る。

こ
れらの
人々
は、
鞠智
城
築城
につ
いて
も
なん
ら
かの
か
か
わり
を
持って
い
た
と
考え
られ
る。





IV

考

察





一
建
物
遺
構の
時
期
区
分
と
変
遷 

(I
) 

概要

鞠智
城
跡で
は、
昭
和四
ニ
年
度
か
ら
続
く
発掘
調
査で
検
出
し
た建
物
跡は、
長
者原
地区
を中心に
七ニ楝分 

(
ぅ
ち
六
棟は
上原
地
区、
八
棟は
長
者山
地
区

)
を数
え
る。
そ
れら建物跡の
所属
年代
と時期
的変遷
につ
い 

ては、
これまで、
既
報
告の
中で、
遗
構の
切り
合い
状
況
や
層
序、
出
土遺物等から
個別
に
論
じられて
きた。 

総
括
的
な
もの
として
は、
『第二
次
鞠智
城
跡
保
存
整備
基本
計画』

(
平
成
一四
年三月
策定

)
におけ
る、
第

I 

期
(

七世
紀
中
葉
〜
六
九
八
年

.

創
建
期
〜
修
理
期

)、
第

n
期
(

六
九八
年〜
八世
紀
後半

•
全
盛期
)、

第
m

期
(

八 

世
紀
末
〜
消
滅

•
衰退期

)
の
三
期
に
時期区
分
し
た
もの
が挙
げられ
る
が、
これは各建物跡における掘形の 

覆
土内
や
整地層
か
ら
出
土し
た
遺物
等の
年
代
に
基
づく
もの
で
あ
っ
た。

こぅし
た中、
今回、
既
報
告の
調
査成
果
を
整理す
る
に
当
たり、
各
建物
跡
につ
いて、
建物方向、
先後関 

係
に
主眼
を置
いて
見
直
し
を
行っ
た。
ここでは、
そ
れ
を
踏まえ
た時期区分
と変遷
案
を提示
し
たい。

(
ニ

)
これまでの調査成果

建
物
跡
七ニ
棟分
の
内
訳
は、
掘
立柱
建物
跡四
七棟、
礎石
建
物
跡ニ
五
棟で、
建物規
模、
柱配置、
柱間寸 

法
に
より
細分
化
され
る。
た
だし、
こ
れ
ら
建物
跡の
棟数及
び形状
につ
いて
は、
発掘
調
査以
前の
昭
和四
〇 

年
代初
期
に
おけ
る長
者原
地
区で
の
開田
工
事
や長
者山
西
側の
開
墾の
影
響で、
遺構が消失あ
るいは削平す 

る事
態が
生じて
おり、
そ
れ
を
考慮
し
た見
方
が
必要
で
あ
る。

各
建
物
跡の
所属
年
代
と
時
期
的変
遷
につ
いて
は、
こ
れ
までの
発掘調
査で、
遺構の
切り
合い
状況、
層序、
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出
土
遺
物
等
に
より
部分
的に
検討
されて
き
た。
そ
れ
に
か
かわ
る成果
をま
とめ
る
と、以下の
とおり
となる。 

【第四
次
調
查】
宮
野
礎
石
群

(
四
九号

)
•

長
者
原
礎
石
群

(
五〇
号

)
の
調
査が実
施され
た。
四
九号は、
そ 

の
規
模
か
ら長
倉
形
式の
建物で
あ
るこ
と
が判明
し、
また、
五〇
号は、
炭化し
た米、
木材片などの
検出状 

況
か
ら
焼
失
し
た
建
物
と推
定
され
た。

【第
七次
調
査】
宮
野
礎
石
群

(
四
九号

)
の周
溝内から、
お
お
む
ね
平
安
時
代
前
期の
須
恵器

•
土師器、
七世 

紀代の
瓦
類
が
出
土し
た。

【第
一
〇
〜
一二次調査】
一号
〜
一
九号
建
物
跡の
調
査
が実
施さ
れ、
い
ずれの
建物
跡
も、
柱掘形の
覆土 

内
と周
辺の
出
土遗
物
か
ら、
お
おむね
七世
紀
後半の
年
代
が与
え
られ
た。
さらに、
遺構の切り
合い状況か 

ら、
四
号

(

礎石
建
物の
整地
層

)
丨
三
号

(
小
型の
掘
立
側
柱
建
物
跡

)、
一
八
号

(

大
型の
掘
立側
柱
建
物
跡

) 

—
1

七
号
(

大
型の
掘
立側
柱
建物
跡

)
への
変遷が認められ、
このう
ち一八号
から
一七号への
変遷は、
掘 

形の
覆
土
色に
差異
が無いこ
とから、
一八号の
廃絶直後に一七号の
建て
替え
が

あ
つ
た
と

推定され
た。

ま
 

た、
並列
す
る
九
号
と
一
〇
号

(
幅
ニ
•

四
メ
ート
ル

)、
一
六
号
と
一
七
号

(

幅
五
メ
ート
ル

)
はそれぞれ同
時 

期の
建
物
と位置
づけ
られ
た。

【第
一三
次
調
査】
ニ〇号
〜
三
五号
建
物
跡の
調
査が実
施され、
南北
二
箇所
に
約
五

◦
メートルの間隔で配 

置
され
た八
角形
建物
跡は、南
側
で
三
二
号

(

掘
立柱
建物
跡

)
4
三
三
号
(

掘
立柱建物跡

)、北
側
で
三
一
号

(

掘 

立柱建
物
跡

)
4
三〇
号

(

礎石
建物跡

)
への
変遷が認められた。
このう
ち南側の
建物跡は、

^一

柱の掘形 

覆
土内の
出
土遺物
から、
再
建
期
も
含めて
八世
紀
を下
ら
ない
年代
と考え
られ
た。
このほかに、
遺構の切 

り
合い
から、
三
五
号

(

柱掘
形
一
基

)
4
ニ
ニ
号
(

小
型礎石
を伴う
礎石
建物
跡

)
4
ニ
ー
号
(

大型礎石建物
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跡
)

や、二
八
号

(

小
型の
掘
立側
柱
建
物
跡

)
丄
ニ
九
号

(

礎
石
•

掘
立柱
併用
建物
跡

)
への
変遷が認められた。 

また、
建
物
構
造の
類
似
性
から、
ニ
六号
と八号、
ニ四
号
とニ
七号
が同
時期の
建物
と推定
され
た。
ちなみ 

に、
ニ〇
号、
ニ
ー
号

(

大
型礎石
建
物
跡

)
につ
いて
は
出
土遺物
から
七世
紀後半の
年代
を推定して
い
る。 

【第
一四
次
調
査
】
三
六
号
〜
四
四
号
建
物
跡
の
調
査
と、
長
者
山
の
東
側

(
共同
墓
地

)
に所在す
る四
五号〜 

四
八
号
の
測
量
が
実
施
さ
れ
た。
三
六号
につ
い
て
は、
礎石
地
業
穴
内の
出
土
遺物
か
ら
九
世
紀
末の
年
代
が
与 

えられ、
鞠
智
城
の
終
末
期
に
該
当す
る
建
物
跡の
存
在
が
初
め
て
明
ら
か
と
なっ
た。
併せて、
その下層遺構 

として、
三
七
号

(
小
型
礎
石
を
伴
ぅ
礎石
建
物
跡

)、
三
八
号

•
三
九
号
(

小
型の
掘
立
総
柱
建
物
跡

)、
四〇
号 

(

大
型の
掘
立総
柱
建
物
跡

)
が確認
されて
い
る。
この
ほか、
構
造は異
なるが、
建物
方
向
が同
一の
四
一号、 

四
二号、
四三号が、
同
時期の
建物
と推定
され
た。

【第
一五
次
調
査】
上原
地
区の
集
落
寄り
に
おい
て、
五
一号
〜
五四
号
建物
跡の
調
査が実
施され
た。
幅
三

. 

三
〜
四

•
〇
メ
ート
ルで
隣
接す
る
五三
号
と五四
号
は
桁
行方
向
に
違い
があ
るこ
とか
ら、
並列す
る建物で
な 

い
と考えられ
た。

【第
一
七次
調
査】
五〇
号
建物
跡の
再
調
査が実
施さ
れ、
礎石
基底部に根石
を環状に配
して
礎石
を据える 

といぅ

技
法
が
確
認
され
た。
この
技
法はニ
〇
号
〜ニ
ニ
号、
三
七号、
四
九号の
一部で
採用
されて
い
る。
ま 

た、
建
物
方
向
が三
〜
四
度の
振
れ
に
と
どま
るニ
ニ
号、
二三号、
ニ六号は、
ほ
ぼ同
一方向を示すこ
とが指 

摘
され
た。

【第
一八
次
調
査】
五
五号
〜
五八
号
建
物
跡の
調
査が実
施さ
れ、
五
六号
につ
いて
は、
整地層及
び礎石
据え 

付け
穴
に混
入
し
た
遺
物
か
ら、
八世
紀
後半
か
ら
九世
紀
前半
を下
限
とす
る年代
が与
え
られ
た。
また、
五六
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号
の
下
層
に
も
先
行
す
る
建
物
の
整
地
層
が
確
認
さ
れ
た。
この
ほ
か、
柱
掘
形
の
平
面
形
や
覆
土の
差異
か
ら、 

五
七号—
五
五
号

•
五八号の
変遷
が
考え
られ
た。

【第
一
九
次
調
査】
三
六号
〜四
〇
号周
辺の
再
調
査と、
五
九号
〜
六六号
建物跡の
調
査が実
施され
た。
遺構 

の
切り
合い
か
ら、
四〇
号

(

創
建
期
あ
るい
は
そ
れ
に
近い
時期

)
4
六
号
溝

(
三
七
*

ニ八
.

三九号のいずれか 

の
側溝

)
—
七
号
溝

(
三
七
•

三
八
•

三
九号の
い
ずれ
かの
側溝

)
丄
三
六
号

(

九世
紀末

)
と、
四期に区分でき 

る変遷
が明
ら
か
と
なつ
た。
三
七号
は
小
型礎石
を
伴ぅ
礎石
建
物
跡で、同
じく
大
型礎石
建物跡への
変遷は、 

六
五
号—
五九号、
六
六号—
六四
号で
も
確
認
され
た。
さらに、
五九号
と五六号下層
遺構は層序的に同
時 

期
と位
置
づけ
ら
れ、
六
五
号

(
八世
紀
中頃
から
後半以
前

)
丄五
九
号

•
五
六
号
下
層
遺
構

(
八世
紀後半以
前

) 

I
五
六
号

(
八世
紀
後半〜
九世
紀
前半

)
の
変遷
が考えられ
た。

また、
長
者
原
地
区
の
北
側
に
位
置
す
る
「管理
楝
的建物
群」
のぅち、
建物の
主軸方向
が直交す
る六二号 

と
六
三
号
は
同
時
期
と
考
え
ら
れ、
建
物
方
向
が
四
〇
号
と
同
一で
あ
る
こ
と
か
ら、
創
建
期あ
るい
はそ
れ
に
近 

い
時
期
に位置
づけ
られ
た。
また、
西
側の
並列
す
る
六
〇
号
と
六
一号
も同
時期
と
考
え
られ
る
が、
六二号、 

六三
号
との
先
後閨
係
を
解明
す
る
まで
には
至つ
て
い
ない。

【第二三
次
調
查】
貯
水
池
跡
に
隣
接
して
所
在す
る
六
七号、
六八
号
建
物
跡
と、
長
者山
地区西側の
六九号〜 

七二
号
建
物
跡の
調
査が実
施され
た。
六
九
号
〜
七
一
号

(

掘
立総
柱
建
物
跡

)
は、
消失した礎石
群の下層遺 

構
と位
置
づけ
ら
れ
た。
また、
七二号
は
出
土遺物
から
九世
紀
後半
を下
限
とす
る
年
代
が与
え
られ、
層序的 

に四
五号
に
先
行す
る
と考え
られ
た。

(
三
)

建
物の
変遷
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①
建
物
の
群
別
区
分

建
物
の
変
遷
を
考
え
る
場
合、
建
物
の
配
置、
平
面
規
模
と
形
態、
層
序、
切
り
合
い
状
況
及
び
出
土
遗
物 

な
ど、
多
角
的
な
視
点
で
総
合
的
に
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
あ
る。
特
に、
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て 

築
造
さ
れ
た
古
代
山
城
な
ど
に
お
い
て
は、
建
物
の
配
匿
が
重
要
な
視
点
と
な
る。
鞠
智
城
跡
の
建
物
群
を
概 

観
す
る
と、
地
区
毎
に
建
物
の
方
向
を
そ
ろ
え
る
計
画
性
が
読
み
取
れ
る。

鞠
智
城
跡
の
建
物
群
は、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る。

I
群
は、
長
者
山
の
東
下
と
長
者
原
地
区
の
西
側 

一
帯
にあ
る。
北
側
で、
貯
水
池
跡
が
発
見
さ
れ
た
長
者
原

•
谷
部
に
接
し
て
い
る。
建
物
の
桁
行
方
向
は、 

N
七
四
度

E
〜

N
四
五
度

E
に
収
ま
り、
こ
れ
に

N
ニ
〇
度
西
〜
五
〇
度
以
の
も
の
が
直
交
す
る。

n
群
は、 

長
者
原
地
‘区の

中
心
部
に
展
開
し
て、
一
部
が
上
原
地
区
に
か
か
る。
北
側
で
米
原
集
落
に
接
し、
西
側で
長 

者
山
に
も
広
が
り
を
見
せ
る。
建
物
の
方
位
は、
真
北
と
そ
れ
に
近
い
振
り
幅
を
持
っ
て
い
る。
今
回
の
区
分 

の
試
み
は、
あ
く
ま
で
も、
機
建
物
の
桁
行
方
向
と
地
域
的
な
ま
と
ま
り
か
ら
解
釈
を
加
え
た
も
の
で、
今
後、 

さ
ら
に
研
究
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る。

【

I
群
】

ニ
ニ
棟
の
掘
立
柱
建
物
で
構
成
さ
れ
て
お
り、
礎
石
建
物
は、
四
棟
に
留
ま
る。
建
物
の
場
所
と
建 

物
方
向
に
よ
っ
て、
ニ
群
に
細
分
さ
れ
る。

--
a

群
は、
長
者
山
の
東
下
に
あ
る。
建
物
の
桁
行
方
向
が、

N
七
四
度

E
〜

N
五
五
度

E
に
収
ま
り、

こ
れ
に

2
ニ
〇
度
以
の
か
ら：

2
三
〇
度
界
の
も
の
が
直
交
す
る。
前
者
は、
一
号

•
二
号
•

五
号
〜
一
〇
号

•  

一
八
号

•
後
者
は、
三
号

•
四
号

•
四
九
号
で
あ
る。
こ
の
内、
礎
石
建
物
跡
は
四
号

•
四
九
号
で
あ
る。
建 

物
の
柱
掘
形
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
は、
三
号

•
五
号
•

六
号
が
七
世
紀
前
半
〜
中
頃、
七
号
が
七
世
紀
後
半
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と
見
な
さ
れ
る。
四
九
号
の
側
溝
か
ら
は、
白
鳳
期

(
七
世
紀
中
頃
〜
後
半

)
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る。
三号 

(
掘
立
)

が
四
号

(
礎
石

)
を
切
っ
て
お
り、
掘
立
柱
建
物
が
礎
石
建
物
よ
り
も
先
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る。 

大
型
礎
石
建
物
の
四
九
号
も
特
異
な
存
在
で
あ
る。

!
b

群
は、
長
者
原
地
区
の
西
側
一
帯
に
あ
る。
建
物
の
桁
行
方
向
が、

N
四
五
度
〜
五
三
度
に
収
ま
り、 

こ
れ
に、

N
三
三
度
〜

N
五
〇
度
の
も
の
が
直
交
す
る。
前
者
は、
一
六
号

•
一
七
号
•ニ

四
号
•二

八
号

. 

五
五
号、
後
者
は、
ニ
五
号

•
ニ
七
号

•
ニ
九
号

•
五
七
号
〜
五
九
号

.
六
五
号
で
あ
る。
こ
の
内、
礎石
建 

物
跡
は、
五
九
号
と
六
五
号
で
あ
る。

ニ
例
に
切
り
合
い
が
見
ら
れ
る。
一
七
号

(
掘
立
)

が
ー
八
号

(
掘
立
)

を、
二
八
号

(
掘
立
)

がニ
九号 

(
掘
立
)

を
切
っ
て
い
る。
さ
ら
に、礎
石
建
物
の
先
後
関
係
と
し
て、五
九
号
の
下
層
遺
構
に
六
五
号
が
あ
る。 

五
九
号
か
ら
は、
七
世
紀
後
半
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
る。
こ
の
切
り
合
い
に
よ
っ
て、
大
型
礎
石
建
物
よ 

り
以
前
に、
小
型
礎
石
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
を
知
る。

I
群
は、
出
土
遺
物
か
ら、
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る。
こ
の
場
合、
城域の

中
で
は、
早
期
の
建
物
群
と
な
る
が
問
題
も
生
じ
る。
特
に、

--
a

群
の
掘
立
柱
建
物
跡
群
の
中
で、
四九

号
の
大
型
礎
石
建
物
の
存
在
は
特
異
で
あ
る。

(
大
野
城
跡
の
発
掘
調
査
で
は、
礎
石
建
物
跡
の
下
層
に、
掘 

立
柱
建
物
跡
の
掘
形
が
あ
り
そ
ぅ
だ
と
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る

)。
た
だ
し、

I
群
の
中
か
ら
五
九
号

(
礎 

石
建
物

)
が
検
出
さ
れ
て
お
り、
四
九
号
か
ら
こ
の
時
期
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
点
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る。 

一方で、
五
九
号
の
下
層
遺
構
と
し
て、
六
五
号

(
礎
石
建
物

)
が
検
出
さ
れ
た
事
は、
礎
石
建
物
の
出
現
年 

代
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
る

こ

と

に

も
な
る。
し
か
し、
建
物
桁
行
方
向
か
ら
の
分
類
を
試
み
る
の
で
あ
れ
ば、
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五
九
号

•
六
五
号

•
ニ
五
号

(
掘
立
柱
建
物

)
は、

I
群
に
収
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
る。

【n
群
】
数
多
く
の
礎
石
建
物
と
掘
立
柱
建
物
が
共
存
し
た
状
況
に
あ
る。

こ

の

群
は、
三
群
に
細
分
さ
れ
る。

n
l

a
群
は、
長
者
山
の
北
東
下
と、
谷
部
を
挟
ん
だ
長
者
原
地
区
の
北
側、
一部、
上
原
地
区
に
あ
る。 

建
物
は、
二
号
ニ
ニ
号

•
六
〇
号

•
六
一
号
で
あ
る。
建
物
の
析
行
方
向
は、
全
て
真
北
に
あ
る。
こ
の
内、 

礎
石
建
物
と
掘
立
柱
の
併
用
建
物
は
一
一
号

•
一二号で、
掘
立
柱
建
物
は
六
〇
号

•
六
一
号
で
あ
る。
これ 

ら
四
棟
は、
大
型
建
物
で
あ
る。
ニ
ー
号
か
ら、
九
世
紀
前
半
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。

n
—

a
群の
年
代 

観
は、
こ
の
時
期
が
与
え
ら
れ
る。

n
 

l
b

群
は、長
者
原
地
区
の
東
域
に
あ
つ
て、
一部、上
原
地
区
に
広
が
つ
て
い
る。
建
物
の
桁
行
方
向
は、 

N
三
度

W
〜

N
一四
度

W
に
収
ま
り、
こ
れ
に、

N
七
九
度

E
の
も
の
が
直
交
す
る。
後
者
は、六
二
号
で
あ
る。 

こ
の
中
で、
六
三
号

•
六
二
号

•
一九号は、
コ
の
字
形
の
建
物
配
列
と
な
る。
六
三
号
と
一
九
号
は、
桁行 

方
向：
2
ー
ー
度
西
で
並
列
し
て、
六
ニ
号
が
直
交
す
る。

掘
立
柱
建
物
は、
一
九
号

.
三
八
号

•
四
〇
号

•
四
一
号

•
四
二
号

•
四
三
号

•
五
二
号

•
五
四
号

•
六
二
号
. 

六
三
号。
礎
石
建
物
跡
は、
ニ〇
号
〜
二
三
号

•
三
六
号

•
五
〇
号

•
五
六
号

•
六
四
号

•
六
六
号。
さ
ら
に、 

南
側
八
角
形
建
物
跡

(
三
二
号

•
三
三
号

)
と
北
側
八
角
形
建
物
跡

(
三
〇
号

.
三
一
号

)
の
並
びも
群内
に 

人

れ

て

よ

い

。

芯
柱
を
結
ん
だ
軸
線
の
方
位
は、

N
一九度

W
で

あ

る

。

三
六
号

•
五
六
号
か
ら、
八
世
紀
後
半
〜
九
世
紀
前
半
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る。
さ
ら
に、
六四
号
か
ら 

七
世
紀
後
半
の
遺
物
が
出
土
し
た。
出
土
遺
物
か
ら
の

n
i

b
群
の
年
代
観
は、
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前 

半
が
与
え
ら
れ
る。
一方で、
六
例
に
遺
構
の
重
なり
と、
切
り
合
い
が
見
ら
れ
る。
六
六
号

(
下
層
•

小
型
礎石

)
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丄
六
四
号

(
上
層
•

大
型
礎
石

)。
三
四
号

(
下
層
•

小
型
礎
石

)
—
ニ
〇
号

(
上
層
.

大
型
礎
石

)。
三
五
号

(
下
層
. 

掘
立
)

—
ニ
ニ
号

•
二
三
号

(
中
層
•

並
列
小
型
礎
石

)
i

ニ
ー
号

(
上
層
•

大
型
礎
石

)
で
あ
る。

さ
ら
に、四
時
期
の
建
て
替
え
場
所
が
あ
る。
こ
れ
に
つ
い
て
は、四
〇
号

(
四
層
•

大
型
掘
立
柱

)
丄
三
八
号
. 

三
九
号

(
三
層
.

小
型
掘
立

)
4
三
七
号

(
ニ
層
•

小
型
礎
石

)
丄
三
六
号

(
上
層
•

大
型
礎
石

)
の
変
遷
と
な
る。 

八
角
形
建
物
は、三
〇
号

(
掘
立
)

丨
三
一
号

(
礎
石
)
•

三
二
号

(
掘
立
)

丨
三
三
号

(
掘
立
)

の
変
遷
と
な
る。 

一
部
で
「四
時
期
の
重
な
り
は、
局
部
的
な
調
査
結
果
で
あ
る」
と
の
見
方
も
あ
る。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、 

冒
頭
で
も
述
べ
た
様
に、
こ
の
鞠
智
城
が
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
築
造
さ
れ
て
い
る
以
上、
そ
こ
に
は、
確た 

る
建
て
替
え
計
画
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る。
さ
ら
に、
六
例
を
数
え
る
遺
構
の
重
な
り
は、
広
い
範
囲
で
建 

て
替
え
工
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る。
今
回
は、
建
物
方
位
に
よ
る
時
期
区
分
が
基
本
姿
勢
で
あ
る 

が、
今
後
は、
建
物
遺
構
の
切
り
合
い
関
係
や
出
土
遺
物
を
含
め
た
検
討
が
必
要
と
な
る。

n
l

c
群
は、
長
者
山
に
あ
る。
礎
石
建
物
跡

(
四
五
号
〜
四
八
号

)
の
下
層
か
ら、
掘
立
柱
建
物
跡

(
六九 

号
•

七
〇
号

•
七
一
号

)
が
検
出
さ
れ
て
い
る。
七
二
号
の
礎
石
建
物
跡
は、
北
側
の
段
落
ち
箇
所
か
ら
見
つ 

か
っ
た。
こ
れ
ら
の
建
物
跡
は、
保
存
状
態
が
悪
く、
四
七
号
の
み
が
一
応
の
形
を
な
す。
この
建
物
跡の
柱 

筋
の
方
位
は、

N
四
度

W
で、
四
五
号

•
四
六
号
も、
同
じ
向
き
と
見
な
さ
れ
る。
一方で、
六
九
号

•
七
〇 

号
は、真
北
に
近
い
状
況
に
あ
る。
七
二
号
か
ら
は、九
世
紀
代
の
遺
物
が
出
土
し
た

。

n
 

—
 

c
群
の
年
代
観
は、 

こ
の
時
期
が
与
え
ら
れ
る。
建
物
の
方
位
か
ら
は、

D
l

a
群
に
近
い
も
の
と
判
断
す
る。
た
だ
し、
掘
立柱 

か
ら
礎
石
へ
の
建
て
替
え
が
問
題
で
あ
る。
遺
構
の
先
後
関
係
と
地
域
を
考
え
れ
ば、
下
層
の
掘
立
は

I
l

a
 

群
と
の
関
連
も
伺
わ
れ
る
が、
建
物
方
位
が
異
な
る。
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②
鞠
智
城の
時
期
的
変
遷
と
評
価

鞠
智
城
跡
の
建
物
群
は、
建
物
方
位
と
地
域の
ま
と
ま
り
か
ら、

I
群
と
n
群の
区
分
がで
き
る。
さ
ら
に、 

出
土
遺
物
か
ら
の
年
代
観
は、

I
群
が
七
世
紀
中
頃
若
し
く
は
後
半
で、
そ
れ
をそ
の
ま
ま
時
期
名
称
に置
き 

換
え
て、
『第
二
次
鞠
智
城
跡
保
存
整
備
基
本
計
画』で
の
時
期
区
分
に
倣
っ
て、第

I
期
と
呼
称
し
た
い。
一方、 

n
群
は、
七
世
紀
後
半
〜
九
世
紀
と
推
定
さ
れ
る。
こ
の
広
い
時
期
幅
の
設
定
と
な
る

n
群
につ
い
て
は、
奈 

良
時
代
〜
平
安
時
代
ま
で
を
包
括
し
て
お
り、
ま
た
建
物
跡
の
切
り
合
い
状
況
か
ら
も
区
分
が
必
要
で
あ
る。 

そ
こ
で
建
物
方
向
を
勘
案
し
な
が
ら
区
分
し、
『第
二
次
鞠
智
城
跡
保
存
整
備
基
本
計
画』
での
時期区分
に 

倣
っ
て、
第

n
期、
第

m
期
と
呼
称
し
た
い。

【第
I

期
】 
I

群
と
貯
水
池
管
理
を
勘
案
し
て
六
七
号

.
六
八
号
建
物
跡
を
こ
の
時
期
に
当
て
る。
その年代 

は、
前
記
し
た
よ
ぅ
に、
建
物
跡
の
柱
掘
形
や
付
属
側
溝
か
ら
七
世
紀
前
半
〜
中
頃

(
三
号
•

五
号
•

六号建 

物
跡
)、

七
世
紀
後
半

(
七
号
•

五
九
号
建
物
跡

)、
白
鳳
期
の
七
世
紀
中
頃
〜
後
半

(
四
九号
建
物
跡

)
の遺 

物
が
出
土
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら、
七
世
紀
中
頃
〜
七
世
紀
後
半
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
時
期
は、 

そ
の
年
代
観
か
ら
『日
本
書
紀』
『続日
本
紀』
に
未
記
載の、築
城
期
か
ら

1
g

ん治に至るまでの期間となる。

建
物
の
種
類
に
つ
い
て
は、
元
九
州
造
形
短
期
大
学
教
授
の
小
西
龍
三
郎
の
研
究
で、
横
羽
目
板
方
式

(
横 

長
の
厚
板
を
柱
間
に
落
と
し
込
ん
で
壁
と
な
す
方
式

)
の
高
床
倉
で
あ
る
板
倉
が
一
号

•
五
号
•

五九号建物 

跡で、
板
倉
の
桁
行
が
長
い
法
倉
が
四
九
号
建
物
跡
で、
穎
稲
の
保
管
か
住
居

•
厨
な
どで
利用
さ
れ
た
潁
倉 

若
し
く
は
屋
が
二
号

•
三
号
•

六
号
•ニ

四
号

•
ニ
七
号
•二

八
号

•
五
五
号

•
五
七号
建物
跡で
あ
っ
たこ 

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
こ
の
研
究
を
踏
ま
えて、
礎
石
建
物
の
設
置
目
的
を
考
え
れ
ば、
小
西
が
『館長講
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座』
(

歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温
故
創
生
館
が
実
施

)
で
指
摘
し
た
よ
う
な
祭
祀
施
設

(
四
九
号
建
物
跡

)
の
他、 

榖
稲
備
蓄
施
設

(
五
九
号
•

六
五
号
建
物
跡

)、
貯
水
池
管
理
施
設

(
六
七
号
建
物
跡

)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。 

ま
た、
掘
立
総
柱
建
物
は、
武
器
な
ど
の
軽
量
の
貴
重
品
の
保
管
施
設

(
一
号
•

五
号
建
物
跡

)
という
こ
と 

に
な
ろ
う
か。
こ
こ
で
は、
そ
れ
ら
の
礎
石
建
物
跡
を
第

I
期
に
含
め
て
論
を
進
め
る。

建
物
群
は、
米
原
台
地
の
中
央
部、
谷
部
に
向
か
っ
て
自
然
地
形
に
沿
う
よ
う
に
設
置
さ
れ
た。
そ
こ
は、 

地
形
的
に
は
平
坦
で、
建
物
建
設
に
最
適
と
い
え
る
場
所
で
あ
る。
こ
の
時
期
の
建
物
構
造
に
は、
掘
立側
柱 

建
物
が
一
九
棟、掘
立
総
柱
建
物
が
ニ
棟、礎
石
建
物
が
五
棟

(
そ
の
中
二
棟
は
そ
の
場
で
の
建
て
替
え

)
あ
る。 

建
物
に
占
め
る
礎
石
建
物
の
割
合
は
一
九

•
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で、
掘
立
総
柱
建
物
の
割
合
は
七

•
六
パ
ー
セン
ト 

で
あ
る。
こ
の
数
値
は、第

n
期
の
礎
石
建
物

(
三
九
•

五
パ
ー
セ
ン
ト

)
と
比
較
し
て
も
格
段
に
低
い
値
で
あ
る。 

ま
た、
掘
立
総
柱
建
物
で
は、
次
の
時
期
の
第

n
期
(

七
パ
ー
セ
ン
ト

)
と

ほ

ぼ
同
率
で
あ
る
も
の
の、
低い 

値
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い。
つ
まり、
こ
の
時
期
は、
礎
石
建
物
や
掘
立
総
柱
建
物
が
特
殊
な
建
物
と 

い
う
こ
と
で
あ
る。

掘
立
柱
建
物
跡
を
中
心
と
す
る
こ
の
時
期
の
建
物
構
成
は、
坂
本
経
堯
の
「大
宰
府
非
常
に
備
え
る
た
め
の 

物
資

•
兵
器
の
蓄
え」、
島
津
義
昭
の
「食
料
備
蓄
的
な
性
格」
な
ど、
従
来
の
「兵
站
基
地」
論
に
疑
義
を 

差
し
挟
む
も
の
と
な
る。
大
方
が、
重
量
物

•
貴
重
品
を
保
管
す
る
建
物
構
造
の
米
倉
や
兵
庫
が
積
極
的
に
設 

置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る。

同
時
に、
！

b
群
の
建
物
配
置
は、
一
六
号
建
物
跡
を
軸
に
南
東
側
へ
広
場
的
な
空
間
が
匿
か
れ
て、
両 

そ
で
に
建
物
が
並
ぶ
様
子
が
見
て
取
れ
る。
こ
れ
は、
い
わ
ゆ
る
官
衙
的
な
建
物
配
置
に
近
く、
この
時期の
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鞠
智
城
の
役
割
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
る。
こ
の
視
点
は、
西
住
欣
一
郎
の
「大宰
府
陥
落
後の 

控
え
の
拠
点」
説、
甲
元
眞
之
の
「斉
明
期
に
朝
倉
宮
が
陥
落
し
た
場
合
の
行
宮」
説
に
も
通
じ
る。
た
だ
し、 

両
氏
の
説
は、

n
群
の
建
物
配
置
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で、
時
期
を
異
に
す
る
が、
同
じ
論
旨
で
あ
る。 

以
上
の
様
な
視
点
か
ら、
こ
の
時
期、
行
宮
の
様
な
政
策
目
的
で
築
か
れ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
が

' 
今
後、 

重
要
な
視
点
と
し
て
真
剣
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う。
と
は
言
う
も
の
の、
六
九
八

(
文
武
ニ

)
年の 

「令
大
宰
府
繕
治
大
野。
基
肄。
鞠
智
三
城。」
と
い
う
『続
日
本
紀』
の
記
事
か
ら
は、
繕
治
以
前
も
「城」 

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

一方で、
鞠
智
城
の
地
理
的
位
置
は、
極
め
て
重
要
で
あ
る。
敵
勢
が
有
明
海
へ
侵
入
し
た
場
合
の
情
報
を、 

い
ち
早
く
太
宰
府
へ
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る。
さ
ら
に、
敵
勢
を
側
面
や
背
後
か
ら
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き 

る。
坂
本
経
堯
が
提
唱
し
た
「有
明
海
へ
侵
入
し
た
敵
の
確
認
と
伝
達」
や、
こ
益
重
隆
や
西
谷
正
が
提
唱
し 

た
「戦
略
的
な
機
能

(
敵
軍
へ
の
背
後
か
ら
の
追
撃
ご
の
説
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る。
そ
し
て、
何より 

も
特
筆
す
べ
き
こ
と
は、
百
済
系
菩
薩
立
像
の
出
土
で
あ
る。
築
城
時、
百
済
国
の
関
係
者
が
関
与
し
て
い
た 

こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
遺
物
で
あ
る。
こ
れ
は、
白
村
江
の
戦
い
後
に、
国
家
防
衛
の
た
め
に
築
造
さ
れ
た
古 

代
山
城
の
一
翼
を
担
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

I
期
に
つ
い
て
は、
問
題
を
残
し
な
が
ら
も、
国
史
の
『続 

日
本
紀』
に
記
録
の
無
い
築
城
時
期
を
推
察
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
る。
そ
れ
は、
鞠
智
城
の
性
格
解
明
に 

も
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る。

【第
n

期
】
第

I
期
の
設
置
方
向
か
ら
ニ
五
度
東
に
振
る
形
で
設
置
さ
れ
た

n
i

b
群
と、
貯
水
池
管
理
を
勘 

案
し
て
六
七
号
建
物
跡
が
こ
れ
に
該
当
す
る。
年
代
は、
六
九
八
年
〜
八
世
紀
後
半
と
す
る
こ
と
が
で
き
る。
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こ
の
時
期
の
建
物
構
造
に
は、
八
角
形
建
物
が
四
楝、
掘
立
側
柱
建
物
が
八
楝、
掘
立
総
柱
建
物
が
七

' 

棟、
礎
石
建
物
が
八
棟
あ
る。
建
物
に
占
め
る
掘
立
側
柱
建
物、
掘
立
総
柱
建
物
及
び
礎
石
建
物
の
割
合
は、 

ニ
九
•

六
パ
ー
セ
ン
ト

(
掘
立
側
柱
建
物

•
礎
石
建
物

)、
ニ
五
•

九
パ
ー
セ
ン
ト

(
掘
立
総
柱
建
物

)
と近い 

比
率
を
示
し
て
い
る。
こ
の
数
値
か
ら
う
か
が
え
る
の
は、
掘
立
側
柱
建
物、
掘
立
総
柱
建
物
及
び
礎
石
建
物 

が
同

じ

よ

う

に

普
通
に
設
置
さ
れ
た
施
設
で

あ

っ

た

こ
と
で
あ
る。

つ

ま
り
、

こ
の
こ
と
は、
第

I
期
とは異 

な
り、
九
世
紀
後
半
の
記
録

(

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』
『日
本
三
代
実
録』

)
が
示
す、
「不
動
倉」
「兵
庫」 

を
設
置
す
る
た
め
の
施
設
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る。
こ
の
内
容
の
変
化
こ
そ
が、
恐
ら
く
は 

六
九
八

(
文
武
ニ

)
年
の
「令
大
宰
府
繕
治
大
野。
基
肄。
鞠
智
三
城。」
と
い
う
『続
日
本
紀』
の
記述内 

容
の
歴
史
的
背
景
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

第
I

期
の
一
六
号

•
一
七
号

•
一
八
号
建
物
跡
の
よ
う
な
大
型
の
掘
立
側
柱
建
物
が
溝
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ 

た
エ
リ
ア
に
移
さ
れ
る

(
六
二
号

.
六
三
号
建
物
跡

)
と
と
も
に、
五
九
号

•
六
五
号
建
物
跡
と
い
う
溝
を
回 

ら
せ
た
礎
石
建
物
も
同
じ
エ
リ
ア
に
移
さ
れ
て
い
る

(
六
四
号

•
六
六
号
建
物
跡

)。
そ
こ
は、
西
住
や
岡田 

茂
弘
ら
も
指
摘
し、
熊
本
県
教
育
委
員
会
も
公
式
見
解
と
し
て
提
示
し
て
い
る
よ
う
に、
六
二
号
建
物
跡
と 

六
三
号
建
物
跡
が
直
角
に
配
置
さ
れ
る、
広
場
を
伴
っ
た
「コ」
の
字
配
置
の
行
政
機
能
の
エ
リ
ア
と
推
定
さ 

れ
る。
ま
た、
そ
の
エ
リ
ア
の
前
面
で
は、
六
三
号
と
六
四
号
建
物
跡
の
柱
筋
に
合
わ
せ
る
よ
う
に、
三
八
号

. 

四
〇
号
の
掘
立
総
柱
建
物
跡
や
ニ
ニ
号

•
二
三
号

•
三
四
号

•
五
六
号
建
物
跡
の
礎
石
建
物
が
設
置
さ
れ
た。 

さ
ら
に、
そ
れ
ら
の
建
物
群
の
東
側
に
は、
八
角
形
建
物
や
掘
立
側
柱
建
物、
掘
立
総
柱
建
物
が
設
置
さ
れ
て 

い
る。
そ
し
て、
米
原
台
地
中
央
部、
か
つ
て
第

I
期
の
建
物
群
が
配
置
さ
れ
て
い
た
エ
リ
ア
は
広
場
と
な
り、
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そ
こ
を
挟
ん
だ
長
者
山
の
裾
に
は、
四
九
号
建
物
跡
と
い
う
祭
祀
施
設
が
引
き
続
き
置
か
れ
て
い
た。
ま
た、 

長
者
山
に
は
新
た
に
掘
立
側
柱
建
物
や
掘
立
総
柱
建
物
が
設
置
さ
れ
た。
さ
ら
に、
繕
治
以
降
に
貯
木
場
と
し 

て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
貯
水
池
の
管
理
の
た
め
の
施
設
も、
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た 

も
の
と
推
定
で
き
る。

以
上
の
よ
う
に、
政
策
的
目
的
で
築
か
れ、
併
せ
て
大
宰
府
へ
の
情
報
伝
達
や
敵
軍
へ
の
背
後
か
ら
の
追
撃 

の
機
能
も
持
っ
て
い
た
鞠
智
城
は、
国
際
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
形
で、
行
政
的
な
施
設
の
機
能
は
維
持
さ 

れ
つ
つ
も、
穀
稲
や
武
器
の
備
蓄
地
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る。
た
だ
し、
行 

政
的
な
施
設
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
な
い。
例
え
ば
「秦
人
忍

□
五
斗」

(
一 

号
木
簡

)
の
記
録
が
暗
示
す
る
よ
う
に、
菊
池
郡
家
的
な
機
能
が
付
加
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
し、 

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』
『日
本
三
代
実
録』
の
「菊
池
城
院」
記
述
か
ら
も、
城
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ 

と
は
確
実
で
あ
る。
さ
ら
に、
前
記
し
た
穀
稲
や
武
器
の
備
蓄
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る。 

も
し
か
し
た
ら、
行
政
機
能
の
エ
リ
ア
を
区
画
す
る
溝
は、
菊
池
郡
家
的
機
能
と
榖
稲
や
武
器
の
備
蓄
機
能
を 

区
画
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い。

【第
羾
期
】

 
n

—
a

群
の
建
物
配
置
が
該
当
す
る
が、
第

n
期
の
礎
石
建
物
も
耐
用
年
数
か
ら
継
続
し
て
い
た 

も
の
と
考
え
ら
れ
る。
年
代
は、
八
世
紀
末
〜
九
世
紀

(
廃
城

)
で
あ
る。

この
時
期
の
建
物
構
造
に
は、
掘
立
側
柱
建
物
が
四
楝、
掘
立
総
柱
建
物
が
三
棟、
掘
立
柱
併
用
礎
石
建
物 

が
ニ
棟、
礎
石
建
物
が
一
二
棟
あ
る。
建
物
に
占
め
る
礎
石
建
物
の
割
合
は
五
七

.
一
パー

セ
ン
ト
と

格段に 

高
く
な
る
一
方
で、

こ
れ
に

対
し
て
掘
立
総
柱
建
物
の
割
合
は
一
四

•
ニ
パ
ー

セ
ン
ト
と

低
く
な
っ
て
い
る。
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この
数
値からぅ
か
がえ
るの
は、
礎石建物がメ

 

イン
に
設置
され
た、
米倉主体の
施設に変わっ

 

たこ
とである。

第
n

期の
エ
リア
跡
に、
六
〇
号
と
六
一
号

(
大 

型掘
立柱
建
物
跡

)
が、
真北方向に並列して
建

 

て
られ
た。
同
時期、
貯水池の
谷部を挟んだ長

 

者原
地
区の
北西
端
には、
二
号
と
一
二
号

(
掘 

立柱
併用の
大
型礎石
建
物
跡

)
が置
かれ
た。
前

 

述
の
様
に、
こ
れ
ら
の
建
物
は、
第
瓜
期の
鞠
智

 

城
を
象
徴
す
る
もの
で
あ
る。
時
期
につ
い
て
は、

 

一
二
号
か
ら
九
世
紀
前
半の
遺
物
が
出
土
し
て
い

 

る。
こ
れ
に付随す
る建物
群は、
大方、
第

n
期 

の
もの
が踏襲され
たと思
われ
る。
さらに、
長

 

者
山
の

nlc

群の
礎石
建物
が加
わ
る。
そのあ

 

り様は、六
国
史
の
『日本文徳天
皇実録』
と
『日

 

本三
大実録』
の
記載内容から
想像で
きる。
つ

 

まり、
九
世
紀
後
半
の
『六国
史』
記録に見られ

 

る
「城
院」
を
象
徴
す
る
か
の
よ
ぅ
に、
第

n
期
のr

榖

•

号
*
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稲
や
武
器
の
備
蓄
エ
リ
ア」
は、
長
者
原
地
区
東
側

•
長
者
山
地
区
に
そ
の
ま
ま
残
り、
維
持
さ
れて
い
る
の 

で
あ
る。

恐

ら

く
、

こ
れ
が
背

景

と

な
つ
て、

•
兵
庫
関
係
記
事

 
「菊
池
城
院
兵
庫
鈹
自
鳴。
丁
已。
又
鳴。」

(

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』、八
五
八

(
天
安
二
) 

年
)

「肥
後
國
菊
池
城
院
兵
庫
皴

®
鳴。」

(

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』、八
五
八

(
天
安
二
年

)
年
) 

「肥
後
国
菊
池
郡
城
院
兵
庫
戸
自
鳴。」

(

『日
本
三
代
実
録』、
八
七
九

(
元
慶
三

)
年
) 

•
米
倉
関
係
記
事

 
「同
城
不
動
倉
十
一
宇
火。」

(

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』、
八
五
八

(
天
安
二
年

)
年
)

•
郡
倉
関
係
記
事

 
「群
烏
數
百。
噬
拔
菊
池
郡
倉
舍
葺
草。」

(

『日
本
三
代
実
録』、八
七
五

(
貞
観
一
七

)
年
) 

と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う。
こ
の
国
史
の
記
録
か
ら
鞠
智
城
の
最
終
末
は、
九
世
紀
末
と
な
る。

と
こ
ろ
で、
古
代
の
菊
池
郡
施
設
の
配
置
に
つ
い
て
は、
本
誌
の
第

I
章
で
取
り
扱
っ
た
様
に、
鞠
智
城
跡、 

十
蓮
寺
跡

•
西
寺
遺
跡
は、
南
北
に
並
ん
で
い
る
こ
と
が
特
徴
で

あ

る
。

こ

の

こ
と
と、
鞠
智
城
跡
の
第

n
期 

後
半
の
建
物
方
向
が
真
北
に
あ
る
事
実
を
関
連
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
は、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る。
な
お、 

松
本
雅
明
ら
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば、
西
寺
周
辺
に
菊
池
邵
家
が
置
か
れ
た
の
は、
八
世
紀
末
の
年
代
が
与
え 

ら
れ
て
い
る。

(
巻
末
の
「鞠
智
城
周
辺
関
係
年
表
参
照

)。

ニ
上原
地
区
の
遺
構
分
布
に
つ
い
て

米原
台地で
は、
北
東
寄り
で、市
道
が北西
側
か
ら
南
東
側
に貫
き、市
道
を
境
に
北
東
側
の
小
高
い
区
域
が
「上 

原
」、
西
側
の
区
域
が
「長
者
原
」
と
呼
ば
れ
る
。
比
高
差
は
 

一•
六
メ
ー
ト
ル
〜
ニ
•

七
メ
ー
ト
ル
で
、
両
区
域
の
上
面
は
、
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広い
平
担地で
あ
る。
こ
れ
まで
に
城
内
か
ら
七ニ
棟の
建物
跡
が
検出されて
おり、
内訳は、
長者原地区から 

六
六
棟、
上原
地区
か
ら
六
棟
と
な
る。

上
原
地
区
の
発
掘
調
査
は、
次
の
と
お
り
で
あ
る。
早
期
の
第
六
次
調
査

(
昭
和
五
五

(
一九八〇

)
年
)

で 

は、
上原四
四
九—
一番地から、
弥
生
後
期
の
竪
穴
遺
構

(
一基
)

が検出され
た。
第
一〇次
調
査

(
昭和六三 

(
一九八八

)
年
度
)

では、
上原四
八
六—
一番地から、
一九号掘
立柱建物跡が検出された。

第
一
四
次
調
査

(
平
成
四

(
一九九ニ

)
年
度
)

では、
上原四
四
五—
一番地から、
弥生時代後期の
住居址 

(
七
基
)

と、
四
四
号
掘
立
柱
建
物
跡の
一部
が
検
出
さ
れ
た。
第
一
五
次
調
査

(
平
成
五

(
一九九三

)
年度
)

で 

は、
一
四
筒
所
に
調
證
を
設
定
し
た。

_
開田
工
事
に
伴
ぅ
事
前
調
査で、
八
箇
所
を
全掘、
丄ハ

©
所
(

ニ九 

区
•

三ニ区

)
をト
レン
チ調
査し
た。
結果
として、
四
棟

(
五
一
号

•
五
二
号

•
五
三
号

•
五四号

)
の城時代 

の
掘
立柱建物跡
が検出され
た。
検
出
さ
れ
た
遺構の
大半は、
弥
生時代後期から終末期の
住居
址や中期の 

甕
棺で
あ
っ
た。
中
世の
土壙
や
柱
穴
も見つ
かっ
た。
第
一
七
次
調
査

(
平
成
七
年

(一

九九五

)
度
)

では、
上 

原四四
四—
一番地から、
古
墳
時
代
終
末
期の
掘
立柱
建
物
跡
が
検
出
され
た。

平
成
一二
年度
には、
菊
鹿町
教
育委員
会
が、
上原四
四
五—
一番地などで
発掘調
査を実施した。
その結 

果、
弥
生時
代
後期
と
推
定
され
る
住居
址
と、
中
期
の
甕
棺

(
黒
髪式
土器

)
が検出され
た。
第一七次調査と 

同
様に、
古
墳
時
代
終
末
期の
掘
立柱
建
物
跡
も見つ
かっ
た。
し
たがって、
上原
地区は、
弥
生時代以
降、
大 

幅
な地
形の
変更
は
なく、
時
代
ごとに
使い
分
け
が
なさ
れ
たこ
と
が分
か
る。

発掘
調
査の
結果、
上原
地区
は、
長
者原
地区
と異
なり、
建物の
空白地
帯で
あ
っ
たこ
と
が判明
し
た。
城 

内の
主要
区
域は、
少
なく
と
も、
倉
庫
群

•
居
住
•

練
兵場
から
構
成
されて
い
る
と
推
定
さ
れ
る。
これらは、
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城
を
構
成
す
る
の
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る。
こ
の
意
味
か
ら、
城
時
代
の
建
物
遺
構
が
少
な
い
上
原
地
区
は、
鞠智 

城
の
守
備
兵
の
訓
練
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い。
日
野
尚
志
佐
賀
大
学
名
誉
教
授
は
「菊
池
軍
団
の
場 

合、
西
寺
の
郡
家
と
一
緒
に
な
っ
て
軍
団
の
訓
練
を
行
っ
た。
そ
の
場
所
は、
鞠
智
城
で
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る」 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

『鞠
智
城
館
長
講
座
資
料』

)。

三
貯
水
池
の
造
営
に
つ
い
て 

ニ
)

概要
貯
水
池
跡
は、
建
物
遺
構
が
集
中
す
る
長
者
原
地
区
北
側
の
谷
部
か
ら
検
出
さ
れ
た
池
遗
構
で
あ
る。
平
成
八 

(
一
九
九
六

)
年
度
の
ト
レ
ン
チ
調
査
に
よ
り
青
灰
色
粘
土
層

(

水
成
粘
土
堆
積
層

)
が
確
認
さ
れ
て
そ
の
存
在
が
明 

ら
か
と
な
っ
た。
結
果
と
し
て、
五
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
規
模
が
推
定
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
ま
で
に、
池
跡
内
か
ら、
別
の
小
谷
か
ら
取
水
す
る
取
水
ロ
跡、
そ
の
際
の
水
勢
を
弱
め
る
石
敷
遺
構、
建
築 

部
材
等
を
水
漬
け
し
た
貯
木
場
跡、
水
汲
み
場
と

し
て

利
用
し
た
木
組
遺
構、
貯
水
量
を
中
途
で
調
整
す
る
堤
防
状
遗 

構、
池
を
囲
っ
た
柵
状
の
柱
列、
貯
水
量
の
最
終
調
整
を
図
る
池
尻
部
を
検
出
す
る
な
ど、
池
構
造
の
解
明
が
進
ん
で 

い
る。
出
土
遺
物
で
は、
「秦
人
忍

□
五
斗」
と
墨
書
さ
れ
た
付
札
木
簡
や
百
済
系
菩
薩
立
像
な
ど、
鞠
智
城
の
歴
史 

的
背
景
や
性
格
を
物
語
る
重
要
な
遗
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る。

(
ニ
)

貯
水
池
跡
の
層
序

第
二
一
次
調
査
時
に、
第
一
九

•
ニ
〇
次
調
査
時
の
層
序
と
の
比
較
検
討
を
踏
ま
え
た
ぅ
え
で、
貯
水
池
跡
南
側
の 

池
頭
近
く
に
当
た
る
二
八
ト
レ
ン
チ

D
地
区
壁
面
の
層
序
の
検
討
を
行
っ
た。
そ
の
結
果、計

一

五
の
層
(

①
〜
⑮
層
)
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に
区
分
さ
れ、
そ
れ
を
貯
水
池
跡
の
基
本
層
序
と
し
て
き
た。

概
観
す
る
と、

©
層
は、
長
者
原
地
区
の
瓜
層

(

古
代
遺
物
の
包
含
層

)
の
上
面
に
該
当
す
る
層
と
判
断
さ
れ、
近 

世
以
降
の
遺
物
包
含
層
で
あ
る。

②
層
〜
⑬
層
は
粘
土
層
で、
池
が
機
能
し
た
段
階
で
の
堆
積
層
で
あ
る。
七
世
紀
後 

半
〜
九
世
紀
後
半
の
遺
物
を
包
含
す
る。
特
に、

⑪
層
に
は、
七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
る
遺
物
と
建 

築
部
材
等
を
包
含
す
る。
ま
た、
当
該
層
か
ら
は、
「秦
人
忍

□
五
斗」
銘
木
簡
が
出
土
し
て
い
る。

⑫
•

⑬
層
は
粘 

土
層
で、

⑭
•

⑮
層
は
池
が
機
能
す
る
以
前
に
堆
積
し
た
砂
質
層
で
あ
る。

⑮
層
か
ら
は
縄
文
時
代
後

•
晩
期
の
土
器、 

弥
生
時
代
後
期
の
土
器
が
出
土
し、

⑮
層
の
堆
積
時
期
は、
湧
机
地
帯
の
よ
う
な
環
境
が
想
定
さ
れ
た。

(
三
)

池
の
造
営
年
代

貯
水
池
の
造
営
年
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。

第
二
〇
次
調
査
に
お
い
て、
基
本
層
序

⑪
層
の
最
下
部
と
い
う
出
土
状
況
及
び
共
伴
遺
物
か
ら、
建
築
部
材
等
が
貯 

木
さ
れ
た
年
代
を
七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ、
特
に、
貯
木
さ
れ
た
木
舞
の
脇
に
七
世
紀
中
頃
の 

平
瓶
(

須
恵
器

)
が
意
図
的
に
置
か
れ
た
状
況
が
認
め
ら
れ
た。
併
せ
て、
取
水
ロ
跡
と
石
敷
遺
構
も、
層
序
と
出
土 

遺
物
か
ら
同
様
の
年
代
が
与
え
ら
れ
て
い
る。
こ
の
ほ
か、
既
報
告
で
触
れ
て
い
な
い
が、
第
二
二
次
調
査
の
木
組
遺 

構
は
池
底
か
ら
の
検
出
で、
周
囲
に

⑪
層
が
堆
積
す
る
こ
と
か
ら、
堤
防
状
遺
構
も
含
め
て
貯
木
場
と
同
時
期
の
施
工 

と
考
え
ら
れ
る。
こ
れ
ら
遺
構
の
年
代
か
ら、
鞠
智
城
の
築
城
と
同
時
に
池
が
築
造
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う。 

山
城
の
場
合、
そ
れ
を
維
持

•
運
営
す
る
た
め
に
水
の
確
保
は
最
低
限
必
要
な
措
置
で
あ
り、
創
建
当
初
か
ら
計
画
的 

に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

な
お、
粘
土
層
下
位
の
砂
質
層
で
あ
る

⑭
•

⑮
層
も
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
る。
残
念
な
が
ら、
そ
れ
は、
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第
二
〇
次
〜
第
二
五
次
調
査
で
は
ほ
と
ん
ど
見
過
ご
さ
れ
た
層
で
あ
っ
た
が、
百
済
系
菩
薩
立
像
の
出
土
で
こ 

の
層
が
重
要
に
な
っ
た。
そ
れ
は、
池
尻
部
池
岸
の
最
下
層

(
一
三
層
)、

七
世
紀
中
頃
の
土
器
が
出
土
す
る 

層
で
あ
る。
第
二
〇
次
〜
第
二
五
次
調
査
の
調
査
区
と
の
層
位
対
比
は
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も、
粘
土 

層
下
位
の
砂
質
層
で
あ
る

⑭
•

⑮
層
と
の
対
比
は
普
通
に
可
能
で
あ
る。
つ
ま
り

' 
池
尻
部
池
岸
の
一
三
層
は、 

築
城
期
か
ら
繕
治
期
ま
で、
七
世
紀
中
頃
か
ら
末
ま
で
に
堆
積
し
た
層
で
あ
る
と
い
え
る。
要
す
る
に、
この 

仏
像
は、
築
城
期
に
近
い
時
期
に
埋
没
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
わ
け
で、
層
位
対
比
も
含
め、
さ
ら
に
検
討 

が
必
要
で
あ
ろ
う。

(
四
)

貯
水
池
の
廃
棄
及
び
そ
の
後 

一方、
廃
絶
時
期
が
問
題
と
な
る。

鞠
智
城
の
貯
水
池
は、
築
城
期
か
ら
繕
治
期
ま
で、
七
世
紀
中
頃
か
ら
末
ま
で
の
期
間、
丁
寧
に
維
持
さ
れ
て
い
た。 

そ
れ
は、
半
世
紀
に
及
ぶ
期
間
で
あ
っ
て
も、
ま
っ
た
く
粘
土
層
が
堆
積
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
良
く
理
解
で
き
る。 

と
こ
ろ
が、
そ
こ
が
貯
木
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
や、
貯
水
池
の
埋
没
は
本
格
化
す
る
こ
と
に
な
る。
こ
れ
こ
そ
が
実 

質
的
な
貯
水
池
の
廃
棄
で
あ
る。
そ
の
開
始
年
代
は、
七
世
紀
末
で
あ
る。

そ
の
廃
棄
後
の
貯
水
池
の
埋
没
は
速
か
っ
た。
恐
ら
く、
本
書
の
「

m
鞠
智
城
跡
の
遺
構
と
遺
物」
で
述
べ
た

よ 

う
に、
「
⑪
層
よ
り
上
層
で
は、
木
材

•
木
製
品
や
祭
祀
的
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い。
破
損
し
た
よ
う
な
土
器、 

瓦
が
出
土
す
る
だ
け
で
あ
る。
ま
た、
堤
防
状
遺
構
の
上
面
に
堆
積
す
る
基
本
層
序

⑧
層
中
の
比
較
的
ま
と
ま
り
の
あ 

る
土
器
群
が
検
出
さ
れ、
そ
の
下
限
の
土
器
が
一
〇
世
紀
前
半
の

j
尚
台
付
坏
(

土
師
器

)
で
あ
る
こ
と
か
ら、
少
な
く 

と
も
一
〇
世
紀
前
半
に
は
堤
防
状
遺
構
が
完
全
に
埋
没
し
た
と
い
え
る。
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こ
の
よ
う
に、
八
世
紀
前
半
頃
か
ら
徐
々
に
貯
木
場
や
水
汲
み
場
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
い
き、
最
終
的
に
は
破 

損
し
た
土
器
や
瓦
を
廃
棄
す
る
場
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う。
そ
の
後、
自
然
堆
積
に
よ
っ
て
池
自
体
が
埋
も
れ
て 

し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る」
と
し
た
よ
う
な
経
過
を
た
ど
つ
た
の
だ
ろ
う。
い
ず
れ
に
し
て
も、
貯
水
池
は、
構
造の 

さ
ら
に
詳
細
な
解
明
を
含
め、
今
後
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る。

(
五
)

まとめ

貯
水
池
跡
の
最
下
層
と
な
る
基
本
層
序

⑬
層
に、
縄
文
時
代
後

.
晚
期
及
び
弥
生
時
代
後
期
の
土
器
を
包
含
す
る
こ 

と
か
ら、
そ
の
構
築
に
当
た
っ
て
は、
も
と
も
と
あ
っ
た
湧
水
地
帯
若
し
く
は
低
湿
地
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
谷
部 

を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る。
こ
れ
は、
貯
水
池
跡
が
谷
部
に
沿
う
南
北
に
長
い
形
状
で
あ
る
こ
と 

か
ら
も
分
か
る。
堤
防
状
遺
構
や
砂
礫
層
に
食
い
込
む
伐
採
さ
れ
た
樹
根
の
存
在
か
ら、
構
造
的
に
多
少
の
切

•
盛土 

等
の
造
成
工
事
が
考
え
ら
れ
る
が、
基
本
的
に
は、
自
然
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
た
貯
水
池
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る。

貯
水
に
当
た
っ
て
は、
主
に
透
水
層
と
な
る
下
部
の
砂
礫
層
か
ら
湧
水
し
た
水
を
貯
め
る
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら 

れ、
別
の
小
谷
か
ら
も
水
を
取
り
入
れ
る
な
ど、
水
を
絶
や
さ
な
い
工
夫
が
認
め
ら
れ
る。
構
造
的
に
は、
池
頭
か
ら 

池
尻
部
の
高
低
差
が
約
九
メ
ー
ト
ル
あ
る
こ
と
か
ら、
池
内
の
所
々
に
小
規
模
な
揠
堤
を
設
け
て
水
量
を
調
整
し
て
い 

る
こ
と
が
想
定
さ
れ、
ま
た、
そ
の
堰
堤
を
境
に
水
汲
み
場
と
貯
木
場
を
分
置
す
る
な
ど、
多
く
の
用
途
を
有
し
て
い 

た
こ
と
も

明
ら
か
と
な
っ
た。
さ
ら
に、
池
の
周
り
に
は
柵
を
設
置
す
る
な
ど、
管
理
に
は
十
分
注
意
す
る
状
況

も

見 

て
取
れ
る。
ま
た、
建
物
の
補
修
等
に
使
用
さ
れ
る
建
築
材
を
主
体
と
し
て、
そ
の
補
修
に
使
用
す
る
工
具
の
柄
な
ど 

も
水
漬
け
さ
れ
た
状
況
が
認
め
ら
れ
た。

こ
の
よ
う
に、
貯
水
池
跡
は
古
代
山
城
に
お
け
る
池
の
造
営
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
貴
重
な
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遺
構
と
い
え、
造
営
年
代
は
も
と
よ
り、
遺
構

•
遺
物
の
精
査
に
よ
り
構
造、
機
能
の
面
に
お
い
て
細
部
に
わ
た
っ
て 

検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
い
え
る。
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引
用
参
考
文
献
•

関
係
年
表



引
用
参
考
文
献

板楠和子
大田幸博 

大田幸博
岡田茂弘

小
田
富
士
雄

小
田
富
士
雄

ニ
〇
〇
五

一九九五 

ニ
〇
〇
五

大田幸博ニ〇〇九

岡田茂弘ニ〇〇五

ニ
〇
〇
九

一九九三

ニ
〇
〇
九

「文
献
に
見
る
古
代
山
城
の
成
立
と
そ
の
過
程」
『古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る—
鞠
智
城 

跡
国
史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公 

園
鞠
智
城

•
温
故
創
生
館

「肥
後

•
鞠
智
城」
『古
代
文
化』
第
四
七
卷
第
一
一
号
古
代
学
協
会

「鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
の
歴
史
と
成
果」
『古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る—
鞠
智
城
跡
国 

史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公
園
鞠 

智
城
•

温
故
創
生
館

「鞠
智
城
跡
の
調
査
と
整
備」
『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え 

る』
発
表
要
旨
熊
本
県

•
熊
本
県
教
育
委
員
会

「多
賀
城
と
古
代
城
柵、
保
存

•
活
用
の
現
況」
『古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る
ー
鞠
智
城 

跡
国
史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公 

園
鞠
智
城

•
温
故
創
生
館

「古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城」
『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考 

え
る』
発
表
要
旨
熊
本
県

•
熊
本
県
教
育
委
員
会

「熊
本
県
•

鞠
智
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題」
『考
古
論
集—
潮
見
浩
先
生
退
官
記
念
論
文
集—』 

潮
見
浩
先
生
退
官
記
念
事
業
会
編

「西
日
本
に
お
け
る
山
城
築
城
に
関
す
る
史
料」
『古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る
ー
鞠
智
城
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跡
国
史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公 

園
鞠
智
城

•
温故創生館

小
田
富
士
雄
編
一
九
八
五

a 
『北九州瀬戸
内の
古
代山
城址』
日
本城郭史研
究叢書第
一〇巻
新
人
物
往

来社

小
田
富
士
雄
編
一
九
八
五

b 
『西日
本
古
代山
城の
研
究』
日
本
城
郭
史
研
究
叢
書
第
一
三
卷
新
人
物
往
来
社 

こ
益
重
隆
一
九
八
五
「鞠
智
城

(
菊
池
城
)

」
『北九州
瀬戸
内の
古
代山
城』
日
本
城
郭史研
究
叢
書
第
一〇

卷名著出版

菊
鹿
町
教
育
委
員
会
一
九
八
一

 
『鞠
智
城
跡
調
査
報
告
害
—
昭
和
四
ニ
、
四
三
、
四
四
、
五
四
年
度
調
査
概
要
—
』 

九
阪
研
究
会
一
九
九
〇

『初期山
城の
再照
明』

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
六
八 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
六
九 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
六
九 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
七
〇 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
八
三 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
八
三 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
一 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
ニ 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
三

『昭和
四
ニ
年
度
埋
蔵
文
化
財
緊
急
調
査
概
報
伝
鞠
智
城
跡』 

『昭和
四
三
年
度
埋
蔵
文
化
財
緊
急
調
査
概
報
鞠
智
城
跡』 

『熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
五
集
菊
池
地
方』

『昭和
四
四
年
度
埋
蔵
文
化
財
緊
急
調
査
概
報
鞠
智
城
跡』 

『鞠
智
城
跡
』

『上
鶴
頭
遺
跡
』

『鞠
智
城
跡
—
第
一
〇
〜
一
二
次
調
査
報
告
—
』

『鞠
智
城
跡
—
第
一
三
次
調
査
報
告
—
』

『鞠
智
城
跡
—
第
一
四
次
調
査
報
告
—
』
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熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
四 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
五 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
六 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
七 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
八 

熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
九
九 

熊
本
県
教
育
委
員
会
ニ
〇〇〇 

熊
本
県
教
育
委
員
会
ニ
〇
〇
ニ 

熊
本
県
教
育
委
員
会
ニ
〇
〇
三 

熊
本
県
教
育
委
員
会
ニ
〇〇
九 

歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温故創生館 

歴
史
公
園
鞠
智
城

.
温故創生館 

歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温故創
生館

『鞠
智
城
跡
—
第
一
五
次
調
査
報
告
—
„ 

『鞠
智
城
跡
—
第
一
六
次
調
査
報
告
—
. 

『鞠
智
城
跡
—
第
一
七
次
調
査
報
告
—
。 

『鞠
智
城
跡
—
第
一
八
次
調
査
報
告
—
. 

『鞠
智
城
跡
—
第
一
九
次
調
査
報
告
—
„ 

『鞠
智
城
跡
—
第
二
〇
次
調
査
報
告
—
. 

『鞠
智
城
跡
—
第
二
一
次
調
査
報
告
—
。 

『鞠
智
城
跡
—
第
二
二
次
調
査
報
告
—
„ 

『鞠
智
城
跡
—
第
二
三
次
調
査
報
告
—
„

『鞠
智
城
跡
—
総
括
報
告
書
—
』

ニ
〇
〇
四

『鞠
智
城
跡
—
第
二
四
次
調
査
報
告
—
』

ニ〇
〇
五

a 
『鞠
智
城
跡
—
第
二
五
次
調
査
報
告
—
』

ニ〇
〇
五

b 
『鞠智
城
跡
国
史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
古
代
山 

城
鞠智
城
を考え
る』

歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温
故
創
生
館
ニ
〇
〇
六

『鞠智
城
跡—
第
二
六

.

ニ
七次調
査報告—』

歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温
故
創
生
館
ニ
〇
〇
八

『鞠智
城
跡—
第二八
次
調
査報
告—』

歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温
故
創
生
館
ニ
〇
〇
九

『鞠智
城
跡—
第
二
九次
調
査報
告—』

甲
元
眞
之
ニ
〇〇六

「鞠智
城
につ
いて
の
一考察」
『肥後考古』
第
一
四
号
肥
後
考
古
学
会
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坂本経堯 坂本経堯 笹山晴生
渋江公正 

成 
周鐸

田中元勝 
鶴嶋俊彦

鶴嶋俊彦 
出宫徳尚

一九五三 

一九五八 

ニ
〇
〇
九

佐
藤
 

信ニ〇〇九
一七九四 

一九八八

一九四六 

一九七九

一九九七 

ニ
〇
〇
五

濱田耕策ニ〇〇九

「鞠
智
城
址
に
擬
せ
ら
れ
る
米
原
遺
跡
に
就
い
て」

r

地
歴
研
究』
第
一
〇
編
第
五
号 

「鞠
智
城
跡
を
米
原
に
求
め
て」
『熊
本
の
歴
史』
熊
本
日
日
新
聞
社 

「鞠
智
城
と
古
代
の
西
海
道」

『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考 

え
る』
発
表
要
旨
熊
本
県

•
熊
本
県
教
育
委
員
会 

「古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城」

『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考 

え
る』
発
表
要
旨
熊
本
県

•
熊
本
県
教
育
委
員
会 

「菊
地
風
土
記」
『肥
後
文
献
叢
書

(
ニ
)

』

「鞠
智
城
の
性
格
—
地
形
と
地
名
を
中
心
に

-

」
『先
史

•
古
代
の
韓
国
と
日
本』
築
地
書 

館「桃
元
問
答」
『肥
後
文
献
叢
書

(
一)
』

「古
代
肥
後
国
の
交
通
路
に
つ
い
て
の
考
察」
『駒
澤
大
学
大
学
院
地
理
学
研
究
報
告
地 

理
学
研
究』
第
九
号
駒
澤
大
学
大
学
院

「肥
後
国
北
部
の
古
代
官
道」
『古
代
交
通
研
究』
第
七
号
古
代
交
通
研
究
会 

「中
•

四
国
地
方
の
古
代
山
城」
『古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る—
鞠
智
城
跡
国
史
跡
指
定 

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書』
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公
園
鞠
智
城

•
温 

故
創
生
館

「朝
鮮
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城」

『鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
代
山
城
鞠
智
城 

を
考
え
る』
発
表
要
旨
熊
本
県

•
熊
本
県
教
育
委
員
会
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舟
山
良
 

一
•

石川健編 

西
住
欣
一
郎
一
九
九
九

西
谷
 

正 

野田拓治
七
城
町 

森 
俊寛

森本ー瑞 
李 
進熙

吉田東伍

ニ
〇
〇
八

『牛
頸
窯
跡
群

-
総
括
報
告
書

I
』
大
野
城
市
教
育
委
員
会 

「発
掘
か
ら
み
た
鞠
智
城」
『先
史
学

.
考
古
学
論
究

10
』
立田
考
古
会 

「鞠
智
城
と
菊
池
川
文
化」
『菊
文
研
だ
よ
り』
第
一
九
号
菊
池
川
古
代
文
化
研
究
会 

「熊
本
県
鹿
本
町

•
御
宇
田
遺
跡
群
の
官
衙
遺
構」
『古
代
文
化』
第
五
〇
卷
第
五
号
古 

代
学
協
会 

『七
城
町
誌
』

『京
か
ら
出
土
す
る
土
器
の
編
年
的
研
究—
日
本
律
令
的
土
器
様
式
の
成
立
と
展
開、
七 

世
紀
〜
一
九
世
紀』

(

有
)

京
都
編
集
工
房 

『肥
後
国
誌
』

「朝
鮮
と
日
本
の
古
代
山
城」
『西
日
本
古
代
山
城
の
研
究』
日
本
城
郭
史
研
究
叢
書
第 

一三巻名著出版

九
〇
〇
『大
日
本
地
名
辞
典』
富
山
房

ニ
〇
〇
六 

一九九八

一
九
九

一  

ニ
〇
〇
五

一七七ニ 

一九八五
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古
代
山
城
等
関
係
年
表
(

鞠
智
城
を
中
心
と
し
て
)

八 
七
九

i
慶

八
七
五

観

七

八
五
八

笑
安

八
五
八

安

三

七

九

i
老

九
九

*
武

九
八

I I

7U

〇

響
九

±:

馨 i

四

m
響 馨

8

明
年

I

H
6

丨ヨ

S

0
日

閏
ニ

日

n
五
日

I
四
0

五
月
1
日

七
月

百

月
八
月

八
月

A
0

月
FI

月巴 
後 
国 
菊 
池 
郡 
城 
院
の
兵
庫
の

が
尚
ら
鳴
る

実
録

%

Tl

大
宰
府

鳥
数
6
群
が
菊
池
郡
倉
舍
の

草
を
嗤
み
抜
く。

*=tJ

実
録

f
石

肥
後
国
の
菊
池
城
院
の
兵
座
の

が
自
ら
嗚
る

同
城
の
不
動
倉
十

宇
が
火
§

<

=3
文
徳
実
録

巻

〇

肥
後
国
が

菊
池
城
院
の
兵
庫
の
被
が
自
ら
嗚
る

i
0

又
嗚
る

徳
実
録

巻

〇

備
後
国
安
那
郡
茨
城

葦
田
郡
常

を
停
め
る

続
日
本
紀

m
八

大
宰
府
に

if

fe
m
の
ニ
城
を
修
理
さ
せ
る

=0
続
日
本
紀

卷

大
宰
府
に
大
野

基
肄

鞠
智
の

城
を
繕
治
さ
せ
る

i
日
本

巻
こ

の
£1

大
海
人
皇
子
軍

城
を
攻
め
る

日
本

紀
§

A

長
iifi
に
城
を

つ

筑
紫
に
城
宝

〇
築
<

D
本

紀

§

倭
m卜

安
碑
讚
_Lr

1
山
田
郡
に
屋
鴣
碑
対

国
に
金
由
城
を
築
<

日
本

紀

f

:b

長
門
国
に
碑
筑 
紫 
国 
に 
大 
野•

掾

$
肄

の

城
を
築
く。

*=3
日
本

紀

f

本対 
杏馬
紀.
t=» ^
卷岐

^ k
一紫 

国 
等 
に 
防

A

と
烽

を
問
<

筑
紫
に
大
堤

/K
城

を
築
含

水
を
貯
X.

る

白
村
江
の
戦
い
で
倭

百
済
垠
が
敗
退

=n3

日
本

紀

f

唐

新
羅

百
済
を
滅
ぼ
す

日
本
番
紀

%
出
來
市

S
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鞠
智

城
周

辺
関

係
年

表

磐
井

の
乱

（527)
春

日
野

の
屯

倉
投

遛
-•1フ

タ
ツ

カ
サ

ン
古

墳
（菊

池
市

）I

^中
村

双
子

塚
古

墳
（山

鹿
市

り
 

す
チ

ブ
サ

ン
古

墳
（山

鹿
市

）
"!.

塚
坊

主
古

墳
（和

水
町

）
j

1
横

山
古

墳
（植

木
町

）
]

袈
裟

尾
高

塚
古

填
（菊

池
_[弁

慶
ケ

穴
古

墳
（山

鹿
市

〉

し
大

坊
古

填
(玉

名
市

）
| 

永
安

寺
西

•束
古

填
（玉

名
I

百
済

武
寧

王
死

去
（523)

陳
建

国
（589〜

618)

唐
建

国
（618〜

907)
<太

與
囲

み
は

S
飾

古

大
化

の
改

新
（645)

国
郡

里
を

投
薄

(646頃
〉

菊
池

郡
の

設
茜

合
志

郡
の

設
茜

山
鹿

郡
の

設
S

玉
名

郡
の

投
置

白
村

江
の

戦
い

（663) 
大

野
城

等
を

築
城

（665) 
壬

申
の

乱
（672)

壬
生

諸
石

帰
国

（696)

珣
智

城
の

築
城

？
 

鞠
智

城
の

修
治

（698)

百
済

滅
亡

（660> 
高

句
M

滅
亡

（668) 
統

一
新

羅
（676)

大
宝

律
令

（701〉
こ

の
頃

、
軍

団
制

拖
行

平
城

遷
都

（710)
益

城
眾

団
の

記
録

(723)

较
日

本
紀

完
成

(797)
浄

水
寺

削
建

（790)
平

安
通

都
（794〉

肥
後

に
4覃

団
（813〉

西
寺

周
辺

 
菊

池
郡

家
 

(菊
池

市
）

十
蓮

寺
跡

 
(菊

池
市

七
 

城
町

）

御
宇

田
遺

跡
 

(山
鹿

郡
家

 
閲

連
)

日
置

氏
 

銅
板

墓
誌

稻
佐

廃
寺

 
(玉

東
町

〉

立
願

寺
周

辺
 

玉
名

郡
家

跡
 

立
願

寺
廃

寺
（郡

寺
) 

玉
名

郡
倉

跡

年
代

時
代

日
本

全
体

熊
本

菊
池

周
辺

_
山

鹿
周

辺
玉

名
周

辺
中

国
•朝

鮮
半

島

250年
頃

300年

350年

400年

450年

卑
弥

呼
魏

に
使

考
派

遣
(239)

こ
の

頃
，

前
方

後
円

墳
»造

開
始

こ
の

頃
、

宇
土

半
ftに

 
前

方
後

円
墳

現
る

山
下

古
填

（玉
名

市
〉

百
済

（346〜
) 

'新
H
 

(こ
の

頃
）

瑣
、

西
晋

に
朝

貢
（413) 

珍
、

宋
に

朝
貢

（421、
425) 

珍
、

宋
に

朝
貢

（438) 
済

、
宋

に
朝

貢
（443)

院
塚

古
墳

（玉
名

市
岱

明
）

卜

f
I

 
I

若
宮

古
墳

(和
水

町
〉

〕

済
•宋

に
朝

買
(45丨、

460) 
興

、
宋

に
朝

貢
（477) 

武
、

宋
に

朝
貢

（478)

I高
熊

古
墳

（捕
木

町
〉t1岩

恧
双

子
塚

古
墳

（山
鹿

市
）>

虚
空

起
塚

古
填

(和
水

町）1 
[
5

^
 墳

(山
"5"市

)J 
fn

：ffl^
a
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(
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850年

900年

950年
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